
 

 

 

 

 

 

 

第９期（令和６年度～令和８年度） 

芦北町老人保健福祉計画・介護保険事業計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年３月 

芦北町 

 

 

  



 

 

はじめに 
 

 

令和２年７月豪雨災害からの復旧・復興に取り組み３年

が過ぎ、復旧工事も順調に進んでおり、災害公営住宅が完

成するなど、被災された方の生活再建が進展するとともに、

発災前の姿を取り戻しつつあります。 

災害復旧の早期完遂を最優先に、次代を見据えた創造的

復興、各種事業を積極的に展開してまいりますので、皆様

のご理解とご協力をお願いします。 

介護保険制度においては、「介護保険事業に係る保険給付

の円滑な実施を確保するための基本的な指針」が示されており、高齢者人口がピーク

を迎える 2040年を見通すと、85歳以上人口が急増し、医療・介護等の複合的ニーズ

を有する高齢者が増加する一方、生産年齢人口が急減することが見込まれるとして

います。また、地域の中長期的な介護ニーズ等に応じた介護サービス基盤を医療提供

体制と一体的に整備するとともに、地域の実情に応じて、地域包括ケアシステムの深

化・推進や介護人材の確保、介護現場の生産性の推進等が指針として強く求められて

います。 

このような状況の中、本町においては、総人口は年々減少しており、医療・介護等

の支援を必要とする高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生

の最後まで続けることができることを目指し、令和６年度から令和８年度までの３

年間を計画期間とした第９期「芦北町老人保健福祉計画・介護保険事業計画」を策定

しました。 

なお、この計画につきましては、上位計画であります芦北町総合計画に基づき、地

域包括ケアシステムの深化・推進を進めてまいります。 

高齢者の皆様が、安全で安心して暮らせる環境の中で、心身ともに健やかに誇りと

生きがいを持って、可能な限り継続して地域での生活ができるよう、支え合う、地域

共生社会の実現に向け、国や県、関係団体及び町民の皆様と互いに緊密な連携を図り

ながら取り組んでまいります。 

終わりに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見やご提言をいただきました芦北町

老人保健福祉計画・介護保険事業計画運営調整委員会委員の皆様をはじめ、関係機関

の皆様に対し、心から深く感謝申し上げます。 

 

令和６年３月 

芦北町長 竹 﨑 一 成 
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第１章 老人保健福祉計画・介護保険事業計画の概要 

１．計画策定の背景と趣旨 

我が国の介護保険制度は、その創設から 20 年以上が経過し、サービス利用者は 600 万人

を超え、利用者の増加に伴い、介護費用額の増加及び介護保険料の上昇が全国的に続いてい

ます。 

国は、これまで団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年（2025 年）を見据え、介護保険制

度の持続可能性を維持しながら、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で生活できるよう、医

療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される「地域包括ケ

アシステム」の構築を推進してきました。 

令和６年度からの計画である第９期介護保険事業計画については、計画期間中に団塊の世

代が全員 75 歳以上を迎えるとともに、全国の高齢者がピークを迎える令和 22 年（2040 年）

を見通すと 85 歳以上人口が急増し、医療・介護双方のニーズを有する高齢者など様々なニー

ズのある要介護高齢者が増加する一方、生産年齢人口が急減することが見込まれています。 

また、高齢化率が全国に先駆けてピークを迎える地域があるなど今後の人口構成の変化等

は地域によって異なることから、これまで以上に地域ごとの中長期的な人口動態や介護ニー

ズの見込み等を踏まえて介護サービス基盤を整備するとともに、地域包括ケアシステムの深

化・推進や介護人材の確保等を図るための具体的な施策や目標を計画に定めることが重要と

なります。 

これらの状況を踏まえ、令和５年度をもって「第８期芦北町老人保健福祉計画・介護保険事

業計画」が終了することから、令和 22 年（2040 年）を見据えた中長期的な視野に立ち高齢

者福祉施策の推進や介護給付の安定的な供給等に努め、地域包括ケアシステムの更なる深化・

推進を目指して「第９期芦北町老人保健福祉計画・介護保険事業計画」を策定しました。 
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２．計画の位置づけ 

（１）計画の法的根拠 

本計画は老人福祉法第 20 条の８に基づく「市町村老人福祉計画」及び介護保険法第 117 条

に基づく「市町村介護保険事業計画」を一体的に策定するものです。 

老人福祉法第 20 条の８の第７項及び介護保険法第 117 条の第７項において、市町村老人福

祉計画と市町村介護保険事業計画は一体のものとして作成されなければならないと定められ

ていることから、両計画を一体的に策定しました。 

 

■市町村老人福祉計画の根拠法 

【老人福祉法（令和五年法律第三十一号による改正 令和６年４月１日より施行）】 

第二十条の八 市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業（以下「老人福祉事

業」という。）の供給体制の確保に関する計画（以下「市町村老人福祉計画」という。）を定める

ものとする。 

７ 市町村老人福祉計画は、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画と

一体のものとして作成されなければならない。 
 

■市町村介護保険事業計画の根拠法 

【介護保険法（令和五年法律第三十一号による改正 令和６年４月１日より施行）】 

第百十七条 市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係

る保険給付の円滑な実施に関する計画（以下「市町村介護保険事業計画」という。）を定めるも

のとする。 

７ 市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画

と一体のものとして作成されなければならない。 
 

（２）諸計画との関連性 

芦北町の最上位計画である「芦北町総合計画」及び福祉分野の上位計画である「芦北町地域

福祉計画」のもとに、高齢者福祉、保健福祉サービス、介護保険事業等に関する個別計画とし

て位置づけ、福祉分野の諸計画及びその他関連計画との調整・連携を図りながら策定します。 

また、国・県の動向等とも整合性を保ち連携を図ります。 
 

■関連計画との関係性 
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指
針
等
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３．計画の期間 

本計画は３年ごとに見直しを行っており、計画の期間は令和６年度から令和８年度までの３

年間とします。 

第９期計画期間中に団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年（2025 年）を迎えることを踏

まえるとともに、令和 22 年（2040 年）を見据えた中長期的な見通しを考慮し計画を策定し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

４．第9期計画に係る国の動向 

国は、令和６年１月 19 日に、市町村が第９期介護保険事業計画を策定する際のガイドライ

ンとなる「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」を示し

ました。 

基本指針の基本的な考え方及び第９期の見直しのポイントは以下のとおりです。 

 

（１）第９期計画の基本指針の基本的な考え方 

○第９期計画期間中には、団塊の世代が全員 75歳以上となる 2025年を迎えることになる。 

○高齢者人口がピークを迎える 2040年を見通すと、85歳以上人口が急増し、医療・介護双

方のニーズを有する高齢者など様々なニーズのある要介護高齢者が増加する一方、生産年齢

人口が急減することが見込まれている。 

○さらに、都市部と地方で高齢化の進みが大きく異なるなど、これまで以上に中長期的な地域

の人口動態や介護ニーズの見込み等を踏まえて介護サービス基盤を整備するとともに、地域

の実情に応じて地域包括ケアシステムの深化・推進や介護人材の確保、介護現場の生産性の

向上を図るための具体的な施策や目標について、優先順位を検討した上で、介護保険事業（支

援）計画に定めることが重要となる。 

  

第 7 期計画

H30年度～R2年度 

令和 22年（2040 年）等の中長期的見通し 

団塊ジュニア世代が 

65 歳以上に 

第 14期計画 

R21年度～R23年度 

第9期計画 

R6年度～R8年度 
第 8期計画 

R3年度～R5年度 

団塊世代が 75 歳以上に 
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（２）基本指針の見直しのポイント 

１ 介護サービス基盤の計画的な整備 

（１）地域の実情に応じたサービス基盤の整備 

・中長期的な地域の人口動態や介護ニーズの見込み等を適切に捉えて、施設・サービス種別

の変更など既存施設・事業所のあり方も含め検討し、地域の実情に応じて介護サービス基

盤を計画的に確保していく必要がある 

・医療・介護双方のニーズを有する高齢者の増加を踏まえ、医療・介護を効率的かつ効果的

に提供する体制の確保、医療・介護の連携強化が重要 

・中長期的なサービス需要の見込みについてサービス提供事業者を含め、地域の関係者と共

有し、サービス基盤の整備の在り方を議論することが重要 
 

（２）在宅サービスの充実 

・居宅要介護者の在宅生活を支えるための定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機

能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護など地域密着型サービスの更なる普及 

・居宅要介護者の様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、複合的な在宅サービスの整備

を推進することが重要 

・居宅要介護者を支えるための、訪問リハビリテーション等や介護老人保健施設による在宅

療養支援の充実 

 

２ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

（１）地域共生社会の実現 

・地域包括ケアシステムは地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となり得るものであ

り、制度・分野の枠や「支える側」「支えられる側」という関係を超えて、地域住民や多様

な主体による介護予防や日常生活支援の取組を促進する観点から、総合事業の充実を推進 

・地域包括支援センターの業務負担軽減と質の確保、体制整備を図るとともに、重層的支援

体制整備事業において属性や世代を問わない包括的な相談支援等を担うことも期待 

・認知症に関する正しい知識の普及啓発により、認知症への社会の理解を深めることが重要 
 

（２）医療・介護情報基盤の整備 

・デジタル技術を活用し、介護事業所間、医療・介護間での連携を円滑に進めるための医療・

介護情報基盤を整備 
 

（３）保険者機能の強化 

・給付適正化事業の取組の重点化・内容の充実・見える化  
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◆適正化主要５事業の再編（見直しの方向性） 

事業 見直しの方向性 

要介護認定の 

適正化 
・要介護認定の平準化を図る取組を更に進める。 

ケアプランの点検 ・一本化する 

・国保連からの給付実績票を活用し、費用対効果が期待される帳票に重点化す

る。 

・小規模保険者等にも配慮し、都道府県の関与を強める。（協議の場で検討） 

住宅改修の点検・福

祉用具購入・貸与調

査 

医療情報との 

突合・縦覧点検 

・費用対効果が期待される帳票に重点化する。 

・小規模保険者等にも配慮し、国保連への委託を進める。（協議の場で検討） 

介護給付費通知 ・費用対効果が見えにくいため、主要事業から外す。 

 

３ 地域包括ケアシステムを支える介護人材及び介護現場の生産性向上 

・介護人材を確保するため、処遇の改善、人材育成への支援、職場環境の改善による離職防

止、外国人材の受入環境整備などの取組を総合的に実施 

・都道府県主導の下で生産性向上に資する様々な支援・施策を総合的に推進。介護の経営の

協働化・大規模化により、人材や資源を有効に活用。 

・介護サービス事業者の財務状況等の見える化を推進 

 

■地域包括ケアシステムのイメージ（厚生労働省ホームページより） 
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５．計画策定の体制 

（１）芦北町老人保健福祉計画・介護保険事業計画運営調整委員会の開催 

芦北町老人保健福祉計画・介護保険事業計画運営調整委員会を開催し、学識経験を有する者、

保健・医療・福祉関係者、介護保険事業者、町民代表等に委員を委嘱し、計画内容の検討・審

議を行います。 

 

 

（２）各種調査の実施 

芦北町の高齢者の日常生活等の状況や課題等について把握し地域の抱える課題を分析する

ことなどを目的として芦北町の高齢者等に対して調査を実施しました。 

 

 
介護予防・日常生活 

圏域ニーズ調査 
在宅介護実態調査 事業所調査 

調査概要 

高齢者の日常生活や地域で

の活動、健康などについて

把握を行う調査 

在宅生活を送る要介護認定

者の「在宅生活の継続」や

「介護者の就労継続」に関

する事項を調査する調査 

事業所等の人材の確保

状況や、高齢者のサー

ビス利用等の実態等を

把握する調査 

調査時期 令和５年３月 令和５年 1 月～３月 令和５年５月～７月 

調査対象者 

①65 歳以上の一般高齢者 

②介護予防・日常生活支援総

合事業（以下「総合事業」）

対象者 

③在宅生活を送る要支援１・

２の人 

在宅生活を送る要支援・要介

護認定を受けた高齢者のう

ち調査期間に認定調査を受

けた人 

芦北町内の 

介護保険事業所 

回答数等 
990 件/1,500 件 

66.0％ 
93 件 

45 件/45 件 

100％ 

 

 

（３）パブリックコメントの実施 

住民参画の一環として、令和６年１月５日から令和６年２月５日にかけて計画素案に対す

るパブリックコメントを実施しました。 
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６．日常生活圏域の設定 

（１）「日常生活圏域」とは 

「日常生活圏域」とは、介護保険事業計画において、当該市町村が「その住民が日常生活を

営んでいる地域」として、地理的条件、人口・交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象

サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定めるもので

す。 

「日常生活圏域」はそれぞれの市町村において、小学校区、中学校区、住民の生活形態、地

域づくりの単位等、面積や人口だけでなく、地域の特性等を踏まえて設定することとされてい

ます。 

 

 

（２）本町の日常生活圏域の設定について 

圏域の設定にあたっては、必要最小限の設定により町内のサービス供給のバランスをとり、

利用者の利便性を高める枠組みが必要です。また、利用者のニーズに即した適切なサービス量

を確保するためには、現在の枠組みを利用した柔軟なサービス利用が可能となる設定が求めら

れます。 

本町においては、これまで町全体を一つの「日常生活圏域」としてきたことから、引き続き、

芦北町全体を一つの「日常生活圏域」と設定します。 

これにより、介護サービスを必要とする一人ひとりの地理的条件や交通等の利便性を確保し

つつ、各事業者が提供するサービス内容を充分に吟味しながら自己決定できる、選択の幅の広

い枠組みを目指すものとします。 

 

 

 

圏域 芦北町 

面積 233.81 ㎢   

総人口 15,681 人   

高齢者人口 7,025 人   

高齢化率 44.8％   

高齢者のいる世帯 4,235 世帯   

人口、世帯数は令和２年国勢調査より 
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第２章 高齢者を取り巻く現状 

１．人口・世帯等の状況 

（１）人口の状況 

①人口の推移 

芦北町の人口は年々減少しており、令和２年（2020 年）の国勢調査では 15,681 人となって

います。 

また、国立社会保障・人口問題研究所の人口推計によると、今後も減少すると予測されていま

す。 

老年人口（高齢者数）は平成 27 年（2015 年）に 7,056 人とピークを迎え、令和２年は 7,025

人とやや減少しています。 

老年人口の割合（高齢化率）は令和２年（2020 年）の国勢調査で 44.8％となっており、今後

も上昇し、令和 12 年（2030 年）には５割を超えると推計されています。 
 

 

 
資料：平成７年～令和２年は「国勢調査」総務省、令和７年以降は「将来推計人口（令和５年）」国立社

会保障・人口問題研究所  
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②年齢別人口の推移 

令和２年（2020 年）の芦北町の人口を年齢５歳階級・男女別でみると、男女共に 65～69

歳の層が最も多くなっています。 

令和 22 年（2040 年）の人口推計を見ると、男性は 75～79 歳、女性は 85～89 歳の層が最

も多くなっています。 

 

■令和２年（2020 年）の年齢５歳階級・男女別人口 

 

資料：「令和２年国勢調査」総務省 

 

■令和 22年（2040年）の年齢５歳階級・男女別人口推計 

 

資料：「将来推計人口（令和５年）」国立社会保障・人口問題研究所 
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③前期・後期高齢者数の推移 

高齢者数の推移を前期・後期別でみると、前期高齢者数は令和２年（2020 年）に 3,077 人

と最も高くなりそれ以降は減少に転じ、今後も減少すると推計されています。 

後期高齢者数は令和 2 年（2020 年）までは減少傾向にありましたが、令和３年（2021 年）

以降は増加に転じており令和 12 年（2030 年）に 4,197 人と最も高くなると推計されていま

す。 

 

 

 

 

 

（２）世帯の状況 

①世帯数の推移 

一般世帯数及び一世帯当たり人員数は、一貫して減少しており令和２年（2020 年）は一般

世帯数 5,958 世帯、一世帯当たり人員数は 2.49 人となっています。 

 

 

■一般世帯数及び一世帯当たり人員数 

  

資料：「令和２年国勢調査」総務省  
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②高齢者のいる世帯数の割合 

高齢者のいる世帯数は、令和２年（2020 年）は 71.1％となっており、国・県を大きく上回

ります。 

また、高齢者単身世帯は 18.3％。高齢者夫婦世帯数は 17.5％と、町の一般世帯の約３分の

１が高齢者単身世帯か高齢者夫婦世帯となっています。 

今後、さらなる高齢者の増加が見込まれていることから、このような高齢者世帯に対し町行

政と地域が協力した見守り体制の充実が重要となります。 

 

■高齢者のいる世帯数の状況 

 芦北町 

平成 22 年 平成 27 年 令和２年 

一般世帯数 6,761 6,446 5,958 

 高齢者のいる世帯数 4,358 4,363 4,235 

 構成比 64.5％ 67.7％ 71.1％ 

 高齢者単身世帯数 903 1,058 1,093 

 構成比 13.4％ 16.4％ 18.3％ 

高齢者夫婦世帯数 1,092 1,105 1,041 

 構成比 16.2％ 17.1％ 17.5％ 

高齢者同居世帯数 2,363 2,200 1,935 

 構成比 35.0％ 34.1％ 32.5％ 

 

 熊本県 国 

平成22年 平成27年 令和２年 平成22年 平成27年 令和２年 

一般世帯数 686,123 702,565 716,740 51,842,307 53,331,797 55,704,949 

 高齢者のいる世帯数 295,609 321,383 334,262 19,337,687 21,713,308 22,655,031 

 構成比 43.1％ 45.7％ 46.6％ 37.3％ 40.7％ 40.7％ 

 高齢者単身世帯数 69,111 83,461 92,410 4,790,768 5,927,686 6,716,806 

 構成比 10.1％ 11.9％ 12.9％ 9.2％ 11.1％ 12.1％ 

高齢者夫婦世帯数 75,318 86,016 83,371 5,250,952 6,420,243 5,830,834 

 構成比 11.0％ 12.2％ 11.6％ 10.1％ 12.0％ 10.5％ 

高齢者同居世帯数 151,180 151,906 14,7941 9,295,967 9,365,379 9,581,133 

 構成比 22.0％ 21.6％ 20.6％ 17.9％ 17.6％ 17.2％ 

資料：「国勢調査」総務省 
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■高齢化率等の他市町村との比較 

高齢化率は県内 45 市町村中で４位、高齢者を含む世帯の割合は５位、高齢独居世帯の割合

は 10 位となっています。 
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２．給付等の状況 

（１）認定者数・認定率の状況 

①認定者数の推移 

認定者数は、平成 30 年（2018 年）に 1,668 人とピークを迎え、その後減少し、令和５年

５月末現在は 1,538 人となっています。 

 

 
 
 

②認定率の推移 

(ア）認定率の推移 

認定率は、平成 29 年（2017 年）まではおおむね増加傾向にありましたが、令和元年（2019

年）以降はやや減少傾向にあり、令和５年５月は 21.5％となっています。 

 

  

361 352 356 388 387 397 395 426 406 370 397 397 360 339 343

173 187 187
226 229 213 264 243 261 267 244 234

205 207 199

248 273 298
246 236 283

282 300 307 313 305 292
305 284 289

138 130 117 133 139
152

160 167 189 179 158 190
196

181 180
101 105 107

159 146
157

143
154 123 155 154 139 156

157 161162 157 170
165 191

205
209

219 238 189 223 243 243
205 203184 191 196

187 166
161

165
147 144 167 159 144 161

163 1631,367 1,395 1,431
1,504 1,494

1,568
1,618 1,656 1,668 1,640 1,640 1,639 1,626

1,536 1,538

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

平成22年平成23年平成24年平成25年平成26年平成27年平成28年平成29年平成30年令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

3月末

令和5年

5月末

要支援・要介護認定者数（要介護度別）（芦北町）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

（注目する地域）芦北町

（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和3,4,5年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）

要
支
援
・
要
介
護
認
定
者
数
（
人
）

5.1 5.1 5.1 5.5 5.4 5.5 5.5 5.9 5.6 5.0 5.4 5.4 4.9 4.7 4.8

2.4 2.7 2.7
3.2 3.2 3.0 3.7 3.4 3.6

3.6 3.3 3.2
2.8 2.9 2.8

3.5 3.9 4.3 3.5 3.3 3.9
3.9 4.1 4.2 4.3 4.1 4.0

4.2 4.0 4.0

1.9
1.9 1.7 1.9 2.0 2.1

2.2 2.3 2.6
2.4 2.1 2.6

2.7 2.5 2.5
1.4

1.5 1.5
2.3 2.1

2.2
2.0 2.1 1.7 2.1 2.1 1.9 2.1 2.2 2.22.3

2.3 2.4
2.3 2.7

2.9
2.9 3.0 3.3

2.6 3.0 3.3 3.3
2.9 2.82.6

2.7 2.8
2.6 2.3

2.2
2.3 2.0 2.0

2.3 2.2 2.0 2.2
2.3 2.3

19.3
20.0 20.5

21.3 21.0
21.8

22.4 22.8 22.8
22.3 22.2 22.4 22.3

21.4 21.5

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0
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令和5年

5月末

認定率（要介護度別）※第2号被保険者を含む（芦北町）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

（注目する地域）芦北町

（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和3,4,5年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）
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(イ）認定率の推移（国・県との比較） 

認定率を国・県と比較すると、すべての年度で国・県を上回って推移しています。 

 

 

 

■認定率等の他市町村との比較 

令和４年（2022 年）の認定率を他市町村と比較すると、認定率は県内７位となっています。 
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芦北町 19.4 18.7 19.2 19.3 20.0 20.5 21.3 21.0 21.8 22.4 22.8 22.8 22.3 22.2 22.4 22.3 21.4 21.5

熊本県 18.1 18.2 18.5 18.7 19.7 20.2 20.7 20.7 20.8 20.8 20.9 20.3 20.4 20.1 20.1 19.9 19.6 19.6

全国 16.4 16.5 16.5 16.8 17.4 17.8 18.1 18.2 18.3 18.3 18.4 18.4 18.7 18.8 19.1 19.2 19.4 19.5
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18.1 18.2 18.3 18.3 18.4 18.4
18.7 18.8

19.1 19.2 19.4
19.5

15.0

20.0

25.0
認定率（要介護度別）※第2号被保険者を含む（芦北町）

（注目する地域）芦北町

（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和3,4,5年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）
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認定率（要介護度別）※第2号被保険者を含む
要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

（時点）令和4年(2022年)

（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和3,4年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）
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(ウ）調整済み認定率の推移 

調整済み認定率についてみると、おおむね減少傾向にあります。 

 

 

調整済み認定率：年齢・性別の構成が同一とした場合の認定率。 

 

 

(エ）調整済み認定率の国・県平均との比較 

調整済み認定率を国、県平均と比較すると、おおむね国・県を下回って推移しています。 

 

 

 

  

4.5 4.5 4.4 4.3 4.6 4.3 3.9 4.1 4.2 3.7 3.6

2.7 2.7 2.4 2.9 2.6 2.8 2.7 2.5 2.3 2.1 2.2

2.8 2.7 3.0 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9
2.9 2.7

1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8 1.5 1.9
1.8 1.8

1.8 1.6 1.6 1.5 1.6 1.2 1.5 1.5 1.4
1.5 1.5

1.9 2.2 2.1 2.2 2.2 2.3 1.8 2.1 2.3
2.3 1.9

2.1 1.9 1.7 1.7 1.4 1.4 1.6 1.5 1.4 1.6 1.6

17.4 17.3 16.9 17.1 17.1 16.8 16.4 16.2 16.3 15.9 15.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

3月末

調整済み認定率（要介護度別）（芦北町）

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

（注目する地域）芦北町

（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和3,4年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）および総務省「住民基本台帳人口・世帯数」

調
整
済
み
認
定
率
（

%
）

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
令和5年

3月末

芦北町 17.4 17.3 16.9 17.1 17.1 16.8 16.4 16.2 16.3 15.9 15.3

熊本県 18.0 18.3 17.6 17.5 17.5 16.8 16.8 16.5 16.3 15.9 15.5

全国 17.3 17.7 17.9 17.7 17.5 17.2 17.1 17.0 17.0 16.6 16.3

17.4
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17.1 17.1

16.8
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15.3

18.0
18.3

17.6 17.5 17.5
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17.9 17.7 17.5

17.2 17.1 17.0 17.0

16.6
16.3

14.0

20.0

調整済み認定率（要介護度別）（芦北町）

（注目する地域）芦北町

（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和3,4年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）および総務省「住民基本台帳人口・世帯数」

調
整
済
み
認
定
率
（

%
）
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■認定率等の他市町村との比較 

調整済み認定率を他市町村と比較すると、県内 11 位となっています。 

 

 

 

（２）介護費用額の状況 

①第１号被保険者１人あたり保険給付月額等の推移 

第１号被保険者１人あたりの給付月額は増加傾向にあり、特に令和３年（2021 年）以降は

24,000 円前後と急激に上昇しています。 
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調整済み認定率（要介護度別）（令和4年(2022年)）
要支援1 要支援2 経過的要介護 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

（時点）令和4年(2022年)
（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和3,4年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）および総務省「住民基本台帳人口・世帯数」
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第１号被保険者１人あたり保険給付月額・第1号保険料月額・必要保険料月額

（芦北町）
第１号被保険者１人あたり保険給付月額 第１号保険料月額 必要保険料月額

（注目する地域）芦北町

（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和3,4,5年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）および介護保険事業計画報告値

保
険
給
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保
険
料
月
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平成
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25年度
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平成
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平成

28年度
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令和

元年度

令和

２年度

令和

３年度

令和

４年度

令和

５年度

第１号被保険者

１人あたり保険給付月額
20,236 20,555 21,282 20,426 20,746 21,238 21,415 21,990 22,847 24,054 23,924 24,724

第１号保険料月額(円) 4,410 4,410 4,410 4,991 4,991 4,991 4,991 4,991 4,991 4,991 4,991 4,991

必要保険料月額(円) 4,266 4,278 4,403 4,617 4,657 4,772 4,900 5,135 5,448 5,372 5,363 5,650
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②介護費用額の推移 

介護費用額は年々増加傾向にあり、令和元年度以降は 21～22 億円台で推移しています。 

第１号被保険者１人１月あたりの費用額については県内で 30 位となっています。 
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1
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1
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費
用
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)

年
間
介
護
費
用
額

(円
)

芦北町の介護費用額の推移
費用額（在宅サービス） 費用額（居住系サービス）

費用額（施設サービス） 第1号被保険者1人1月あたり費用額

（出典）【費用額】平成27年度から令和2年度：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和3年度から令和4年度：「介護保険事業状況報告（月報）」の12か月累

計、令和5年度：直近月までの「介護保険事業状況報告（月報）」の累計（※補足給付は費用額に含まれていない）

【第1号被保険者1人あたり費用額】「介護保険事業状況報告（年報）」（または直近月までの月報累計）における費用額を「介護保険事業状況

報告月報）」における第1号被保険者数の各月累計で除して算出

熊本県内 30番目 45保険者

全国 602番目 1,571保険者

芦北町の第1号被保険者1人1月あたりの費用額の降順

（平成 5年 3月末時点）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
令和5年度

(R5/3月分まで)

（円） 1,961,970,522 2,000,780,807 2,064,236,302 2,092,265,696 2,156,958,746 2,180,133,687 2,279,751,694 2,291,987,002 197,082,297

費用額（在宅サービス） （円） 777,079,061 820,914,826 846,339,862 888,860,466 920,219,056 875,063,517 947,653,577 959,949,235 81,268,260

費用額（居住系サービス） （円） 359,303,623 353,446,523 362,621,917 363,988,300 367,326,170 376,152,320 369,803,500 362,830,990 31,277,290

費用額（施設サービス） （円） 825,587,838 826,419,458 855,274,523 839,416,930 869,413,520 928,917,850 962,294,617 969,206,777 84,536,747

（円） 22,351.2 22,700.6 23,323.9 23,566.4 24,161.4 24,704.7 25,928.0 26,375.9 27,257.3

（円） 25,945.1 25,883.1 26,230.7 26,042.6 26,371.6 26,595.3 26,944.2 26,895.0 27,654.5

（円） 22,926.6 22,966.8 23,238.3 23,498.7 24,105.9 24,567.0 25,132.1 25,476.6 26,418.6

第1号被保険者1人1月あたり費用額

第1号被保険者1人1月あたり費用額（熊本県）

第1号被保険者1人1月あたり費用額（全国）

費用額
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３．各種調査結果 

（１）日常生活圏域ニーズ調査結果 

①基本属性 

回答者の年齢構成は、「70～74 歳」が 29.2％と最も高くなっています。また、前期高齢者は

45.8％、後期高齢者が 51.1％と後期高齢者が過半数を占めており、特に各種リスクの高まる

「85 歳以上」が 21.8％となっています。 

地区別でみると、佐敷地区で「85 歳以上」が 26.8％と他の地区と比較して高くなっていま

す。 

また、大野地区では 70～79 歳が 78.2％と地区の回答者の多くが 70 代となっています。 

世帯区分別でみると、独居世帯で後期高齢者が 63.0％と他の世帯区分と比較して高く、特に

「85 歳以上」が 36.0％となっています。 

回答者の平均年齢は、芦北町全体では 77.3 歳となっており、地区別でみるとすべての地区で

75～77 歳となっています。 

世帯区分別でみると独居世帯が、要介護度別でみると要支援１と要支援２が、それぞれ 80 歳

以上となっています。 

 

■回答者の年齢 

 

■回答者の平均年齢 

全体 
地区別 世帯区分 要介護度別 

田浦 佐敷 湯浦 大野 吉尾 独居 夫婦 その他 一般 要支援１ 要支援２ 

77.3 歳 77.4 歳 77.7 歳 77.3 歳 75.5 歳 76.0 歳 80.5歳 75.2 歳 77.6 歳 74.0 歳 84.9歳 84.0歳 
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芦北町全体

(n=990)

田浦

(n=232)

佐敷

(n=395)

湯浦

(n=291)

大野

(n=46)

吉尾

(n=22)
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(n=222)
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(n=392)
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地
区
別

世
帯
区
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別

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上 無回答
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回答者の世帯状況については、町全体では「一人暮らし」が 22.4％、「夫婦２人暮らし（配偶

者 65 歳以上）」が 35.4％、「夫婦２人暮らし（配偶者 64 歳以下）」が 4.2％、「息子・娘との２

世帯」が 17.0％、「その他」が 17.6％となっています。 

年齢別でみると、80 歳以上で「一人暮らし」が 79 歳以下と比較して高くなっています。 

また、85 歳以上では、夫婦世帯の割合が 18.5％（「配偶者 65 歳以上」17.1％＋「配偶者 64

歳以下」1.4％）と 84 歳以下と比較して半分以下となり、「息子・娘との２世帯」が 22.2％と

84 歳以下と比較して７ポイント程度高くなっています。 

地区別でみると、吉尾地区で「一人暮らし」が 45.5％と、他の地区と比較して 20～30 ポイ

ント程度高く、また、独居世帯と夫婦世帯で約 8 割を占めています。 

 

■回答者の世帯状況 

 
 

■独居世帯と夫婦世帯の合計 

全体 
年齢別 地区別 

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上 田浦 佐敷 湯浦 大野 吉尾 

62.2％ 62.2％ 62.3％ 64.8％ 68.6％ 55.5％ 59.0％ 62.9％ 62.9％ 54.3％ 81.8％ 
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38.4%

41.5%

43.4%

41.8%

17.1%

35.3%

32.7%

39.9%

30.4%

31.8%
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3.0%
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17.0%
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15.9%

15.2%

15.1%

22.2%

16.4%

17.7%

17.5%

15.2%

9.1%

17.6%

21.3%

18.7%

17.9%

10.3%

18.5%

17.7%

17.7%

16.8%

23.9%

9.1%

3.4%

1.8%

3.1%

2.1%

6.2%

3.7%

6.9%

1.8%

2.7%

6.5%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

芦北町全体

(n=990)

65～69歳

(n=164)

70～74歳

(n=289)

75～79歳

(n=145)

80～84歳

(n=146)

85歳以上

(n=216)

田浦

(n=232)

佐敷

(n=395)

湯浦

(n=291)

大野

(n=46)

吉尾

(n=22)

年
齢
別

地
区
別

一人暮らし 夫婦２人暮らし(配偶者65歳以上)
夫婦２人暮らし(配偶者64歳以下) 息子・娘との２世帯
その他 無回答
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② 介護の必要性について 

介護の必要性についてみると、『介護が必要』（「何らかの介護・介助は必要だが現在は受けて

いない」と「現在、何らかの介護を受けている」の合計）が 31.0％となっています。 

その内訳は、「何らかの介護・介助は必要だが現在は受けていない」が 10.6％、「現在、何ら

かの介護を受けている」が 20.4％と、何らかの介護・介助が必要な人のうち約３人に 1 人は介

護・介助を受けていない状況がうかがえます。 

年齢別でみると、『介護が必要』が 75～79 歳で 25.5％、80～84 歳で 45.2％、85 歳以上

64.4％と、年齢層が高くなるにつれ割合が増加しています。 

地区別でみると、吉尾地区で『介護が必要』が 50.0％と他の地区と比較して高く、「何らかの

介護・介助は必要だが、現在は受けていない」が 22.7％と他の地区と比較して 10 ポイント以

上高くなっています。 

世帯区分別でみると、『介護が必要』が独居世帯で 49.5％、夫婦世帯で 20.7％、その他世帯

で 32.2％となっています。 

 

■現在の介護の必要性 
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49.3%

27.8%
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65.6%
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45.5%

49.1%
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4.3%

8.0%

18.6%

27.4%

43.1%

17.2%

23.0%

18.2%

26.1%

27.3%

32.4%

12.0%

22.8%

3.7%

1.2%

2.1%

2.1%

5.5%

7.9%
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2.3%

2.1%

4.3%

4.5%

1.4%

1.8%

3.5%
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芦北町全体

(n=990)

65～69歳

(n=164)

70～74歳

(n=289)

75～79歳

(n=145)

80～84歳

(n=146)

85歳以上

(n=216)

田浦

(n=232)

佐敷

(n=395)

湯浦

(n=291)

大野

(n=46)

吉尾

(n=22)

独居

(n=222)

夫婦世帯

(n=392)

その他

(n=342)

年
齢

別
地

区
別

世
帯

区
分

別

介護・介助は必要ない

何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない

現在、何らかの介護を受けている

無回答
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特に介護の必要性が高い 85 歳以上について世帯区分別でみると、独居世帯、その他の世帯で

は「現在、何らかの介護を受けている」が約５割と、介護を必要とする人の多くが介護を受けて

いる状況がうかがえます。 

一方、夫婦世帯では「何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない」が 27.5％、「現

在、何らかの介護を受けている」が 25.0％と、介護が必要なものの受けていない人の割合が、

介護を受けている人の割合を上回っています。 

 

■現在の介護の必要性（85歳以上） 

 

 

主な介助者について世帯区分別でみると、独居世帯では「介護サービスのヘルパー」が 58.3％、

夫婦世帯では「配偶者（夫・妻）」が 70.2％と、それぞれ主な介助者の半数以上を占めていま

す。 

年齢３区分別でみると、84 歳以下では「配偶者（夫・妻）」が、85 歳以上では「娘」が、そ

れぞれ４割台と最も高くなっています。 

 

■主な介助者 

 

※全体での割合が 10％未満であった「兄弟・姉妹」「子の配偶者」「孫」は掲載を省略している。  

27.8%

27.5%

37.5%

25.0%

21.3%

22.5%

27.5%

19.3%

43.1%

48.8%

25.0%

48.9%

7.9%

1.3%

10.0%

6.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

85歳以上全体

(n=216)

独居

(n=80)

夫婦世帯

(n=40)

その他

(n=88)8
5歳

以
上

世
帯
区

分
別

介護・介助は必要ない

何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない

現在、何らかの介護を受けている

無回答

単純集計

全体 独居 夫婦世帯 その他 65-74歳 75-84歳 85歳以上 一般高齢者 要支援１ 要支援２

202 72 47 78 30 67 93 30 106 66
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

52 0 33 18 13 28 8 12 22 18
25.7% 0.0% 70.2% 23.1% 43.3% 41.8% 8.6% 40.0% 20.8% 27.3%

38 15 4 18 3 14 18 6 20 12
18.8% 20.8% 8.5% 23.1% 10.0% 20.9% 19.4% 20.0% 18.9% 18.2%

59 19 6 31 6 12 40 7 32 20
29.2% 26.4% 12.8% 39.7% 20.0% 17.9% 43.0% 23.3% 30.2% 30.3%

69 42 9 17 8 22 33 1 43 25
34.2% 58.3% 19.1% 21.8% 26.7% 32.8% 35.5% 3.3% 40.6% 37.9%

35 15 7 12 9 8 15 6 16 13
17.3% 20.8% 14.9% 15.4% 30.0% 11.9% 16.1% 20.0% 15.1% 19.7%

13 2 5 6 2 6 4 3 9 1
6.4% 2.8% 10.6% 7.7% 6.7% 9.0% 4.3% 10.0% 8.5% 1.5%

世帯区分別 年齢３区分別 介護度別

その他

息子

娘

介護サービスのヘルパー

サンプル数

配偶者(夫・妻)

無回答
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③地域での活動について 

Ａ～G の地域活動に月１回以上参加している人の割合は、芦北町全体では、『Ｃ 趣味関係の

グループ』が 14.6％、『Ｂ スポーツ関係のグループやクラブ』が 10.8％、『Ｅ 高齢者サロン

やたっしゃか会など介護予防のための通いの場』が 8.5％の順となっています。 

Ａ～G の地域活動への参加について地区別でみると、吉尾地区では何らかの活動に参加して

いる人の割合が７項目中５項目で５地区中１位と高く、大野地区では 7 項目中４項目で５位と

低くなっています。 

世帯区分別でみると、独居世帯が 7 項目中６項目で最も低く、地域へあまり参加していない

状況がうかがえますが、『Ｅ 高齢者サロンやたっしゃか会など介護予防のための通いの場』に

ついては、9.5％と他の世帯区分より高くなっています。 

年齢別でみると、『Ｅ 高齢者サロンやたっしゃか会など介護予防のための通いの場』で、85

歳以上が 13.4％と、84 歳以下と比較して参加率が高くなっています。 

また、『Ｈ 収入のある仕事（週に２回以上）』を行っている人は 17.8％となっており、年齢

３区分別でみると 65～74 歳では 33.8％、75 歳以上では 1 割未満となっています。 
 

Ａ ボランティアのグループ（月１回以上参加） 

 
Ｂ スポーツ関係のグループやクラブ（月１回以上参加） 

 
Ｃ 趣味関係のグループ（月１回以上参加） 
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(n=216)

地区別 世帯区分別 年齢三区分別

10.8%

6.9%

11.1%
12.7%

10.9%

22.7%

7.7%

13.0%
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Ｄ 学習・教養サークル（月１回以上参加） 

 

Ｅ 高齢者サロンやたっしゃか会など介護予防のための通いの場（月１回以上参加） 

 

Ｆ 老人クラブ（月１回以上参加） 

 
Ｇ 町内会・自治会（月１回以上参加） 

 

Ｈ 収入のある仕事（週に２回以上） 
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④聞こえについて（芦北町独自設問） 

聞こえについて日常生活で困った経験が「ある」人の割合は、85 歳以上で 45.4％と 84 歳以

下と比較して急激に増加しています。 

また、聞こえについて気になることや相談したいことが「ある」人の割合は、85 歳以上で

35.6％と、84 歳以下と比較して高くなっています。 

 

■聞こえについて日常生活で困った経験が「ある」人の割合 

 

 

■聞こえについて気になることや相談したいことが「ある」人の割合 
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聞こえについて日常生活で困った経験が「ある」人の、現在の聞こえの程度については、「普

通の会話が聞きとりにくかったり、聞き間違えることがよくある」が 56.5%、「普通の会話が

やっと聞き取れる」が 12.5%、「普通の会話が大声であればどうにか聞き取れる」が 20.5%と

なっています。 

年齢別でみると、「普通の会話が大声であればどうにか聞き取れる」が 65～69 歳で 0％、70

～84 歳で１割台、85 歳以上で 35.1％と、85 歳以上で急激に増加しています。 

また、関連して『外出を控えている人が外出を控えている理由』の設問で「耳の障害（聞こえ

の問題など）」が 14.0％となっており、耳の聞こえが外出に影響している状況がうかがえます。 

 

 

■聞こえについて日常生活で困った経験が「ある」人の現在の聞こえの程度 
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10.9%

12.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

芦北町全体

(n=200)

男性

(n=88)

女性

(n=112)

65～69歳

(n=20)

70～74歳

(n=35)

75～79歳

(n=26)

80～84歳

(n=31)

85歳以上

(n=77)

一般高齢者

(n=103)

要支援１

(n=64)

要支援２

(n=33)

性
別

年
齢

別
認
定

区
分
別

普通の会話が聞きとりにくかったり、聞き間違えることがよくある
普通の会話がやっと聞き取れる
普通の会話が大声であればどうにか聞き取れる
無回答
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⑤認知症に関する相談窓口の認知度について 

認知症の症状がある又は家族に認知症の症状がある人がいるかについては、町全体で「はい」

が 13.5％、年齢別でみると 65～69 歳で 19.5％と最も高く、次いで 85 歳以上で 14.8％、世

帯区分別でみるとその他の世帯で 17.8％となっています。 

 

■認知症の症状がある又は家族に認知症の症状がある人の有無 

 

 

認知症に関する相談窓口の認知度は、町全体で「はい」が 30.6％、年齢別でみると、年齢層

が高いほど「はい」の割合が低くなっています。 

 

■認知症に関する相談窓口の認知度 

  

13.5%

19.5%

11.1%

11.7%

12.3%

14.8%

10.8%

11.2%

17.8%

78.3%

76.2%

83.4%

82.1%

69.2%

75.5%

81.5%

80.9%

74.6%

8.2%

4.3%

5.5%

6.2%

18.5%

9.7%

7.7%

7.9%

7.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

芦北町全体

(n=990)

65～69歳

(n=164)

70～74歳

(n=289)

75～79歳

(n=145)

80～84歳

(n=146)

85歳以上

(n=216)

独居

(n=222)

夫婦世帯

(n=392)

その他

(n=342)

年
齢
別

世
帯
区
分
別

はい いいえ 無回答

30.6%

36.0%

36.0%

29.0%

28.1%

23.6%

26.1%

31.9%

33.6%

59.9%

59.8%

57.1%

63.4%

52.1%

64.8%

63.5%

59.7%

57.6%

9.5%

4.3%

6.9%

7.6%

19.9%

11.6%

10.4%

8.4%

8.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

芦北町全体

(n=990)

65～69歳

(n=164)

70～74歳

(n=289)

75～79歳

(n=145)

80～84歳

(n=146)

85歳以上

(n=216)

独居

(n=222)

夫婦世帯

(n=392)

その他

(n=342)

年
齢

別
世

帯
区

分
別

はい いいえ 無回答
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⑥各種リスク判定について 

国の示す「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 実施の手引き」に基づき、各種リスクの判定

を行いました。 

 

(ア）運動器機能の低下リスク 

運動器機能の低下リスクに該当する人の割合は、芦北町全体で 37.4％となっています。 

年齢別でみると、80 歳以上で５割以上となっています。 

地区別でみると、吉尾地区で 63.2％と、他の地区と比較して 20 ポイント以上高くなってい

ます。 

 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査における問２（１）～（５）の５問のうち３問以上、以下に該

当する選択肢に回答した場合、運動器機能リスク高齢者とする。 

問番号 設問 該当する選択肢 

問２（１） 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか ３．できない 

問２（２） 
椅子に座った状態から何もつかまらず立ち上がって

いますか 
３．できない 

問２（３） 15分位続けて歩いていますか ３．できない 

問２（４） 過去１年間に転んだ経験がありますか 
１．何度もある 

２．１度ある 

問２（５） 転倒に対する不安は大きいですか 
１．とても不安である 

２．やや不安である 

※判定に利用するすべての設問に回答したもののみを有効回答としています（以下同）。 

 

(イ）低栄養状態リスク 

低栄養状態リスクに該当する人の割合は、芦北町全体で 2.6％となっており、年齢別、地区別

のいずれの項目でも１割未満となっています。 

  

37.4%

12.3%
16.9%

28.8%

51.9%

76.8%

40.2% 37.1% 34.9% 31.0%

63.2%

0%

40%

80%

芦北町全体

(n=898)

65～69歳

(n=155)

70～74歳

(n=260)

75～79歳

(n=132)

80～84歳

(n=131)

85歳以上

(n=194)

田浦

(n=209)

佐敷

(n=353)

湯浦

(n=272)

大野

(n=42)

吉尾

(n=19)

年齢別 地区別

2.6%

0.0%

1.5% 1.5%

5.5% 5.5%

1.4%

4.2%

1.9%

0.0% 0.0%
0%

5%

10%

芦北町全体

(n=892)

65～69歳

(n=156)

70～74歳

(n=271)

75～79歳

(n=133)

80～84歳

(n=127)

85歳以上

(n=183)

田浦

(n=210)

佐敷

(n=356)

湯浦

(n=268)

大野

(n=39)

吉尾

(n=16)

年齢別 地区別
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介護予防・日常生活圏域ニーズ調査における問３（１）において回答された身長・体重から算出

されたＢＭＩが 18.5未満（低体重に該当）であるとともに、問３（７）において、以下に該当

する選択肢に回答した場合、低栄養リスク高齢者とする。 

問番号 設問 該当する選択肢 

問３（１） 身長・体重 
算出されたＢＭＩが

18.5未満 

問３（７） ６か月間で２～３ｋｇ以上の体重減少がありましたか １．はい 

 

(ウ）口腔機能の低下リスク 

口腔機能の低下リスクに該当する人の割合は、芦北町全体で 32.8％となっています。 

年齢別でみると、年齢層が高いほどリスクが高くなっています。 

地区別でみると、吉尾地区で 55.0％と他地区と比較して 20 ポイント以上高くなっています。 

世帯区分×前期・後期の別でみると、独居世帯の前期高齢者で 34.7％と、他の世帯区分の前

期高齢者と比較して高くなっています。 

 

 

 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査における問３（２）～（４）の３問のうち２問以上、以下に

該当する選択肢に回答した場合、口腔機能リスク高齢者とする。 

問番号 設問 該当する選択肢 

問３（２） 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか １．はい 

問３（３） お茶や汁物でむせることがありますか １．はい 

問３（４） 口の渇きが気になりますか １．はい 
  

32.8%

19.4%
22.7%

33.6%
40.9%

48.5%

27.3%
34.7% 33.9%

27.9%

55.0%

0%

40%

80%

芦北町全体

(n=949)

65～69歳

(n=160)

70～74歳

(n=282)

75～79歳

(n=140)

80～84歳

(n=137)

85歳以上

(n=204)

田浦

(n=220)

佐敷

(n=380)

湯浦

(n=283)

大野

(n=43)

吉尾

(n=20)

年齢別 地区別

32.8% 34.7%

46.0%

22.4%

37.5%

16.7%

45.5%

0%

40%

80%

芦北町全体

(n=949)

独居前期

(n=72)

独居後期

(n=137)

夫婦前期

(n=219)

夫婦後期

(n=160)

その他前期

(n=162)

その他後期

(n=167)

世帯区分×前期・後期の別
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(エ）閉じこもりリスク 

閉じこもりリスクに該当する人の割合は、芦北町全体で 31.5％となっています。 

年齢別でみると、年齢層が高くなるにつれてリスクに該当する人の割合が高くなっています。 

地区別でみると、吉尾地区で 45.0％と他の地区と比較して高くなっています。 

世帯区分×前期・後期の別でみると、前期高齢者間では大きな差が見られないのに対し、後期

高齢者では、独居世帯の 50.7％、その他世帯の 47.6％がリスクに該当し、夫婦世帯と比較して

10 ポイント以上高くなっています。 

 

 

 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査における問２（６）において、以下に該当する選択肢に回答し

た場合、閉じこもりリスク高齢者とする。 

問番号 設問 該当する選択肢 

問２（６） 週に１回以上は外出していますか 
１．ほとんど外出しない 

２．週１回 

 

  

31.5%

13.6%
18.5%

26.2%

45.3%

56.8%

34.7% 32.1%
28.2% 27.3%

45.0%

0%

40%

80%

芦北町全体

(n=953)

65～69歳

(n=162)

70～74歳

(n=276)

75～79歳

(n=141)

80～84歳

(n=139)

85歳以上

(n=206)

田浦

(n=222)

佐敷

(n=380)

湯浦

(n=284)

大野

(n=44)

吉尾

(n=20)

年齢別 地区別

31.5%

15.9%

50.7%

15.7%

36.6%

18.5%

47.6%

0%

40%

80%

芦北町全体

(n=953)

独居前期

(n=69)

独居後期

(n=140)

夫婦前期

(n=216)

夫婦後期

(n=164)

その他前期

(n=162)

その他後期

(n=168)

世帯区分×前期・後期の別
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(オ）認知機能の低下リスク 

認知機能の低下リスクに該当する人の割合は、芦北町全体で 47.8％となっています。 

年齢別でみると、70～74 歳で 35.1％、75 歳以上で５～６割台と、75 歳前後で該当者が急

激に増加しています。 

世帯区分×前期・後期の別でみると、前期高齢者では大きな差は見られないのに対し、後期高

齢者では夫婦世帯で 63.1％と他の世帯区分と比較して高くなっています。 

 

 

 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査における問４（１）において、以下に該当する選択肢に回答

した場合、認知症リスク高齢者とする。 

問番号 設問 該当する選択肢 

問４（１） 物忘れが多いと感じますか １．はい 

 

 

  

47.8%

32.9% 35.1%

57.7% 56.4%
61.9%

42.7%
47.7% 49.5%

56.1%

66.7%

0%

40%

80%

芦北町全体

(n=959)

65～69歳

(n=164)

70～74歳

(n=276)

75～79歳

(n=142)

80～84歳

(n=140)

85歳以上

(n=210)

田浦

(n=227)

佐敷

(n=384)

湯浦

(n=283)

大野

(n=41)

吉尾

(n=21)

年齢別 地区別

47.8%

35.6%

56.4%

34.3%

63.1%

36.8%

57.6%

0%

40%

80%

芦北町全体

(n=959)

独居前期

(n=73)

独居後期

(n=140)

夫婦前期

(n=216)

夫婦後期

(n=160)

その他前期

(n=163)

その他後期

(n=170)

世帯区分×前期・後期の別
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(カ）うつ傾向リスク 

うつ傾向リスクに該当する人の割合は、芦北町全体で 50.8％となっています。 

年齢別でみると、すべての年齢層で４割以上となっており、特に 80～84 歳の層で 61.8％と

最も高くなっています。 

地区別でみると、大野地区で 35.0％と他の層と比較して低くなっています。 

世帯区分×前期・後期の別でみると、夫婦世帯、その他世帯では前期高齢者は４割台となって

いるのに対し、独居世帯では前期高齢者が５割台と高くなっています。 

 

 

 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査における問７（３）～（４）の２問のうち１問以上、以下に

該当する選択肢に回答した場合、うつリスク高齢者とする。 

問番号 設問 該当する選択肢 

問７（３） 
この１か月間、気分が沈んだり、ゆううつな気持ちになっ

たことがありましたか 
１．はい 

問７（４） 
この１か月間、どうしても物事に対して興味がわかない、

あるいは心から楽しめない感じがよくありましたか 
１．はい 

 

  

50.8%
43.3% 43.2%

53.1%

61.8%
56.2%

48.6%
54.0%

50.0%

35.0%

57.9%

0%

40%

80%

芦北町全体

(n=885)

65～69歳

(n=157)

70～74歳

(n=266)

75～79歳

(n=128)

80～84歳

(n=123)

85歳以上

(n=185)

田浦

(n=210)

佐敷

(n=350)

湯浦

(n=264)

大野

(n=40)

吉尾

(n=19)

年齢別 地区別

50.8%
57.8% 59.5%

41.9%

53.6%

40.8%

58.7%

0%

40%

80%

芦北町全体

(n=885)

独居前期

(n=64)

独居後期

(n=131)

夫婦前期

(n=210)

夫婦後期

(n=140)

その他前期

(n=157)

その他後期

(n=155)

世帯区分×前期・後期の別



32 

(キ）転倒リスク 

転倒リスクに該当する人の割合は、芦北町全体で 46.5％となっています。 

地区別でみると、すべての地区で４～５割台となっています。 

世帯区分前期・後期の別でみると、前期高齢者では大きな差は見られないのに対し、後期高齢

者では、独居後期世帯が 64.1％と他の後期高齢者世帯区分より高くなっています。 

 

 

 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査における問２（４）において、以下に該当する選択肢に回答

した場合、転倒リスク高齢者とする。 

問番号 設問 該当する選択肢 

問２（４） 過去 1年間に転んだ経験がありますか 
１．何度もある 

２．１度ある 

 

 

  

46.5%

29.6%
33.8%

45.0%

56.3%

68.8%

41.8%
46.6% 49.3% 51.2% 52.4%

0%

40%

80%

芦北町全体

(n=956)

65～69歳

(n=162)

70～74歳

(n=275)

75～79歳

(n=140)

80～84歳

(n=142)

85歳以上

(n=208)

田浦

(n=225)

佐敷

(n=380)

湯浦

(n=284)

大野

(n=43)

吉尾

(n=21)

年齢別 地区別

46.5%

36.2%

64.1%

33.0%

55.2%

32.5%

58.0%

0%

40%

80%

芦北町全体

(n=956)

独居前期

(n=69)

独居後期

(n=142)

夫婦前期

(n=215)

夫婦後期

(n=165)

その他前期

(n=163)

その他後期

(n=169)

世帯区分×前期・後期の別
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⑦日常生活で必要となる能力の評価 

(ア）ＩＡＤＬ（手段的日常生活動作能力） 

ＩＡＤＬ（※）は、年齢別でみると、80～84 歳で「低い」が 28.3％、85 歳以上で 46.8％

と、80 歳以上で急激に低下しています。 

地区別でみると、佐敷地区と吉尾地区で「低い」がそれぞれ 23.8％と他の３地区より高くな

っています。 

世帯区分別でみると、独居世帯とその他の世帯で「低い」が２割台となっています。 

ＩＡＤＬが「低い」独居世帯では、同居以外の家族や介護サービスのヘルパー等が生活の支

援を行っていると考えられます。 
 

 

問４（４）～（８）の５問において、以下に該当する選択肢に回答した場合をそれぞれ１点とし、

評価を行った。 高い：５点  やや低い：４点  低い：０～３点 

問番号 設問 該当する選択肢 

問４（４） 
バスや電車を使って１人で外出していますか

（自家用車でも可） 

１．できるし、している 

２．できるけど、していない 

問４（５） 自分で日用品の買い物をしていますか 

問４（６） 自分で食事の用意をしていますか 

問４（７） 自分で請求書の支払いをしていますか 

問４（８） 自分で預貯金の出し入れをしていますか 

※ＩＡＤＬ（手段的日常生活動作） 老研式活動能力指標の一つで掃除・料理・洗濯・買い物

などの家事や交通機関の利用などの複雑な日常生活動作に必要な能力の指標となる。  

71.1%

88.3%

87.7%

76.3%

60.9%

38.9%

72.0%

67.4%

75.5%

75.6%

66.7%

65.3%

78.6%

65.4%

9.6%

4.3%

5.1%

14.1%

10.9%

14.2%

12.1%

8.8%

8.0%

12.2%

9.5%

10.6%

9.3%

9.9%

19.3%

7.4%

7.2%

9.6%

28.3%

46.8%

15.9%

23.8%

16.4%

12.2%

23.8%

24.1%

12.2%

24.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

芦北町全体

(n=927)

65～69歳

(n=162)

70～74歳

(n=277)

75～79歳

(n=135)

80～84歳

(n=138)

85歳以上

(n=190)

田浦

(n=214)

佐敷

(n=374)

湯浦

(n=274)

大野

(n=41)

吉尾

(n=21)

独居

(n=199)

夫婦世帯

(n=378)

その他

(n=324)

年
齢
別

地
区
別

世
帯
区
分
別

高い やや低い 低い
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(イ）知的能動性 

知的能動性について年齢別でみると、70～74 歳の層で「低い」が 20.6％と最も低く、75 歳

以上は年齢層が上がるにつれて「低い」の割合が高くなっています。 

内訳をみると『問４（９）年金などの書類が書けますか』、『問４（11）本や雑誌を読んでい

ますか』の２問で、年齢層が高くなるにつれて「はい」の割合が低くなる傾向が見られます。 

地区別でみると、吉尾地区で「低い」が 60.0％と特に高くなっています。 

世帯区分別でみると、独居世帯で「低い」が 50.0％と他の世帯区分より高く、知的能動性が

低い状況がうかがえます。 

 

 

問４（９）～（12）の５問において、以下に該当する選択肢に回答した場合をそれぞれ１点とし、

評価を行った。  高い：４点  やや低い：３点  低い：０～２点 

問番号 設問 該当する選択肢 

問４（９） 
年金などの書類（役所や病院などに出す書類）が書

けますか 

「１．はい」に１点 問４（10） 新聞を読んでいますか 

問４（11） 本や雑誌を読んでいますか 

問４（12） 健康についての記事や番組に関心がありますか 

※知的能動性 老研式活動能力指標の一つで、高齢者の認知的な判断や意思決定に関する能力

の指標となる。  

40.8%

46.6%

51.3%

41.2%

35.8%

26.7%

40.4%

39.5%

44.8%

38.1%

25.0%

29.9%

50.5%

36.3%

26.2%

26.1%

28.2%

31.6%

24.1%

21.4%

25.6%

26.4%

25.6%

33.3%

15.0%

20.1%

25.9%

30.2%

33.0%

27.3%

20.6%

27.2%

40.1%

51.9%

34.1%

34.0%

29.6%

28.6%

60.0%

50.0%

23.6%

33.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

芦北町全体

(n=948)

65～69歳

(n=161)

70～74歳

(n=277)

75～79歳

(n=136)

80～84歳

(n=137)

85歳以上

(n=210)

田浦

(n=223)

佐敷

(n=382)

湯浦

(n=277)

大野

(n=42)

吉尾

(n=20)

独居

(n=204)

夫婦世帯

(n=382)

その他

(n=331)

年
齢

別
地

区
別

世
帯

区
分

別

高い やや低い 低い
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(ウ）社会的役割 

社会的役割について年齢別でみると、79 歳以下では大きな差は見られないのに対し、80 歳

以上で、「低い」が５～６割台と急激に増加しています。 

内訳をみると、85 歳以上では『問４（１３）友人の家を訪ねていますか』」と『問４（１５）

病人を見舞うことができますか』について「はい」が 84 歳以下と比較して 10 ポイント以上

低くなっています。 

地区別でみると、吉尾地区で「低い」が 52.4％と、他の地区と比較して特に高くなっていま

す。内訳をみると、吉尾地区では問４（１３）で「はい」が 27.3％、問４（１５）で 59.1％

と、他地区と比較してそれぞれ 15～30 ポイント程度低く他地区と比較して友人を訪ねること

が少ない状況がうかがえます。 

 

 

問４（13）～（16）の５問において、以下に該当する選択肢に回答した場合をそれぞれ１点とし、

評価を行った。  高い：４点  やや低い：３点  低い：０～２点 

問番号 設問 該当する選択肢 

問４（13） 友人の家を訪ねていますか 

「１．はい」に１点 
問４（14） 家族や友人の相談にのっていますか 

問４（15） 病人を見舞うことができますか 

問４（16） 若い人に自分から話しかけることがありますか 

※社会的役割 老研式活動能力指標の一つで、高齢者が社会の中で果たす役割や活動に関する能力

の指標となる。  

38.2%

47.2%

47.6%

47.5%

32.1%

17.0%

33.6%

41.3%

39.4%

35.0%

19.0%

28.4%

46.8%

34.3%

22.4%

25.8%

27.3%

22.3%

16.8%

18.5%

24.4%

18.8%

22.7%

40.0%

28.6%

19.6%

21.9%

24.5%

39.4%

27.0%

25.1%

30.2%

51.1%

64.5%

41.9%

39.9%

37.9%

25.0%

52.4%

52.0%

31.3%

41.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

芦北町全体

(n=932)

65～69歳

(n=159)

70～74歳

(n=271)

75～79歳

(n=139)

80～84歳

(n=137)

85歳以上

(n=200)

田浦

(n=217)

佐敷

(n=373)

湯浦

(n=277)

大野

(n=40)

吉尾

(n=21)

独居

(n=204)

夫婦世帯

(n=374)

その他

(n=327)

年
齢

別
地

区
別

世
帯

区
分

別

高い やや低い 低い
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(エ）生活機能総合評価 

生活機能総合評価について年齢別でみると、80 歳以上で「低い」の割合が急激に増加して

おり、特に 85 歳以上では「低い」が 58.2％となっています。 

地区別でみると、大野地区で「高い」が 73.0％と他の地区と比較して高く、吉尾地区で「高

い」が 40.0％と他の地区と比較して低くなっています。 

世帯区分別でみると、独居世帯では「高い」が 38.7％と他の世帯区分と比較して低くなって

います。 

平均点については、芦北町全体では 9.74 点となっています。 

 

 

生活機能を総合的に評価するにあたり、「老研指標総合評価」を用いた。「老研指標総合評価」と

は、より高次の生活機能を評価することを目的としており、ＩＡＤＬ・知的能動性・社会的役割

の全 13問（各１点）により、その合計点で評価する。以下の判定基準に基づいて評価を行った。 

  高い：１１～１３点  やや低い：９～１０点  低い：０～８点 

 

■老研指標総合評価平均点（0～13点） 

全体 
年齢別 地区別 

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上 田浦 佐敷 湯浦 大野 吉尾 

9.74 10.9 11.1 10.5 8.9 7.1 9.8 9.5 10.0 10.2 8.8 
  

55.6%

67.3%

72.8%

67.2%

46.9%

21.4%

52.2%

54.5%

58.9%

73.0%

40.0%

38.7%

68.3%

51.0%

17.2%

20.5%

14.8%

14.4%

14.6%

20.3%

20.7%

14.0%

19.4%

5.4%

25.0%

21.5%

14.3%

17.9%

27.2%

12.2%

12.5%

18.4%

38.5%

58.2%

27.1%

31.6%

21.7%

21.6%

35.0%

39.8%

17.4%

31.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

芦北町全体

(n=874)

65～69歳

(n=156)

70～74歳

(n=257)

75～79歳

(n=125)

80～84歳

(n=130)

85歳以上

(n=182)

田浦

(n=203)

佐敷

(n=358)

湯浦

(n=253)

大野

(n=37)

吉尾

(n=20)

独居

(n=186)

夫婦世帯

(n=356)

その他

(n=308)

年
齢

別
地

区
別

世
帯

区
分

別

高い やや低い 低い
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（２）在宅介護実態調査結果 

①基本属性 

(ア）世帯類型 

調査対象者の世帯類型は、「その他」が最も高く、次いで「単身世帯」、「夫婦のみ世帯」とな

っています。 

「その他」の世帯の内容としては「主な介護者」として「子」の割合が最も高いこととあわ

せて、２世代以上の世帯が主要であると見られます。 

 

 

 

(イ）年齢 

「85～89 歳」の割合が最も高く 28.1%となっています。次いで、「80～84 歳」、「90～94

歳」となっています。 

 

 

 

②家族による介護の状況 

(ア）家族による介護の頻度 

家族による介護の頻度は、「ほぼ毎日」の割合が最も高く 55.9%となっています。次いで、

「週 1～2 日」、「週 1 日以下」となっています。 

 

 

  

34.4% 19.4% 45.2% 1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(n=93)

単身世帯 夫婦のみ世帯 その他 無回答

1.1%

1.1%

7.9%

5.6%

27.0%

28.1%

22.5%

6.7%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

65歳未満

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90～94歳

95～99歳

100歳以上

合計(n=89)

5.4% 10.8% 21.5% 4.3% 55.9% 2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(n=93)

ない 週1日以下 週1～2日 週3～4日 ほぼ毎日 無回答
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(イ）介護する家族のプロフィール 

主な介護者の本人との関係については「子」の割合が最も高く 45.3%となっています。次

いで、「配偶者」、「子の配偶者」となっています。 

 

■主な介護者の本人との関係 

 

 

主な介護者の年齢については、「60 代」の割合が最も高く 36.0%となっています。次いで、

「50 代」、「70 代」、「80 歳以上」が同順となっています。 

70 代以上が 39.6％となっており老老介護の割合が高い状況がうかがえます。 

 

■主な介護者の年齢 

  

24.4%

45.3%

14.0%

0.0%

5.8%

9.3%

1.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

配偶者

子

子の配偶者

孫

兄弟・姉妹

その他

無回答

合計(n=86)

0.0%

0.0%

0.0%

3.5%

19.8%

36.0%

19.8%

19.8%

0.0%

1.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳未満

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80歳以上

わからない

無回答

合計(n=86)
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(ウ）主な介護者が行っている介護と不安に感じる介護 

主な介護者が行っている介護については、「その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）」の割合

が最も高く 93.0%となっています。次いで、「外出の付き添い、送迎等」、「食事の準備（調理

等）」となっています。 

また、主な介護者が不安に感じる介護については、「外出の付き添い、送迎等」、「認知症状へ

の対応」の割合が高く、それぞれ 25.7%となっています。次いで、「夜間の排泄」、「食事の準

備（調理等）」となっています。 

 

■主な介護者が行っている介護 

 

 

■主な介護者が不安に感じる介護 

  

18.6%

16.3%

7.0%

26.7%

24.4%

37.2%

18.6%

73.3%

47.7%

25.6%

9.3%

72.1%

93.0%

61.6%

2.3%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

わからない

無回答

合計(n=86)

8.6%

22.9%

0.0%

17.1%

2.9%

0.0%

11.4%

25.7%

5.7%

25.7%

0.0%

20.0%

14.3%

17.1%

2.9%

2.9%

8.6%

17.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

合計(n=35)
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(エ）保険外の支援・サービス 

保険外の支援・サービスの利用状況を世帯類型別にみると、全ての世帯類型で「利用してい

ない」の割合が最も高くなっています。利用している内容としては、「単身世帯」では「配食」

が 25.0%、「掃除・洗濯」、「外出同行（通院、買い物など）」、「移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼ

ｰ等）」が 18.8%、「夫婦のみ世帯」では「移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等）」が 27.8%、「配

食」が 11.1%、「その他」では「移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等）」が 10.0%、「掃除・洗濯」、

「その他」が 5.0%となっています。 

「単身世帯」では、日常的な家事を含めた在宅生活全般についてもサービスを利用し、「夫婦

のみ世帯」では、「移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等）」と「配食」のニーズがあり、複数人の

家族の支援を受けられやすい「その他」では全体的に利用ニーズが低いと考えられます。 

 

■保険外の支援・サービスの利用状況 

 

  

25.0%

6.3%

18.8%

15.6%

15.6%

18.8%

18.8%

15.6%

3.1%

3.1%

40.6%

11.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

27.8%

0.0%

0.0%

0.0%

66.7%

2.5%

0.0%

5.0%

0.0%

0.0%

2.5%

10.0%

2.5%

2.5%

5.0%

75.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護・福祉    等）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

利用していない

単身世帯(n=32)

夫婦のみ世帯(n=18)

その他(n=40)
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必要な支援・サービスを世帯類型別にみると、「単身世帯」では「配食」、「買い物（宅配は含ま

ない）」が 31.3%ともっとも割合が高く、次いで「掃除・洗濯」、「ゴミ出し」が 28.1%、「調理」、

「特になし」が 25.0%となっています。「夫婦のみ世帯」では「移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ

等）」、「特になし」が 41.2%ともっとも割合が高く、次いで「配食」が 29.4%、「外出同行（通

院、買い物など）」が 23.5%となっています。「その他」では「特になし」が 65.8%ともっとも

割合が高く、次いで「その他」が 15.8%、「移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等）」が 10.5%とな

っています。 

単身世帯では、家族による介護等が得られないため、在宅生活の維持のために食事の用意、掃

除洗濯・ゴミ出しといった一般的な家事についても支援を必要としている状況がうかがえます。 

また、夫婦のみ世帯では、一般的な家事の多くは必要としていないものの、移送サービス、外

出同行といった移動に関する支援や配食サービスのニーズが見られます。 

移送・外出に関する支援は介護者が不安に感じる介護として「外出の付き添い、送迎等」が最

も高くなっていることや保険外の支援・サービスの利用として「移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ

等）」が最も高いこととあわせて、介護者にとって負担が大きく、支援ニーズも高いと考えられ

ます。 

 

■在宅生活の継続のために充実が必要な支援・サービス 

  

31.3%

25.0%

28.1%

31.3%

28.1%

21.9%

21.9%

18.8%

3.1%

15.6%

25.0%

29.4%

5.9%

5.9%

11.8%

5.9%

23.5%

41.2%

5.9%

11.8%

0.0%

41.2%

0.0%

2.6%

2.6%

0.0%

0.0%

5.3%

10.5%

5.3%

0.0%

15.8%

65.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護・福祉    等）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

特になし

単身世帯(n=32)

夫婦のみ世帯(n=17)

その他(n=38)
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(オ）介護保険サービスの状況 

介護保険サービスについては、「利用している」の割合が最も高く 79.6%となっています。

次いで、「利用していない」となっています。 

介護保険サービスを利用していない人のその理由については、「本人にサービス利用の希望

がない」の割合が最も高く 33.3%となっています。次いで、「現状では、サービスを利用する

ほどの状態ではない」、「その他」となっています。 

 

■介護保険サービスの利用の有無 

 

 

■介護保険サービスの未利用の理由 

  

79.6% 19.4% 1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(n=93)

利用している 利用していない 無回答

22.2%

33.3%

11.1%

0.0%

0.0%

0.0%

5.6%

0.0%

16.7%

16.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現状では、サービスを利用するほどの状態ではない

本人にサービス利用の希望がない

家族が介護をするため必要ない

以前、利用していたサービスに不満があった

利用料を支払うのが難しい

利用したいサービスが利用できない、身近にない

住宅改修、福祉用具貸与・購入のみを利用するため

サービスを受けたいが手続きや利用方法が分からない

その他

無回答

合計(n=18)
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③主な介護者の就労について 

(ア）主な介護者の就労状況 

主な介護者の就労状況については、「働いていない」の割合が最も高く 48.8%となっていま

す。次いで、「フルタイム勤務」、「パートタイム勤務」となっています。 

 

 

 

 

(イ）主な介護者の働き方の調整 

主な介護者が働いている世帯の主な介護者の働き方の調整の状況については、「特に行って

いない」の割合が最も高く 51.4%となっています。次いで、「介護のために、「労働時間を調整

（残業免除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しながら、働いている」、「介護のために、

「休暇（年休や介護休暇等）」を取りながら、働いている」となっています。 

 

■主な介護者の働き方の調整状況 

 

  

32.6% 8.1% 48.8% 4.7% 5.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(n=86)

フルタイム勤務 パートタイム勤務 働いていない わからない 無回答

51.4%

25.7%

17.1%

0.0%

14.3%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

特に行っていない

介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短時間勤務、

遅出・早帰・中抜け等）」しながら、働いている

介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」を取りながら、

働いている

介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、働いている

介護のために、2～4以外の調整をしながら、働いている

わからない

無回答

合計(n=35)
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働きながら介護を続けるための効果的な勤め先からの支援については、「フルタイム勤務」

では「自営業・フリーランス等のため、勤め先はない」、「特にない」が 24.0%、「パートタイ

ム勤務」では「制度を利用しやすい職場づくり」が 42.9%とそれぞれ最も高くなっています。 

「フルタイム勤務」と「パートタイム勤務」を比較すると、全体として「パートタイム勤務」

の人が様々な支援のニーズが高くなっています。 
 

■効果的な勤め先からの支援 

 

 

主な介護者の就労継続の可否に係る意識については、「フルタイム勤務」では「問題なく、続

けていける」が 18.5％、「問題はあるが、何とか続けていける」が 63.0％、「わからない」が

18.5％、「パートタイム勤務」では「問題なく、続けていける」が 42.9％、「問題はあるが、

何とか続けていける」が 57.1％となっています。 
 

■主な介護者の就労継続の可否に係る意識 

  

24.0%

12.0%

20.0%

8.0%

0.0%

0.0%

4.0%

4.0%

4.0%

24.0%

20.0%

0.0%

28.6%

42.9%

28.6%

0.0%

14.3%

14.3%

14.3%

28.6%

28.6%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自営業・フリーランス等のため、勤め先はない

介護休業・介護休暇等の制度の充実

制度を利用しやすい職場づくり

労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など）

働く場所の多様化（在宅勤務・テレワークなど）

仕事と介護の両立に関する情報の提供

介護に関する相談窓口・相談担当者の設置

介護をしている従業員への経済的な支援

その他

特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

フルタイム勤務(n=25)

パートタイム勤務(n=7)

18.5%

42.9%

63.0%

57.1%

18.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

フルタイム勤務(n=27)

パートタイム勤務(n=7)

問題なく、続けていける 問題はあるが、何とか続けていける
続けていくのは、やや難しい 続けていくのは、かなり難しい
わからない
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第３章 計画の基本的な考え方 

１．将来像と基本理念 

 

生涯健やかで みんなで支え合う 

心豊かな暮らしづくり “長寿で輝く”あしきた 
 

国は、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活を送るための支援が包括的に確

保される「地域包括ケアシステム」の確立を目指し、第６期以降の介護保険事業計画を「地域

包括ケア計画」と位置づけ、その構築に向けた制度の充実や法改正等に取り組んできました。 

第９期介護保険事業計画の基本指針においては、「地域の実情に応じて地域包括ケアシステ

ムの深化・推進等の具体的な施策や目標を優先順位を検討した上で、計画に定めることが重

要」であるとしています。 

芦北町は、これまで地域包括ケアシステムの考え方を計画の根幹に位置づけて計画の策定・

推進を図ってきました。 

この度、いわゆる団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年を迎えるとともに、令和 2 年７

月豪雨災害や新型コロナウイルス感染症の流行が高齢者の心身や地域のネットワークに大き

な影響を与えたことから、高齢者が安心して暮らし地域に参加できる地域環境の再構築と、

更なる強化が必要となります。 

以上のことから、芦北町の目指す将来像を「生涯健やかで みんなで支えあう 心豊かな

暮らしづくり "長寿で輝く"あしきた」と定め、地域包括ケアシステムの更なる深化・推進に

取り組み、それにより高齢者が健康に、安心して、生きがいを持って、生活できるまちづくり

を目指します。 

 

また、この目指す姿の達成と、芦北町の中長期的な介護保険制度の維持及び高齢者福祉の

充実を図るために、計画に横断的な考え方として次の４点を基本理念として掲げます。 

 

基本理念① 高齢者の尊厳の保持 

 

基本理念② 高齢者の自立支援と社会参加・参画の推進 

 

基本理念③ 利用者本位の視点の重視 

 

基本理念④ 住み慣れた地域での安全・安心な生活 
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２．基本目標 

本計画における基本理念のもと、次の６つの基本目標を定め、この目標に基づき各施策・事

業の円滑な実施を通じて、将来像の実現を目指します。 

 

基本目標１ 健康づくりと介護予防の推進 

高齢者が住み慣れた地域で、いつまでもいきいきと暮らし続けるためには、高齢期の

特性を踏まえた健康づくりや若い頃からの健康寿命の延伸に向けた取組が必要となり

ます。 

健康づくりや介護予防に関する周知・啓発により健康維持の意識喚起を行うととも

に、高齢者の健康づくり活動の機会創出や年代に応じた健康づくりなど、健康づくりや

介護予防に関する取組を総合的に推進し、健康寿命の延伸を目指します。 

 

基本目標２ 社会参加・生きがいづくりの推進 

高齢者による社会参加・地域参加の促進や就労機会の創出は、活動自体の充実感や交

流の喜びなど生きがいになるとともに、高齢者の心身の健康の維持や経済的な独立の助

けともなります。 

また、高齢者の社会参加・地域参加は、誰もが生きがいや役割をもち、助け合いなが

ら暮らしていく「地域共生社会」の実現のためにも重要な事項となります。 

高齢者が、本人の希望や能力を活かして社会に参加し、それによって生きがいを持っ

て暮らすことができるよう、高齢者の就労機会の拡大や地域活動・社会参加の促進に取

り組みます。 

 

基本目標３ 包括的支援事業の推進 

高齢者が安心して生活を続けられる地域づくりのために、在宅において適切に医療・

介護が受けられるよう包括的な支援体制の基盤整備と、多職種が連携して高齢者を支え

るネットワークの構築を推進します。また、その中心的役割を果たす地域包括支援セン

ターの機能強化を図ります。 
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基本目標４ 認知症施策・権利擁護の推進 

認知症の人が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるように、認知症

の早期発見・早期支援の取組に努めます。また、認知症に関する周知・啓発や認知症サ

ポーターの養成など、地域に対する取組を行い、認知症の人とその家族が安心して生活

できる地域環境づくりを推進します。 

あわせて、法的な権利の擁護や虐待防止を推進し、高齢者の尊厳を守り幸福に暮らせ

る環境を構築します。 

 

基本目標５ 地域の支え合いと安全・安心なまちづくり 

生活支援サービス等の地域資源の開発や、バリアフリーの推進、高齢者に適した住ま

いの確保、高齢者を犯罪から守る取組など、地域で生活する高齢者が安心して自立した

生活を営めるよう、生活環境の整備・充実に努めます。 

また、令和２年 7 月豪雨や新型コロナウイルス感染症流行の経験を活かし、地域の防

災や感染症対策の充実を推進します。 

 

基本目標６ 介護人材の確保と介護サービスの充実 

高齢者が要介護状態等となっても、自分の意志で自分らしい生活を営むことが出来る

よう、地域における継続的な支援の整備を図ります。 

また、中長期的に安定した介護サービスの提供のために、介護給付の適正化や介護人

材の確保、事業所の支援など、介護サービス提供基盤の整備に努めます。 
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３．ＳＤＧｓの考え方を取り入れた計画の推進 

ＳＤＧｓ（エス・ディー・ジーズ）は、「Sustainable Development Goals（持続可能な開

発目標）」の略称であり、その理念を「誰一人取り残さない」社会の実現を目指すこととし、平

成 27 年（2015 年）の国連サミットにおいて採択されました。貧困や飢餓、さらには気候変

動や平和など広範な分野にわたって令和 12 年（2030 年）を目標年限に 17 の目標が設定さ

れ、開発途上国のみならず先進国も含め、全ての国や関係者の役割を重視し、経済・社会及び

環境の３領域を不可分なものとして調和させる統合的取組について合意されています。 

高齢者福祉分野においては、ＳＤＧｓの「誰一人取り残さない」という社会像が、地域包括

ケアシステムや地域共生社会の考えと一致することから、本計画においてもＳＤＧｓの考えを

取り入れて計画を推進することとします。 

 

 

【ＳＤＧｓの１７の目標のアイコン】
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４．計画の体系 

 

将来像  基 本 目 標 

    

生
涯
健
や
か
で 

み
ん
な
で
支
え
合
う 

心
豊
か
な
暮
ら
し
づ
く
り 

 

”
長
寿
で
輝
く
”
あ
し
き
た 

 基本目標１ 健康づくりと介護予防の推進 

 １．健康づくりと生活習慣病予防の推進 

２．自立支援、介護予防・重度化防止への取組の推進 

３．介護予防・日常生活支援総合事業の充実・強化 

  

基本目標２ 社会参加・生きがいづくりの推進 

 １．社会参加の促進と活動機会の充実 

２．高齢者の就労促進 

  

基本目標３ 包括的支援事業の推進 

 １．地域包括支援センターの機能強化 

２．生活支援体制整備事業の推進 

３．在宅医療・介護連携の推進 

  

基本目標４ 認知症施策・権利擁護の推進 

 １．認知症施策の推進 

２．高齢者の権利擁護 

３．高齢者への虐待防止 

  

基本目標５ 地域の支え合いと安全・安心なまちづくり 

 １．高齢者の在宅生活支援 

２．居住環境の充実 

３．安全性に配慮した生活環境の整備 

  

基本目標６ 介護人材の確保と介護サービスの充実 

 １．介護・福祉人材の確保及び資質の向上 

２．介護サービスの充実 

３．地域密着型サービス事業所などの適切な指定、指導監査 

４．介護保険給付の適正化計画 

５．低所得者の負担軽減 

  

各
施
策
に
横
断
的
な
基
本
理
念 

●
高
齢
者
の
尊
厳
の
保
持 

●
高
齢
者
の
自
立
支
援
と
社
会
参
加
・
参
画
の
推
進 

●
利
用
者
本
位
の
視
点
の
重
視 

●
住
み
慣
れ
た
地
域
で
の
安
全
・
安
心
な
生
活 
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第４章 施策の展開 
 

□■芦北町の高齢者福祉全般に関する現状と課題■□ 

●今後、後期高齢者が増加すると推計されていることから、フレイル状態や要支援・要介護

認定が必要な状態にならないよう、健康づくり、介護予防、重度化防止といった取組や、

地域生活維持のための生活支援、地域や関係機関と連携した見守り等が一層重要となりま

す。 

●第８期計画期間は、令和２年７月豪雨や新型コロナウイルス感染症により、地域活動の低

調化、介護サービス等の利用の計画値との乖離等の影響が見られます。第９期計画期間は、

平常時に戻りつつあることを踏まえた適切な支援や地域環境の整備、サービス見込量の推

計が重要となります。 

●高齢者世帯による介護、社会的孤立、生活困窮など複雑化・複合化しているため、適切な

資源開発が重要となります。 

●令和２年国勢調査の時点で、高齢者を含む世帯が一般世帯全体の 71.1％（県内 4 位）、単

身世帯が 18.3％（県内 10 位）、夫婦世帯が 17.5％と、高齢者世帯、高齢者単身世帯・夫

婦世帯が全体に占める割合が高く、日常生活における支援や見守り等が重要となります。 

●特に吉尾地区では、独居世帯が 45.5％と他地区より 20 ポイント以上高くなっています。

また、生活機能総合評価が他地区より低くなっています。 

 

 

基本目標１ 健康づくりと介護予防の推進 

□■現状と課題■□ 

●認定率は減少傾向にありますが、県内７位と他自治体と比較すると上位にあります。 

●第８期の取組からの課題として、週１回以上介護予防に取り組んでいる「通いの場」が少

ないため、各地区で高齢者が自発的な介護予防の取組ができるような支援が必要となりま

す。 

●高齢者サロンやたっしゃか会など介護予防のための通いの場の参加率は、65-74 歳で

2.9％、75 歳以上で約 13％と、75 歳以上で参加率が高くなっています。 

●低栄養状態リスクに該当する人が、80 歳以上で５％台と、79 歳以下と比較して高くなっ

ています。 

●認知症に関する相談窓口の認知度は、町全体で 30.6％となっており、年齢別でみると年

齢層が高いほど認知度が低くなっています。町全体に対する相談窓口の周知とともに、特

に後期高齢者やその家族に向けた周知を行う必要があります。 
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１．健康づくりと生活習慣病予防の推進 

（１）芦北町健康づくり推進計画に基づく健康づくりの推進 

芦北町健康づくり推進計画（健康増進計画・食育推進計画・母子保健計画）に基づき、高齢

者のみならず様々な年代の健康づくりや生活習慣病予防を推進し、生涯現役と健康寿命の延

伸を目指します。 

 

今
後
の
取
組 

○生活習慣病の発症予防、重症化予防の徹底として、ハイリスクアプローチとポピュレー

ションアプローチを組み合わせて、保健指導実施率の向上を目指します。 

○高齢者の健康づくりを考えていくうえで、関係課・機関との連携は必須であり、相互に

情報共有を図りながら、柔軟に対応していきます。 

○糖尿病、循環器疾患については、特定健診受診を促し、受診後の保健指導（個別、集団）

を徹底していきます。 

○保健指導において、個別・集団指導の内容を検討しながら、保健指導実施率の向上に努

めていきます。 

○がんについては、検診受診を促し、国が示す受診率 50％を目指していきます。 

○食生活改善推進員の認知度の向上を図るとともに、人材育成に努めます。 

 

（２）特定健康診査・後期高齢者健康診査と特定保健指導の実施 

町では各種健診を受診しやすい環境整備を行っています。 

町民の健康の維持と生活習慣病の予防に向けて、各種健診による町民の健康状態の可視化・

把握と、適切な食事、適度な運動、禁煙など健康に有益な行動変容を促す特定保健指導及び知

識の普及啓発等きめ細やかな支援の充実を図ります。 

 

今
後
の
取
組 

○町民が受診しやすい健診体制について、引き続き検討しながら、受診率の向上と健診後

の適切な指導体制づくりに努めます。 

○生活習慣病の発症予防、重症化予防の徹底として、ハイリスクアプローチとポピュレー

ションアプローチを組み合わせて、特定保健指導実施率の向上を目指します。 
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（３）高齢者の健康づくりの支援 

健康づくりに対する意識高揚を図り、地域住民と関係機関、行政が一体となった地域づく

りとして健康づくり活動の支援を推進します。 

支援が必要な高齢者が今後増加することが予想されることから、健康づくりと介護予防事

業等の切れ目ない一体的な実施に努めます。特に高齢期においては心身が衰えた状態である

「フレイル」への対策が求められており、心と身体の両面から総合的な予防対策を行ってい

く必要があります。 

 

今
後
の
取
組 

○広報紙で健康づくりに関する情報の周知を図ります。 

○65 歳到達者に対し、健康教室を実施していきます。 

○あしきた健康づくり推進員や食生活改善推進員等と連携して、各地区の健康づくり活動

を支援します。 

○住民や団体への周知を行い、ニーズにあった健康教室などを実施していきます。 

 

 

（４）高齢者の健康づくりと介護予防の一体的な取組の推進 

保健事業においては、疾病予防・重症化予防だけではなく介護・フレイル（虚弱）予防にも

重点的に取り組むことにより、令和 22 年（2040 年）までに健康寿命を３年以上延伸し、平

均寿命との差の縮小を目指すこととし、熊本県後期高齢者医療広域連合ならびに医療関係機

関などと連携をとりながら推進していくことが求められています。 

 

今
後
の
取
組 

○ＫＤＢシステムを活用し、医療・健診・介護データの分析を行い、地域の健康課題を明

確にした上で効果的・効率的な切れ目のない事業実施や支援体制の整備をしていきます。 

○健康課題を抱える高齢者、健康状態が不明な高齢者を特定し、必要に応じて専門職によ

るアウトリーチ支援を行いながら、必要な医療・介護サービスにつなげていきます。 

○医療専門職による低栄養やフレイル予防、生活習慣病重症化予防などの予防対策を、個

別の支援や通いの場において推進します。 

○栄養、運動、社会参加の観点から取り組みを検討するとともに、保健事業と介護予防の

地域支援事業などとの連携に努めます。 

○地域包括支援センターへつなぐ前段階（地域リハビリテーション等）の体制整備を図り

ます。 

○75 歳フレイル健診において、要リスク者と判定された人のその後のフォローに努めます。 
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２．自立支援、介護予防・重度化防止への取組の推進 

（１）自立支援に向けた取組 

介護予防は、介護保険法第４条に示されているとおり、心身の状態が悪化し、要介護状態に

ならないよう、自らの健康に対して適切な知識や情報を得て、主体的に行動し、健康・介護予

防に対して自らが責任を持って管理・努力すること（セルフマネジメント）が前提となりま

す。 

特に、週に１回以上介護予防に取り組んでいる「通いの場」が少ないことや、新型コロナウ

イルス感染症の影響により高齢者の活動の場が減少していることから、「通いの場」をはじめ

とする地域活動の促進に努めます。 

 

今
後
の
取
組 

○生活支援コーディネーターや協議体等が中心となり、高齢者の社会参加等を進め、地域

住民が共に支え合う地域づくりを推進します。 

○地域サロンやいきいき 100 歳体操など、地域の通いの場を通じ、参加者が互いに意識を

高め、自らの健康に対して適切な知識や情報を得ながら、主体的に健康・介護予防活動

ができるよう、住民主体の通いの場の拡充を含め支援に努めます。 

○閉じこもりを防止し、仲間づくりや健康づくりに取り組むために、運動・栄養・認知症

予防などに関する健康教育などをはじめ、自助活動を活性化・定着化できる支援を行っ

ていきます。 

○通いの場について、令和８年度までに５か所以上新規立ち上げを促進するとともに、各

通いの場について活動継続のための支援に取り組みます。 

○運動機能評価事業を活用し、年２回以上の評価を行います。 

 

（２）重症化予防とチームケア体制の構築 

後期高齢者の増加に伴い、認知症の人や医療依存度の高い人などの増加が予想されます。 

中重度になっても、できる限り住み慣れた場所で生活が続けられるためには、本人の意思

を尊重しながら、より質の高いチームケアの提供が重要となります。 

 

今
後
の
取
組 

○自立支援に向けたケアマネジメント機能が重要であることから、チームケアを構築する

介護支援専門員の資質向上を図るため、地域ケア会議への多職種参加を進め、より充実

させていきます。 

○本人の選択にもとづき、住み慣れた地域で自分らしい暮らしが確保できるよう、質の高

いチームケアを展開していく体制づくりに努めます。 

○介護サービス事業者に対して、「地域リハビリテーション活動支援事業」の活用を促すほ

か、実地指導、ケアマネジャー研修、ケアプラン点検を活用した指導助言に努めます。 
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（３）ＰＤＣＡサイクルによる保険者機能強化の推進 

国において、高齢者の自立支援・重度化防止などに向けた保険者の取り組みや都道府県に

よる保険者支援の取り組みが全国で実施されるよう、ＰＤＣＡサイクルによる取り組みが制

度化されました。 

この一環で、財政的インセンティブとして市町村や都道府県のさまざまな取り組みの達成

状況を評価できるように客観的な指標を設定し、市町村や都道府県の高齢者の自立支援、重

度化防止などに関する取組を推進するための新たな交付金が創設されました。 

2025 年以降は、現役世代（担い手）の減少が顕著となり、地域の高齢者介護を支える人的

基盤の確保が大きな課題となります。 

こうした中で、介護サービス基盤の整備に加えて、予防・健康づくりの取り組み等を通じ

て、介護サービス基盤としての地域のつながり強化につなげていくことが求められます。各

取組の着実な推進のためにＰＤＣＡサイクルによる保険者機能強化を推進します。 

 

今
後
の
取
組 

○基本目標に基づき客観的な指標を設定し、適切な評価・見直しにより、高齢者の自立支

援、重度化防止などに関する取組を推進します。 

 

３．介護予防・日常生活支援総合事業の充実・強化 

（１）介護予防・生活支援サービス事業の推進 

要支援者などの軽度の高齢者には、生活機能の低下に対応した多様な支援が求められるた

め、元気な高齢者を含めた地域住民の活力による多様な介護予防・生活支援サービスの検討

を行います。 

 

■介護予防・日常生活支援総合事業のメニュー（赤枠  は芦北町で実施しているサービス） 
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①訪問型サービス 

訪問型サービスでは、訪問介護員による身体介護や生活援助を受けることができます。対

象者は、要支援認定を受けた人、または基本チェックリスト該当者です。 

訪問型サービスは、総合事業が実施される前の訪問介護に相当するものと、それ以外の多

様なサービスから成り立ちます。多様なサービスについては、訪問型サービスＡ（緩和した基

準によるサービス）、訪問型サービスＢ（住民主体による支援）、訪問型サービスＣ（短期集中

予防サービス）、訪問型サービスＤ（移動支援）の４つに分類されています。 

 

今
後
の
取
組 

○介護保険事業所の専門職による従来の訪問介護相当サービスに加え、緩和した基準によ

る訪問サービスを、介護保険事業所及び社会福祉協議会、シルバー人材センター等によ

り提供していきます。また、地域住民やＮＰＯ等のボランティアによる訪問型サービス

を広げていきます。 

○地域のニーズや活動できる住民の情報を集約し、協議体や生活支援コーディネーターと

の連携を図りながら、住民が主体となって活動する、訪問型サービスＢの実施を目指し

ます。 

 

②通所型サービス 

通所型サービスでは、機能訓練や通いの場への参加など日常生活上の支援が受けられます。 

対象者は、要支援認定を受けた人、または基本チェックリスト該当者です。 

通所型サービスは、総合事業が実施される前の通所介護に相当するものと、それ以外の多

様なサービスから成り立ちます。多様なサービスは、通所型サービスＡ（緩和した基準による

サービス）、通所型サービスＢ（住民主体による支援）、通所型サービスＣ（短期集中予防サー

ビス）の３つに分類されます。 

 

今
後
の
取
組 

○介護保険事業所の専門職による従来の通所介護相当サービスに加え、緩和した基準 

による通所サービスを実施します。 

○地域のニーズや活動できる住民の情報を集約し、協議体や生活支援コーディネーターと

の連携を図りながら、住民が主体となって活動する、通所型サービスＢの実施を目指し

ます。 
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③その他の生活支援サービス（第１号生活支援事業） 

その他の生活支援サービスは、地域における自立した日常生活の支援のため、訪問・通所型

サービスと一体的に行われることで効果があると認められる場合に、配食サービスや、住民

ボランティアなどによる訪問見守り、訪問型・通所型サービスの一体的提供などを行うもの

です。 

 

今
後
の
取
組 

○当該サービス実施につながる社会資源やボランティアなどに関する情報を収集し、効果

的なサービスの提供を検討していきます。 

 

④介護予防ケアマネジメント 

介護予防ケアマネジメントとは、要支援者及び事業対象者と判断できる者に対して提供さ

れるケアマネジメントサービスです。自立支援を目的として、心身の状況、その置かれている

環境、その他の状況に応じて、対象者自らの選択内容などに基づき、介護予防に向けたケアが

検討されます。 

 

今
後
の
取
組 

○要支援認定を受けた人または事業対象の基準に該当した人に対して、介護予防サービス、

介護予防・生活支援サービス事業や様々な社会資源を活用し、適切にケアマネジメント

を実施します。 

○多職種による多様な視点によるケアマネジメントの検討を行うことで、支援者の課題解

決力及び資質の向上に努めます。 

 

 

（２）一般介護予防事業の充実 

①介護予防把握事業 

地域のネットワークを通して情報を把握するとともに、関係各課からの情報、医療機関か

らの情報提供、高齢者実態把握調査などで閉じこもりなどの何らかの支援を要する者を把握

し、住民主体の介護予防活動へつなげる事業です。 

 

今
後
の
取
組 

○社会福祉協議会の見守りなどの活動や、各自治会、関係団体、関係機関とのネットワー

クを活用し、地域包括支援センターの専門職による個別訪問にて支援を必要とする高齢

者の把握に努めます。 

○地域包括支援センターと連携するとともに、介護サービス事業所や老人クラブ、民生委

員・児童委員などからの情報を活用し、介護予防に資する事業につなげます。 
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②介護予防普及啓発事業 

介護予防に資するため、パンフレットなどを活用した基本的な知識の普及啓発や介護予防

に関する講座を開催する事業です。 

 

今
後
の
取
組 

○生活習慣病予防や介護予防、健康に関する正しい知識や、転倒予防、認知症などについ

ての知識に関する普及事業を実施し、介護予防の重要性についての意識啓発に努めます。 

○口腔ケア・栄養指導等の出前講座の開催を検討していきます。 

○65 歳など、年齢の節目を迎えられる人に対し、健康づくり教室や、パンフレット配布な

どを通じて介護予防に関する周知・啓発を行います。 

 

③地域介護予防活動支援事業 

地域介護予防活動支援事業とは、地域における要支援・要介護状態になる前からの介護予

防活動を推進する事業です。 

 

今
後
の
取
組 

○「広報あしきた」や「広報きずな」等での介護予防の普及・啓発に努め、地域の自主グ

ループの育成、活動支援を行います。また住民が運営する体操の場「いきいき 100 歳体

操」の広がりを積極的に推進します。 

○健康づくり教室の実施について、より効果的な関わりを図るため、65 歳以下にあたる早

期の支援も検討します。 

○ＵＤe スポーツを活用した介護予防を推進します。 

 

④一般介護予防事業評価事業 

一般介護予防事業を含め、地域づくりの観点から総合事業全体を評価し、その評価結果に

基づき、事業全体の改善を目的とする事業です。 

 

今
後
の
取
組 

○介護予防教室などの開催回数、通いの場箇所数、通いの場参加率（通いの場参加者実人

員／高齢者人口）などを把握し、事業の実施状況の評価を行い、事業内容や利用促進の

検討などを行っていきます。 
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⑤地域リハビリテーション活動支援事業 

地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス

担当者会議、住民運営の通いの場などへのリハビリテーション専門職などの関与を促進する

事業です。 

 

今
後
の
取
組 

○地域リハビリテーションとの連携に努めるとともに、地域における介護予防の取組を強

化するために地域ケア会議、サービス担当者会議、いきいき 100 歳体操をはじめとする

住民運営の通いの場へのリハビリテーション専門職の関与等を促進し、活動の普及・活

性化に努めます。 

○地域での介護予防活動の機能を強化するため、各事業にリハビリテーション専門職が関

わり、リハビリ技術の伝達、日常生活に支障のある生活行為の要因や改善の見通し、能

力を最大限に引き出す方法について助言できる機会の確保に努めます。 

 

 

【基本目標１に関する成果目標及び活動指標】 
 

 
実績 計画値 

R３ R4 R5(見込） R6 R7 R8 

介護予防教室の実施回数（回） 446 749 1,354 1,560 1,620 1,680 

通いの場の箇所数（箇所） 10 7 8 9 10 13 

特定健診の受診率（％） 35.8 41.6 40.0 50.0 50.0 55.0 

後期高齢者健診の受診率（％） 13.6 13.2 19.7 15.1 15.1 15.1 
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基本目標２ 社会参加・生きがいづくりの推進 

□■現状と課題■□ 

●全国的に物価上昇が社会問題化していることから、高齢者の経済的な補助として就労に関

する支援の強化が求められます。 

●第８期の取組からの課題として、高齢者のライフスタイルが多様化してきており、また、

地域で活動に偏りがあるため、様々な生きがいづくりの機会の提供が必要となります。 

●65-74 歳の層は収入のある仕事に就いている割合が３割台と高くなっています。 

●大野地区は、他地区と比較してボランティア、スポーツや趣味のグループ、学習・教養サ

ークル、介護予防の通いの場の参加率が低く、地区の状況に合わせた参加促進が重要とな

ります。 

 

１．社会参加の促進と活動機会の充実 

（１）老人クラブ活動の活性化と活動支援の充実 

高齢者の社会参加活動は、高齢者の生きがいとしてのみならず、閉じこもり防止、身体機能

の向上、地域貢献につながるなど、多様な意義があります。高齢者の社会参加が進み、高齢者

が地域活動の担い手となることが、地域づくりの観点から重要となるため、これまでの経験

や能力を活かせる活動場所の確保や豊富な知識・技能を持った高齢者が参加する地域づくり

活動などを通じて、高齢者の社会参加等の機会の充実に努めます。 

 

今
後
の
取
組 

○高齢者の主体的な活動を促進するため、今後も老人クラブ活動への支援を継続して実施

していきます。 

○老人クラブのＰＲと新規加入を促進すると共に、ライフスタイルの多様化等を踏まえた

活動内容の多様化・充実を図ります。 

○老人クラブや生涯学習活動、ボランティア活動などの高齢者の社会参加を促し、65 歳以

上の老人クラブ加入率 30％を目指します。 

 

  



60 

（２）趣味活動、文化・芸術活動、スポーツ活動などの充実 

高齢者が健やかで生きがいのある生活を送れるよう、趣味活動、文化・芸術活動、スポーツ

活動を充実させ、高齢者が地域で主体的に活動する環境づくりを推進します。 

 

今
後
の
取
組 

○趣味活動、文化・芸術活動、スポーツ活動などの充実や交流機会の創出を図るために、

関係機関と連携した講座等の実施や地域の主体的な活動支援に取り組みます。 

【生涯学習活動の充実】 

○高齢者が、「いつでも、どこでも、だれでも、なんでも」学べるよう、学習関連施設の整

備・充実や指導者の発掘、指導者と学習者をつなぐネットワークの確立、生涯学習に関

わる機関・団体との連携を強化し、学習機会の充実を図ります。 

○広く学ぶ機会とさまざまな学習機会について、必要な情報を発信し、参加者の確保を進

めます。 

○多様な学習機会で学んだことを生かすため、作品の展示会や演芸を披露する場を開催し、

高齢者がいつまでも生き生きと元気に活躍できるよう支援します。 

【スポーツ活動の推進】 

○高齢者の健康づくり・体力づくり、生きがいづくりの観点から、スポーツ活動の推進に

努めます。高齢者が活動できる環境を整備するとともに、各関係機関と連携して、各種

講座、スポーツ活動の機会を創出します。 

○幅広い年代層の参加や公民館単位などのより身近な地域での健康づくりと交流を目的と

した高齢者スポーツ活動、地域活動を推進します。 

 

（３）ボランティア活動などによる地域社会への還元 

生きがいづくりや多様な働き方が求められる中で、地域活性化の担い手となる人材育成と

活躍の場の構築に向け、生涯活躍できる地域社会の実現に向けた取組を推進します。 

 

今
後
の
取
組 

○高齢者がその豊富な知恵や経験、能力などを活かすことができるよう、社会福祉協議会

等と連携し、情報提供を行うとともに、ボランティア活動や多様な地域活動を積極的に

行うことができる環境づくりを進めます。 

○介護予防サポーターを育成し、ボランティアとして活動の推進に努めます。 
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（４）多様な主体との連携による地域共生社会づくり 

高齢期の生活の質を高めるためには、社会とのかかわりを持ちながら、生きがいのある生

活を維持することが必要です。 

さまざまなボランティア活動、生きがいづくり活動などの地域住民活動、企業の活動と協

働し、官民協働での生きがいづくり・社会参加を促進し、一人ひとりが生きがいや役割をも

ち、助け合いながら暮らしていくことのできる「地域共生社会の実現」へつなげていきます。 

 

今
後
の
取
組 

○各老人クラブ等を中心とした伝統行事の継承活動の充実や世代間の交流活動を通じた周

知・啓発活動に努め、幅広い層への意識醸成を図ります。 

○誰もが安心して住み慣れた地域で暮らせるためには、不安感や孤立化を防止する地域住

民同士が相互に見守り支え合う仕組みづくりが必要なため、高齢者の安否確認や相談・

生活支援等地域住民自ら見守り支え合う仕組みを構築します。 

○熊本見守り応援隊の活動促進及びサロン活動の普及・啓発に努めます。 

○「我が事・丸ごと地域づくり」の基本的考え方をもとに、地域に点在する多様な福祉資

源であるＮＰＯや地域活動団体、ボランティア、企業などとの連携を積極的に推進する

とともに、地域住民が主体的に関わり助け合う新たな支え合いの基盤を構築し、地域共

生社会の形成を目指します。 

 

■熊本見守り応援隊のイメージ図（県パンフレットより） 
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２．高齢者の就労促進 

高齢者が住み慣れた地域で、本人の希望や能力を生かしながら、生きがいを持って暮らす

ことができる「生涯現役社会」を実現するため、元気高齢者の就労機会を拡大するための取組

を推進します。 

高齢者の就労は、長年蓄積してきた知識や経験、技術を生かして社会に貢献することがで

き、生きがいに満ちた生活を送るために効果があるとともに、地域の経済基盤づくりの大き

な役割を担っています。 

今後においても、長寿社会にふさわしい社会システム構築の一環として、働く意欲のある

高齢者の就労の場の確保を図ります。 

 

今
後
の
取
組 

○シルバー人材センターの事業の支援に取り組みます。 

○シルバー人材センターの新規会員確保のために、入会の説明や申込み方法及び就業のあ

り方の創意工夫など、会員増に向け、より効率的な方法を検討します。 

○講習会等を実施し、シルバー人材センター会員のスキルアップを図ります。 

○高齢者の希望や能力に応じた多様な就労の促進として、就労相談や情報発信、就労の機

会の確保などの就労支援を進めます。 

 

 

【基本目標２に関する成果目標及び活動指標】 
 

 
実績 計画値 

R３ R4 R5(見込） R6 R7 R8 

老人クラブの箇所数(箇所) 45 44 44 45 45 45 

老人クラブ会員数(人) 2,198 2,101 2,106 2,100 2,100 2,100 

ボランティア活動に参加して

いる高齢者の割合(％) 

令和４年度日常生活圏域ニーズ調査

7.4% 

令和 7 年度日常生活圏域ニーズ調査

8.5% 

スポーツ関係のグループ等に

参加している高齢者の割合

(％) 

令和４年度日常生活圏域ニーズ調査

10.8% 

令和 7 年度日常生活圏域ニーズ調査

12.0% 

趣味グループに参加している

高齢者の割合(％) 

令和４年度日常生活圏域ニーズ調査

14.6% 

令和 7 年度日常生活圏域ニーズ調査

16.5% 

高齢者サロンやたっしゃか会

等の通いの場に参加している

高齢者の割合(％) 

令和４年度日常生活圏域ニーズ調査

8.5% 

令和 7 年度日常生活圏域ニーズ調査

10.0% 

シルバー人材センターの登録

者数(人) 
46 54 41 41 40 36 
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基本目標３ 包括的支援事業の推進 

□■芦北町の高齢者福祉全般に関する現状と課題■□ 

●国は、地域包括支援センターの更なる機能強化と、人材確保が困難となっている現状を踏

まえた地域拠点との連携推進等の負担軽減の取組等を求めています。 

●保険外の支援・サービスとして、配食や掃除・洗濯、移送サービスを利用している在宅要

介護者世帯が多く、今後の利用ニーズとしては、配食や掃除・洗濯、移送サービスに加え、

単身世帯では買い物支援、ゴミ出し、夫婦世帯では外出同行のニーズが高くなっています。 

 

１．地域包括支援センターの機能強化 

（１）地域包括支援センターの運営、評価及び体制強化 

高齢者の心身の健康の保持、生活の安定のために必要な援助・支援を行う「地域包括ケア」

を支える中核機関として、地域包括支援センターの機能強化を図るとともに、広報・啓発に努

めます。相談窓口として、地域における適切なサービス・関係機関又は制度の利用につなげ、

専門的・継続的な視点から、困難な状況にある高齢者が地域において尊厳のある生活を維持

し、安心して生活を営むことができるよう支援します。 

自立支援、介護予防・重度化防止などの基盤整備、在宅医療・介護連携や認知症施策などの

実施を通じて、地域包括ケアシステムを深化・推進していく上で、その中核的な機関を担う地

域包括支援センターにおいて、適切な人員の確保に努めるとともに、関係機関とのさらなる

連携強化を図り、効率的かつ効果的な運営を目指します。 

 

今
後
の
取
組 

○地域包括支援センターは行政の示す運営方針のもと、適切に事業を運営します。 

○行政と地域包括支援センターとの連絡会を定期的に開催し、情報の共有や事業の報告・

協議を行います。 

○公平・中立な運営確保のために、地域包括支援センター運営協議会を定期的に開催しま

す。 

○地域包括支援センターが地域包括ケアシステムの中核機関としての機能を果たせるよ

う、厚生労働省が策定する評価指標を用いて、業務の状況や量などの評価・点検を行い、

必要な支援を行います。 
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（２）地域ケア会議の推進 

地域ケア会議は、高齢者個人の自立に向けた支援の充実と、それを支える社会基盤の整備

を進めていく地域包括ケアシステムの実現に向けて有効な機能を持ちます。行政、地域包括

支援センター、居宅介護支援事業所、介護サービス事業所、認知症疾患医療センターなどの多

職種協働のもと、個別ケースの課題分析と在宅生活の支援の充実に向けた検討を行っていま

す。 

これらの会議の中で検討された効果的な取組、成功事例、地域課題等を共有し、地域包括ケ

ア推進につなげるための協議を行う「地域ケア推進会議」を実施します。 

 

今
後
の
取
組 

○地域ケア会議を開催し、個別課題の解決策の検討を通して地域課題の抽出を行います。 

○地域ケア会議などで表出した課題を地域ケア推進会議などで検討するとともに、生活支

援体制整備事業などの関連事業と連携し、課題の解決に向けて取り組みます。 

○課題分析や支援の積み重ねを通じて、地域に共通する課題や有効な支援策を明らかにし、

課題の発生や重度化の予防に取り組むとともに、多職種協働によるネットワークの構築

や資源開発などに取り組みます。 

○地域ケア会議において、リハビリテーション専門職等と連携を図ります。 

 

 

２．生活支援体制整備事業の推進 

在宅生活を支える福祉施策の推進には、地域支援事業の生活支援体制整備事業の活用など

により、市町村を中心とした支援体制の充実強化を図り、地域全体で多様な主体によるサー

ビス提供を推進していくことが重要となります。 

本町では、生活支援コーディネーターを中心として、地域のニーズ調査や地域資源の掘り

起こしを行い、地域ケア推進会議等で問題提起を行っています。 

「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」や「協議体」を通じて、互助を基本

とした生活支援・介護予防サービスが創出されるよう取組を進めていきます。 

 

今
後
の
取
組 

○地縁組織、ボランティア団体、介護サービス事業所など関係機関と連携しながら、地域

資源の情報共有、高齢者のニーズを把握し、生活支援などのサービスの検討・整備を行

います。 

○生活支援体制整備事業を活用し、生活支援コーディネーターを中心に人材育成に努めま

す。 

○協議体、生活支援コーディネーターにおいて、把握した地域ニーズなどの情報を共有す

るとともに、地域包括ケア体制の課題や各種生活課題について検討します。 
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３．在宅医療・介護連携の推進 

（１）在宅医療・介護連携推進事業の推進 

高齢化の進展に伴い、医療・介護双方のニーズを有する高齢者の増加が見込まれる中で、住

み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けるためには、在宅医療と介護サービ

スを一体的に提供する支援が求められます。 

医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい生活を人生の最期

まで続けることが出来るよう、在宅医療と介護を一体的に提供し、切れ目のない医療と介護

の効率的かつ効果的な提供体制の構築と医療・介護の連携強化を推進します。 

 

■日常の療養支援 

本人や家族が治療や介護サービス等を継続して活用し、健康管理や気持ちの変化を専門職

で共有することにより、在宅で安心して暮らすことができるよう支援します。 

■入退院支援 

本人の心身状態を把握したうえで体調の変化を早期に発見し、再入院のリスクを回避する

と同時に在宅での安全な生活の継続を支援する体制を整えます。また、入院時の生活と在宅

での生活に差がないよう、スムーズに移行することで、その人らしさを支援します。 

■急変時の対応 

医療と介護、救急（消防）が連携することにより、本人の意思を尊重したうえで、急変時に

適切な対応ができるよう備えます。 

■看取り 

すべての利用者がよかったと思える理想の最期を迎えられるような看取りができるように

連携に努め、相談体制の構築を進めます。 

 

今
後
の
取
組 

○芦北地域リハビリテーション広域支援センターと連携し地域ケア会議等の充実を図りま

す。 

○水芦在宅ネットワーク会議の開催に協力します。 

○講演会の開催支援や広報紙を活用し、在宅医療に係る町民への普及啓発を図ります。 

○在宅医療・介護従事者のためのＩＣＴを活用した情報共有の支援に努めます。医療・介

護関係者に対して、多職種連携が実践できるよう、研修会の開催を支援します。 

○広報紙、ホームページなどを活用し、在宅医療・介護サービス、くまもとメディカルネ

ットワーク（情報連携ツール）などに関する普及啓発を行います。 

○在宅療養を選択する高齢者や家族が増え、自宅で最期を迎える人が 13％以上となるよ

う連携体制を整えます。 

○切れ目のないケアの実現のために、在宅医療・介護連携の推進に関して、PDCA サイク

ルによる評価を年１回以上実施し、計画的に推進します。 
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（２）家族介護者への支援 

住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、支援が必要な高齢者本人だけではなく、

介護者への支援が重要です。特に介護離職防止の観点からも、介護者への支援は重要な課題

となっています。 

高齢者やその家族が安心して日常生活を営むことが出来るよう、高齢者を介護している家

族への支援に取り組みます。 

 

今
後
の
取
組 

○高齢者を介護している家族への支援として、介護知識・技術の習得機会や介護の悩み相

談、介護者同士の交流機会の提供を支援します。 

○関係機関と連携し、在宅で高齢者を介護している家族を対象に、介護から一時的に解放

し心身のリフレッシュを図る機会をつくります。また、介護者相互の交流や介護に関す

る情報交換を行うための介護者交流会を実施します。 

○介護のために離職せざるをえない状況を防止するため、仕事と両立のための制度や介護

の相談窓口などについて、広報紙やリーフレットを活用し周知啓発を図ります。 

○ヤングケアラーや老老介護といった重複する課題を抱える世帯に関する情報収集に努め

るともに、把握時には関係機関と連携し速やかかつ適切な支援を行います。 

 

 

【基本目標３に関する成果目標及び活動指標】 
 

 
実績 計画値 

R３ R4 R5(見込） R6 R7 R8 

生活支援コーディネーターの

数(人) 
5 5 3 3 3 3 

在宅看取り率(％) 

（死亡の場所調査より） 

人口動態調査における死亡の場所

（R3）10.4 

人口動態調査における死亡の場所

（R6）13.0 

介護者交流会開催回数(回) 0 1 1 1 1 1 
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基本目標４ 認知症施策・権利擁護の推進 

□■現状と課題■□ 

●国は、認知症施策大綱の「普及啓発・本人発信支援」、「予防」、「医療・ケア・介護サービ

ス・介護者への支援」、「認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参

加支援」、「研究開発・産業促進・国際展開」の５つの柱に沿って認知症施策を進めること

が重要であるとしています。 

●認知機能の低下リスクが、74 歳以下で３割台、75 歳以上で５～６割台と、75 歳以上で

急激に増加しています。 

●主な介護者が不安に感じる介護として、認知症状への対応が高くなっています。 

●権利擁護においては、現在芦北町では「芦北町成年後見制度利用促進計画」に基づき、計

画で中核機関として定められた「水俣芦北圏域権利擁護センター」を中心として、認知症

の人等の権利擁護と成年後見制度の適切な利用に向けた支援を行っています。 
 

１．認知症施策の推進 

今後の急速な高齢化に伴い、認知症の人はさらに増加していくことが見込まれています。 

このような中、認知症の人の意思が尊重され、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続ける

ことができるよう、関係機関・団体等と連携しながら認知症への理解を深めるための普及・啓

発、認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供、認知症の人の介護者への支援、

認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進に取り組みます。 

令和元年６月に認知症施策推進関係閣僚会議にて示された「認知症施策推進大綱」では、

「共生」と「予防」を基本的な考え方としています。本町では、認知症の人が尊厳と希望をも

って認知症とともに生きること、また認知症があってもなくても同じ社会で共に生活できる

ことを目指し、認知症への理解を深めるための普及啓発活動の推進、多職種でのチームを組

んでの支援、認知症地域支援推進員の配置など、認知症施策を総合的に推進します。 

また、認知症施策については、令和６年１月に施行された「共生社会の実現を推進するため

の認知症基本法」において市町村に対して市町村認知症施策推進基本計画の策定を努力義務

としていることから、本計画を「芦北町認知症施策推進基本計画」としても位置づけ、認知症

施策の推進に取り組みます。 
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共生社会の実現を推進するための認知症基本法 

国は、認知症施策推進大綱に基づき、国全体での認知症施策の推進に取り組んでいます。

直近の動きとして、令和６年１月に認知症の方が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすこと

ができる「共生社会」の実現を推進するための「共生社会の実現を推進するための認知症基

本法」を施行しました。 

この法律は、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知

症施策を総合的かつ計画的に推進することで、認知症の人を含めた国民一人ひとりがその個

性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある

社会（＝共生社会）の実現を推進することを目的とするもので、市町村に対しては「市町村

認知症施策推進基本計画」の策定を努力義務としています。 

芦北町では、本計画を「芦北町認知症施策推進基本計画」としても位置づけ、芦北町の認

知症施策に関連する事項を定めることとします。 

共生社会の実現を推進するための認知症基本法では、市町村認知症施策推進基本計画につ

いて国の策定する認知症施策推進基本計画（基本計画）及び県の策定する都道府県認知症施

策推進計画（都道府県基本計画）を基本として策定することとされています。令和６年３月

現在、国の認知症施策推進基本計画はまだ公開されていないことから、国、県の認知症施策

全般に関する方向性と整合性をとりつつ認知症施策を推進します。 
 
 

■市町村認知症施策推進計画の根拠法 

【共生社会の実現を推進するための認知症基本法】 

第十三条 市町村（特別区を含む。以下この項において同じ。）は、基本計画（都道府県計画が策

定されているときは、基本計画及び都道府県計画）を基本とするとともに、当該市町村の実情に

即した市町村認知症施策推進計画（次項及び第三項において「市町村計画」という。）を策定す

るよう努めなければならない。 

２ 市町村計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、老人福祉法第二十

条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村

介護保険事業計画その他の法令の規定による計画であって認知症施策に関連する事項を定める

ものと調和が保たれたものでなければならない。 

３ 前条第三項から第七項までの規定は、市町村計画について準用する。 

 

（１）認知症の人・家族への支援の充実 

①認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進 

認知症になっても、症状が悪化せず、穏やかに住み慣れた地域で暮らし続けるためには、地

域の実情に応じて認知症の人やその家族に対する支援を効果的に行うことが重要です。認知

症に対する理解を深めるために正しい情報を普及・啓発し、また、認知症の状態に応じた医

療・介護サービスなどの提供の流れを示した認知症ケアパスの普及を図り、認知症対策への

取組を住民や民間団体などと協働で推進します。  
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今
後
の
取
組 

○認知症に関する正確な知識・理解をより広めるために、認知症ケアパスの活用、「認知症

についての学習会」や「認知症フォーラム」を開催するとともに、通いの場における認

知症予防のための活動を推進します。 

○認知症の進行にあわせて受けられるサービスや社会資源などをまとめた「認知症ケアパ

ス」について、適宜内容を更新し、普及を図ります。 

○地域への出前講座を活用し、認知症に関する知識の啓発に努めます。 

○認知症疾患医療センターなど、関係機関と連携し、住民向けの認知症に関する講演会を

開催します。 

 

②認知症サポーターの養成 

より多くの住民が認知症について正しく理解できるよう、認知症サポーター養成講座を各

地域で開催し、地域で認知症の人を見守る体制づくりを推進していきます。 

 

今
後
の
取
組 

○令和８年度までの認知症サポーター3,600 人を目指し、町内の企業や高齢者に接するこ

との多い小売店、小中高生などの若い世代へも受講の呼びかけを行います。 

○認知症サポーター養成講座の受講者が、さらに認知症への理解を深められるようフォロ

ーアップ研修を開催し、地域の見守りなどのサポーター活動の充実に向け支援を行いま

す。 

○キャラバン・メイト連絡会を開催し、認知症サポーター養成講座の講師として研修を実

施します。 

○「チームオレンジ」の設置に取り組みます。 

※「チームオレンジ」：認知症の人とその家族、地域のサポーター、多職種の職域サポー

ターで構成。早期からの継続支援の活動を行います。 

 

 

③高齢者等見守り事業の推進 

認知症等により行方不明となるおそれがある高齢者などを、家族などの希望により事前に

登録し、関係機関との情報共有や位置情報システムの活用により、行方不明になった場合の

早期発見につなげる事業を推進していきます。 

 

今
後
の
取
組 

○警察や地域包括支援センター、介護保険事業所、民生委員などと協力し、事業に基づき

認知症高齢者や家族への支援を行います。 

○芦北町見守り高齢者等事前登録事業及び位置情報システム利用に関する周知・広報を行

います。 

○徘徊ＳＯＳネットワーク推進事業を推進します。 
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④若年性認知症施策の推進 

若年性認知症の人が、発症初期の段階から、その症状・社会的立場や生活環境等の特徴を踏

まえ、適切な支援を受けられるよう、啓発に努めます。 

さらに、若年性認知症の人や家族に対する理解を深め、本人や家族のニーズに沿った支援

を推進します。 

 

今
後
の
取
組 

○若年性認知症の人の居場所づくりを目的に、介護サービス事業所などを対象とした受入

れ支援のための研修を周知します。 

○医療機関との連携強化を進めるとともに、認知症介護研修などを通じ、適切な認知症ケ

アの提供に努めます。 

○認知症や若年性認知症の人の支援のため、行政機関、医療機関、介護サービス事業所な

どが参画するネットワーク会議を開催し、情報共有と総合的な支援の充実を図ります。 

 
 

（２）認知症ケア向上推進事業の充実 

①認知症地域支援推進員の配置 

認知症になっても住み慣れた地域で生活を継続するためには、医療、介護及び生活支援を

行うサービスが有機的に連携したネットワークを形成し、認知症の人への効果的な支援を行

うことが重要です。 

本町では「認知症地域支援推進員」を１名配置し、地域の認知症支援に関する課題をもと

に、各年度における事業を計画し、実施していきます。 

 

今
後
の
取
組 

○認知症の早期発見・早期診断・早期対応に向けた支援体制の構築を図り、認知症になっ

ても住み慣れた地域で安心した生活が続けられるよう、認知症初期集中支援チーム、認

知症疾患医療センター等の連携強化を図ります。 

○認知症カフェなどを開設し、認知症の人を支える繋がり支援や家族の負担軽減を図り、

認知症の人の家族に対する支援を推進していきます。 

○医療と介護などが相互の役割・機能を理解しながら、統合的なケアにつなげていくため、

認知症ケアに携わる多職種協働のための研修などを開催します。 

○認知症高齢者をはじめとする高齢者や若年性認知症の人の社会参加活動の体制整備に努

めます。 

○認知症に関する相談窓口の周知啓発を推進します。 

 

  



71 

②認知症初期集中支援チームによる早期対応 

認知症初期集中支援チームは、認知症専門医の指導の下、医療と福祉の専門職が認知症の

人やその家族（対象者）を訪問し、認知症についての助言を行い、医療機関の受診や介護サー

ビスの利用を勧奨するなど初期段階での包括的かつ集中的な支援を行います。 

 

今
後
の
取
組 

○認知症初期集中支援チーム員会議を月 1 回程度開催し、ケース事例の情報共有・進捗管

理や連携体制の強化に努めます。 

○認知症医療・介護連携のため、必要に応じて認知症サポート医・かかりつけ医・介護支

援専門員、地域包括支援センター職員等による定期的な意見交換の場を設けます。 

 

③認知症カフェへの支援 

認知症カフェ等、介護家族や地域の方々の交流の機会を作ることで、精神的、身体的な負担

の軽減を図る取組を推進します。 

 

今
後
の
取
組 

○認知症の人やその家族が、不安や悩み事の相談や介護情報を得ることができる認知症カ

フェの開催支援を行います。 

○地域包括ケアによる住民同士の支え合いによる拠点の一つとして、認知症カフェの開催

地域の拡大（出張カフェ）を検討していきます。 

○認知症カフェによるピアサポートや精神的負担軽減の効果を踏まえ、認知症カフェの積

極的な活用を推進し、その利用者について令和８年度までに延べ 200 人を目指します。 

 

２．高齢者の権利擁護 

地域包括支援センター及び社会福祉協議会等との連携により、認知症高齢者等の権利擁護

に関する制度の周知を図ります。 

芦北町成年後見制度利用促進基本計画に基づき、認知症などにより、財産管理や契約手続

きなどに関して、自分で十分な判断や意思決定を行うことが難しい高齢者の権利や財産を守

る制度である、成年後見制度の利用支援や周知等に取り組み、権利擁護に努めます。 

 

今
後
の
取
組 

○芦北町成年後見制度利用促進基本計画において、権利擁護支援の地域ネットワークの中

核機関として定められている「水俣芦北圏域権利擁護センター」を中心として、広報、

利用相談、利用促進、後見人育成・支援、助成等の施策を適切に実施します。 

○関係機関と連携を図りながら、成年後見制度の利用を必要とする高齢者などが、円滑に

成年後見制度などを利用できるよう相談や手続支援を行います。 

○熊本県高齢者虐待対応専門職チームとの連携を図り、虐待行為や緊急性の判断、支援方

針の策定や実施に関して、専門的なアドバイスが受けられる体制を構築します。 
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３．高齢者への虐待防止 

高齢者の尊厳が守られ、地域で安心して暮らすことができるよう、高齢者虐待の早期発見・

早期対応をするための体制の充実強化及び高齢者虐待の防止に向けた普及啓発を行うととも

に、養護者等の負担軽減により発生防止に努めます。 

 

今
後
の
取
組 

○虐待防止についての意識を高めるため、住民及び介護保険事業者への啓発や相談窓口の

周知を徹底するとともに、相談を担当する職員の専門的知識の向上を図ります。 

○虐待防止についての対応マニュアル等の作成を進めていきます。 

○関係機関、事業者等により構成する「高齢者虐待防止ネットワーク」にて、虐待防止に

向けた取組を推進します。 

○主たる養護者である家族の不安や悩みを聞き助言等を行う相談機能の強化・支援体制の

充実を図ります。 

 

【基本目標４に関する成果目標及び活動指標】 
 

 
実績 計画値 

R３ R4 R5(見込） R6 R7 R8 

認知症サポーター養成数 

（延べ人数） 
3,227 3,244 3,272 3,320 3,450 3,600 

認知症サポーターフォローア

ップ研修実施回数(回) 
0 0 0 1 1 1 

チームオレンジ(チーム数) 0 0 0 0 1 1 

認知症カフェの開催箇所数 

（箇所） 
1 1 1 1 1 1 

出張カフェの開催回数（回） 0 0 0 1 1 1 

認知症カフェの参加者数 

（年間延べ人数） 
34 83 100 130 160 200 

成年後見制度利用者数（人） 188 192 192 195 195 195 

認知症に関する相談窓口の認

知度（％） 

令和４年度日常生活圏域ニーズ調査 

30.6％ 

令和 7 年度日常生活圏域ニーズ調査 

40.0％ 
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基本目標５ 地域の支え合いと安全・安心なまちづくり 

□■現状と課題■□ 

●独居高齢者は、老研指標総合評価の点数が低く、安心して生活するための各種環境整備が

特に重要となります。（Ｐ36 掲載） 

●75 歳以上で認知機能の低下リスクが、80 歳以上の高齢者で運動器機能の低下リスクが、

それぞれそれ以下の年齢と比較して急激に増加しています。これらの判断や移動にリスク

がある人の、緊急時の避難体制の整備や日ごろ犯罪に巻き込まれないための各種取組等が

重要となります。 
 

 

１．高齢者の在宅生活支援 

高齢者のひとり暮らしや高齢者のみの世帯の増加が見込まれる中で、高齢者が地域とのつ

ながりや生きがいを持ちながら暮らしていくために、高齢者の個々の生活状況に応じたきめ

細かな支援を推進していきます。 

 

（１）住宅改造助成事業 

 

今
後
の
取
組 

○住み慣れた住居で、安心して生活できるように介護保険事業の住宅改修で不足する部分

に対して、要介護高齢者等の在宅での自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減を

図るために住宅改造費の助成を実施します。 

 

（２）敬老事業 

 

今
後
の
取
組 

○多年にわたり、家庭や社会の発展のために尽くしてきた貢献に対して感謝し、高齢者を

敬う気運を醸成するため、各地区開催の敬老会を支援するとともに、長寿慶祝金を支給

します。 
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（３）在宅高齢者等安心確保事業（緊急通報システム事業） 

ひとり暮らし高齢者の人や高齢者のみの世帯で心身の虚弱のため緊急時に機敏に行動する

ことが困難な人に対して、急病等の緊急時における迅速かつ適切な対応を行うために緊急通

報システム事業を実施しています。 

 

今
後
の
取
組 

○地域包括支援センターや介護保険事業所、民生委員などと連携し、適切な利用対象者の

認定を行います。 

○今後も継続して事業を実施し、高齢者の自立した在宅生活の支援に努め、屋外において

も対応できるシステムも検討していきます。 

 

２．居住環境の充実 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で、自立した日常生活や社会活動を営むには、高齢者

に配慮された住宅の整備や住まいの充実を図ることが必要です。そのため、安心して住み続

けることができる住まいづくりの支援や情報提供、相談支援を行い、居住・生活環境の整備と

充実を図ります。 

また、多様な選択肢から住まいを選ぶことができるよう、住まいに関する様々な情報提供

に努めます。 

 

（１）居住環境の整備促進 

今
後
の
取
組 

○独立して生活することについて不安がある人や、生活困窮など介護ニーズ以外の面で生

活の問題を抱える高齢者を支援するために、今後も生活支援ハウスや養護老人ホームに

おいて、日常生活に必要なサービスを提供します。 

○高齢者向け住まいが、ニーズに応じて適切に供給される環境の確保に努めるとともに、

町営住宅については、引き続き高齢者の優先入居を推進し、新たに建設する場合は、バ

リアフリー化を推進します。 

 

（２）有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に関する情報提供 

今
後
の
取
組 

○高齢者が有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の情報を取得し、利用すること

ができるよう、県と連携し情報提供を行います。 

 

有料老人ホーム定数 
実績 計画値 

R３ R4 R5(見込） R6 R7 R8 

有料老人ホーム美里 32 床 32 床 32 床 32 床 32 床 32 床 
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（３）移動手段の確保 

高齢化が進んでいく中、本町の多くの地域において、自動車を持たない世帯や自動車が運

転できない高齢者の多くは、通院や買い物などを家族等による送迎に頼っている現状があり

ます。 

このようなことから、現状に即した地域公共交通等の整備を進め、高齢者の生活の足を確

保していく必要があります。 

今
後
の
取
組 

○関係機関の連携を強化し、現在の公共交通サービスの維持・存続に向けて取り組みます。 

○ふれあいツクールバスの利用促進と高齢者の利便性の確保に努めます。 

○町の高齢者の移動手段の現状、ニーズを確認しつつ、移動支援サービスの検証、検討を

行い、「芦北町地域公共交通計画」の中で対応を検討していきます。 

 

 

３．安全性に配慮した生活環境の整備 

（１）防災対策 

平成 28 年熊本地震や本町に甚大な被害をもたらした令和２年７月豪雨といった昨今の大

規模災害において、災害時における安全・安心の確保、被害の軽減が重要な課題となっていま

す。 

災害時や災害が発生する恐れがある場合、高齢者や障がいを持つ人のうち自力で避難する

ことが困難で支援を必要とする人に、避難情報の提供や避難等の手助けなどのために、平時

から避難支援等関係者が支援を必要とする人の情報共有を図り、災害時等における避難支援

を行っていきます。 

 

今
後
の
取
組 

○事業所などの防災対策を推進するため、関係機関と連携し、早めの避難など防災対策に

ついての周知や啓発の実施に加え、各種訓練や研修会の開催を支援します。 

○要配慮者施設の避難訓練などの状況を定期的に確認するよう努めます。 

○関係機関や団体と連携し、災害発生時における応援体制や受援体制を構築するとともに、

平時から地域と連携した防災体制の充実を目指します。 

○「芦北町地域防災計画」に基づき、避難行動要支援者個別避難計画の作成に努めます。 
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（２）感染症対策 

高齢者等が、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等の各種感染症に対し、正しい

知識を持って感染症の対策を実践できるよう支援します。 

 

今
後
の
取
組 

○介護事業所などが、感染者が確認された場合においても業務を継続するための備えが講

じられているかを定期的に確認するとともに、職員が感染症に対する理解や知見を有し

た上で業務に当たることができるよう支援します。 

○感染症に対する備えについては、県と連携し、国が発出する感染症対策についての情報

等の周知及び感染防止対策の啓発等を行います。 

 

（３）交通安全啓発 

高齢者が関係する交通事故が発生しており、高齢者関係の交通事故を防止するため、関係

機関と連携し高齢者特有の行動パターンや運転特性などの情報を全町民に周知を行い、高齢

者本人も含め町民が理解できるよう啓発に努めます。 

 

今
後
の
取
組 

○老人会、民生委員・児童委員などとの連携をさらに深め、自治会、ＰＴＡなどの協力を

得て、啓発活動への参加促進を図ります。 

○運転免許証の自主返納の啓発や安全運転サポート車の推奨などにより、高齢者をはじめ

とした住民の交通安全意識の高揚を図り、重大交通事故の防止に努めます。 
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（４）防犯対策 

振り込め詐欺や悪質商法など高齢者を狙った犯罪が増加しています。 

公民館等が実施する高齢者を対象とした教室などで防犯意識の啓発を行うとともに、消費

生活センターにおいても出前講座等による啓発活動や相談業務を行っています。 

今後も、関係機関と連携し犯罪から高齢者を守るため、防犯意識の高揚や防犯対策、悪質商

法の被害に遭わないよう啓発活動を強化するとともに、相談体制の拡充を図ります。 

 

今
後
の
取
組 

○高齢者が犯罪被害に遭わないよう、町広報紙やホームページをはじめ、地域サロンや地

区行事などの場を活用し啓発活動を行い、防犯意識の高揚を図ります。 

○防犯指導・注意喚起の推進を、警察を始めとする関係機関・団体等と連携して継続する

とともに、家族や地域住民による防犯パトロール等の活動を継続し、安全・安心なまち

づくりを推進します。 

○高齢者の判断力低下に便乗した悪質商法や契約トラブルなど、さまざまな消費者被害を

未然に防止するため、各種講座の開催やリーフレットの配布など、消費生活知識の普及

や消費者問題に関する情報提供を行います。 

○関係機関と連携し、消費生活に関する専門知識や資格を有する消費生活相談員の確保に

努め、消費者生活相談の充実を図ります。 

 

 

【基本目標５に関する成果目標及び活動指標】 
 

 
実績 計画値 

R３ R4 R5(見込） R6 R7 R8 

長寿慶祝金支給対象者数（人） 15 18 15 23 23 23 

緊急通報システム事業 

事業対象者数（人） 
109 109 101 103 103 103 

避難行動要支援者登録者数（人） 157 171 172 180 180 180 

避難行動要支援者のうち個別計画

を策定している者の数（人） 
157 171 172 180 180 180 
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基本目標６ 介護人材の確保と介護サービスの充実 

□■現状と課題■□ 

●令和３年度、令和４年度の要介護（要支援）者数は計画よりも低い値で推移しています。 

●令和４年度の介護保険サービス利用者は、居宅サービスは計画値よりやや多く、地域密着

型サービスと施設サービスは計画値より低くなっています。 

 

１．介護・福祉人材の確保及び資質の向上 

地域包括ケアシステムの構築にあたっては、介護給付等対象サービス及び地域支援事業に

携わる質の高い人材を、安定的に確保するための取組が重要です。 

高齢人口がピークを迎える令和 22 年（2040 年）を見据え、介護サービス提供基盤の充実

や、介護人材の確保、介護給付の適正化などに取り組みます。 

また、介護保険サービスを利用する人及びその家族等が、安心してサービスを選択できる

ように支援するとともに、質の向上のために、事業者への支援や指導・監査体制の充実や、介

護サービスに携わる人材の育成と資質向上を図ります。 

あわせて、ロボット・センサー、ＩＣＴを用いることで、介護施設における課題を解決し、

介護職員の身体的・精神的負担を軽減し、介護の質を維持しながら、効率的な業務運営を行っ

ていく必要があります。 

介護サービス事業所に対し、介護ロボットやＩＣＴ（情報通信技術）活用の情報提供に努

め、業務の改善・効率化を検討するきっかけづくりに取り組みます。 

 

（１）人材の確保及び定着促進 

 

今
後
の
取
組 

○事業者等と連携して、必要な人材の把握に努め、人材確保や定着促進に資する方策を検

討します。 

○多様な介護人材を確保していくため、地域の高齢者などのボランティアなどによる介護

現場への参入も視野に入れ、理解促進・関係団体などとの連携に努めます。 

○外国人介護人材を受け入れる予定のある事業所や受け入れを検討する事業所に対し、国

や県が発信する情報や補助に関する情報を周知し、支援します。 
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（２）資質の向上 

 

今
後
の
取
組 

○地域包括支援センターや「介護支援専門員ネットワーク連絡会」、「介護支援専門員連絡

会」と連携を図り、研修会・事例検討会を通じて、介護職員の資質の向上を図ります。 

 

（３）介護従事者の処遇改善の推進 

 

今
後
の
取
組 

○介護従事者が、将来の展望を持って業務に従事できるよう、事業所に対し介護職員処遇

改善加算届出の支援を行います。 

 

（４）介護現場における介護職員の負担軽減及び業務効率化の推進 

 

今
後
の
取
組 

○ロボット・センサー、ＩＣＴを用いることで、介護事業所・施設における課題を解決し、

介護職員の身体的・精神的負担を軽減し、介護の質を維持することが可能なことから、

これらの導入における情報提供などの支援を行い、効率的な業務運営の確保に努めます。 

○県が実施する補助事業等、導入を支援する制度に関する情報提供や利用相談を行います。 

 

２．介護サービスの充実 

高齢者が要介護状態になっても、住み慣れた地域、家庭で生活を維持するとともに、介護を

理由とする離職等をゼロにするためには、介護保険サービスの充実を図っていく必要があり

ます。 

介護保険制度における「居宅サービス」、「地域密着型サービス」、「施設サービス」、「居宅介

護支援・介護予防支援」の各サービスの充実を図り、サービスを必要とする要介護等認定者に

よる利用を支援、促進します。 

 

（１）居宅サービス 

 

今
後
の
取
組 

○介護を必要とする高齢者や認知症の人、ひとり暮らし高齢者等が、住み慣れた地域で自

分らしく安心して暮らし続けていくことができるよう、医療と介護、事業者と協議して

居宅サービスの向上に努めます。 

○各サービスの計画期間等における利用見込量は、第８期計画期間中の実績等を踏まえて

設定します。 

  



80 

（２）地域密着型サービス 

 

今
後
の
取
組 

○地域密着型サービスについて、各サービスの提供と利用の支援を図ります。 

○各サービスの計画期間等における利用見込量は、第８期計画期間中の実績を踏まえて設

定します。 

○地域密着型小規模多機能サービスの充実を図ります。 

 

■入所系サービスの必要利用定員総数 

圏域 
認知症対応型共同生活介護 

地域密着型特定施設 

入居者生活介護 

地域密着型介護老人福祉 

施設入所者生活介護 

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

芦北町 81 人 81 人 81 人 29 人 29 人 29 人 0 人 0 人 0 人 

 

（３）施設サービス 

 

今
後
の
取
組 

○現在、施設整備は充足しているものと思われますが、今後の高齢者のニーズに合わせて、

多様で柔軟なサービスを提供することが出来るよう、引き続き充実を図ります。 

○各サービスの計画期間等における利用見込量は、第８期計画期間中の実績を踏まえると

ともに、各施設の待機者の状況と近隣市町村における施設の整備計画等を踏まえて設定

します。 

 

（４）居宅介護支援・介護予防支援 

 

今
後
の
取
組 

○ケアプランは、在宅生活を支えるための重要な計画であり、アセスメント、モニタリン

グを通じて適切なサービスを提供することが利用者本人の心身の維持・改善に大きく影

響することから、ケアマネジメントの質の向上を図ります。 

 

（５）サービスに関する情報提供及び相談対応 

介護保険制度や各種サービスに関する情報提供については、町の広報紙やホームページに

掲載しているほか、地域包括支援センター等の相談窓口やケアマネジャー等を通じてサービ

ス利用に関する各種情報を提供しています。 

今後も、様々な媒体によるわかりやすい情報提供に努めるとともに、関係機関と連携のも

と相談窓口を周知し、円滑かつ総合的な相談支援と苦情等に対する適切な対応及び解決に努

めます。 
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今
後
の
取
組 

○各種サービスや町内の事業所に関する情報を町ホームページ等の様々な媒体や相談窓口

等を通じて周知・広報を行い、サービスが必要な高齢者が適切にサービスを選択し、利

用することができるよう図ります。 

○介護保険サービスの利用に関する相談・苦情については、各相談窓口に寄せられた内容

を担当課が一元的に管理し、迅速な対応に繋げていきます。あわせて、サービス事業者

の指導・監督を行う県やサービスの苦情対応機関である国民健康保険団体連合会との連

携を図り、さらなる体制の充実に努めます。 

 

３．地域密着型サービス事業所などの適切な指定、指導監査 

地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所については、町に事業者指定の権限ほ

か、指導・監督権限が付与されています。 

利用者本位の適正な介護サービスの提供が図られるよう、地域密着型サービス及び居宅介

護支援における監視・指導体制の強化を図ります。 

 

今
後
の
取
組 

○居宅介護支援事業者についても、地域密着型サービス事業者同様、地域の実情に配慮し

た指定を行い、適切なサービス提供が行われるよう指導監査を行います。 

○関係機関と連携しながら、事業者の法令遵守などの体制整備や事業者本部への立ち入り

調査など、不正の防止に努めます。 

 

４．介護保険給付の適正化計画 

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成 29 年法律

第 52 号）により、介護保険法（平成９年法律第 123 号）の一部が改正され、市町村介護保

険事業計画には介護給付などに要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関

する事項及びその目標を定めるものとされました。 

また、この介護給付等に要する費用の適正化に関する部分については「市町村介護給付適

正化計画」として、厚生労働省より「「介護給付適正化計画」に関する指針」が示されていま

す。 

第９期介護保険事業計画は、介護給付適正化計画としては第６期にあたり、保険者の事務

負担の軽減を図りつつ効果的・効率的に事業を実施するため、事業の重点化、内容の充実及び

見える化を行うことが重要であるとし、第５期までの給付適正化主要５事業のうち、費用対

効果を見込みづらい「介護給付費通知」を任意事業として位置づけるなど、３事業に再編が行

われています。 

今後は、芦北町においても、より具体性・実効性のある構成・内容に見直しを行うことによ

り、事業を一層推進していく必要があります。 
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【給付適正化主要３事業への再編】 

 

事業 見直しの方向 

要介護認定の適正化 ・要介護認定の平準化を図る取組

をさらに進める 

ケアプランの点検 ・一本化する 

・国保連からの給付実績帳票を活

用し、費用対効果が期待される帳

票に重点化する 

住宅改修等の点検・

福祉用具購入・貸与

調査 

医療情報との突合・

縦覧点検 

・費用対効果が期待される帳票に

重点化する 

・小規模保険者等にも配慮し、都道

府県の関与を強める 

介護給付費通知 ・費用対効果が見えにくいため、主

要事業から外す 

  

 

事業 

要介護認定の適正化 

ケアプランの点検等 

（１）ケアプランの点検 

（２）住宅改修の点検 

（３）福祉用具購入・貸与調査 

医療情報との突合・縦覧点検 

  

【出典】「「介護給付適正化」に関する指針」（厚生労働省）、「令和５年３月全国介護保険・高齢者保健福祉

担当課長会議資料」（厚生労働省） 

 

（１）要介護認定の適正化 

 

今
後
の
取
組 

○水俣芦北広域行政事務組合に委託している区分変更申請及び更新申請にかかる認定調査

の結果について、保険者において訪問または書面等の審査を通じて点検の実施に努めま

す。 

○認定調査員の研修参加やｅ-ラーニングシステムへの登録・活用を引き続き促し、調査の

質の向上に努めます。 

○認定調査員向け研修を年１回以上開催します。 
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（２）ケアプランの点検等 

 

今
後
の
取
組 

【ケアプランの点検】 

○第６期熊本県介護給付適正化プログラムの取組目標を踏まえて、介護支援専門員が作成

したケアプランの記載内容について、事業者に資料提出を求め又は訪問調査を行い、職

員等の第三者が点検及び支援を行うことにより、個々の受給者が真に必要とするサービ

スを確保するとともに、その状態に適合していないサービス提供の改善を図ります。 

【住宅改修の点検】 

○改修工事を行おうとする受給者宅の実態確認や工事見積書の点検、竣工時の訪問調査等

を行って施工状況を点検することにより、受給者の状態にそぐわない不適切又は不要な

住宅改修の適正化を図ります。 

○施工前の点検の際には、改修費が高額と考えられるもの、改修規模が大きく複雑である

もの、提出書類や写真からは状況が分かりにくいケース等に特に留意しながら、必要に

応じ、建築専門職やリハビリテーション専門職等の協力を得て、点検を推進します。 

【福祉用具購入・貸与調査】 

○福祉用具利用者等に対し、訪問調査又は書面審査等を行って、福祉用具の必要性や利用

状況等について点検することにより、不適切又は不要な福祉用具購入・貸与の適正化を

図ることで、受給者の身体の状態に応じて必要な福祉用具の利用を推進していきます。 

 

（３）縦覧点検・医療情報との突合 

 

今
後
の
取
組 

○縦覧点検及び医療情報との突合は費用対効果が最も期待できることから、優先的に実施

するとともに、効率的な実施を図るため、国保連への委託や保険者の活用頻度の高い帳

票を対象とした点検を行います。 

 

５．低所得者の負担軽減 

 

今
後
の
取
組 

○介護保険のサービスに対して支払った１か月ごとの利用者負担の合計が、世帯の所得状

況等により設定された一定の上限を超えた場合、超えた分を高額介護サービス費として

支給します。 
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【基本目標６に関する成果目標及び活動指標】 
 

 
実績 計画値 

R３ R4 R5(見込） R6 R7 R8 

認定調査結果の点検(実施時期) 12 月 12 月 12 月 12 月 12 月 12 月 

ケアプランの点検件数(件) 83 77 74 75 75 75 

住宅改修点検の実施率(%) 100 100 100 100 100 100 

福祉用具購入・貸与調査の実

施率(%) 
100 100 100 100 100 100 

縦覧点検・医療情報との突合

の実施(実施時期) 
12 月 12 月 12 月 12 月 12 月 12 月 
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第５章 介護保険事業の事業見込及び保険料の設定 

１．介護保険サービス量の推計の流れ 

サービス見込量の推計にあたっては、人口推計及び要介護（要支援）認定者数の推計を行

い、推計結果と各種サービスの利用実績や利用ニーズから今後のサービス利用者数と介護サ

ービス給付額を算出しました。そのうち第１号被保険者が負担すべき額（23％）を第 1 号被

保険者数で割り、調整したものが第１号被保険者 1 人あたりの保険料となります。 

 

 

介護保険料決定の流れ 

①-１ 人口推計と 

被保険者数推計 

 
住民基本台帳等から計画期間中の被保険者数を推計します。 

⬇ 
  

①-２ 要介護(要支援) 

認定者数推計 

 推計した被保険者数と認定率から要介護（要支援）認定者数を

推計します。 

⬇   

②-1 施設・居住系サービ

ス利用者数推計 

 施設・居住系サービスの入所状況、新設予定等から、利用者数

を推計します。 

⬇ 
  

②-2 居宅サービス 

利用者数推計 

 居宅サービスの受給対象者数（①-2 から②-1 を引いたもの）

と利用状況、新設予定等から、利用者数を推計します。 

⬇ 
  

③-1 介護サービス 

給付額推計 

 利用実績からサービスごとの平均単価等を算出し、 

利用者数×平均単価により、給付額を推計します。 

⬇ 
  

③-2 第１号被保険者 

負担額算定 

 介護報酬改定分を反映した総給付額の２３％を算定します。 

⬇ 
  

④   介護保険料決定  
調整交付金、保険料収納率、所得段階別被保険者数等の算定、

介護給付費準備基金の取崩額の検討を行い、介護保険料を決定

します。 
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２．人口推計等 

（１）人口推計と被保険者数推計 

住民基本台帳の人口データを基に人口推計及び被保険者数の推計を実施しました。 

今後、総人口、被保険者数ともに減少すると見込まれ、第９期計画期間の最終年度である

令和８年度は総人口は 14,252 人と、令和５年度と比較して 1,204 人減少すると推計され

ています。 

 

 

  

1,594 1,526 1,440 1,350 1,276 1,198 945 719 570 432 332

7,399 7,085 6,821 6,594 6,381 6,145
5,309

4,390
3,569

2,841 2,179

3,237 3,197 3,116 3,007 2,858 2,786

2,270

1,833

1,511
1,361

1,256

4,105 4,108
4,079 4,098 4,136 4,123

4,151

3,882

3,469

2,922

2,417

16,335

15,916
15,456

15,049

14,650 14,252

12,676

10,824

9,118

7,555

6,183

44.9%
45.9% 46.6% 47.2%

47.7% 48.5%
50.7%

52.8%
54.6%

56.7%
59.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

0

10,000

20,000

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R12 R17 R22 R27 R32

0～14歳 15～64歳 65～74歳 75歳以上 高齢化率

(人)

推計値

第９期

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R12 R17 R22 R27 R32

第1号被保険者 3,119 3,124 3,083 3,032 2,996 2,962 2,788 2,492 2,209 1,929 1,686

　　65～69歳 767 738 699 637 593 572 515 411 397 362 317

　　70～74歳 814 826 810 782 740 716 553 480 384 370 337

　　75～79歳 474 499 535 585 667 726 656 489 425 340 327

　　80～84歳 504 475 460 461 434 379 545 531 395 344 275

　　85～89歳 373 373 360 355 341 342 298 383 367 271 237

　　90歳以上 187 213 219 212 221 227 221 198 241 242 193

第2号被保険者 2,416 2,327 2,268 2,227 2,183 2,126 1,904 1,654 1,366 1,094 855

総数 5,535 5,451 5,351 5,259 5,179 5,088 4,692 4,146 3,575 3,023 2,541

第1号被保険者 4,223 4,181 4,112 4,071 3,997 3,947 3,633 3,222 2,771 2,353 1,985

　　65～69歳 839 821 776 744 690 685 538 424 323 319 294

　　70～74歳 817 812 831 843 834 813 664 517 408 310 307

　　75～79歳 625 634 654 669 719 775 786 626 487 384 292

　　80～84歳 737 708 671 663 607 543 638 696 553 429 339

　　85～89歳 633 654 640 597 593 586 483 513 557 441 341

　　90歳以上 572 552 540 555 554 545 524 446 443 470 412

第2号被保険者 2,349 2,253 2,169 2,073 2,017 1,929 1,667 1,355 1,108 846 622

総数 6,572 6,434 6,281 6,144 6,014 5,876 5,300 4,577 3,879 3,199 2,607

第1号被保険者 7,342 7,305 7,195 7,103 6,993 6,909 6,421 5,714 4,980 4,282 3,671

　　65～69歳 1,606 1,559 1,475 1,381 1,283 1,257 1,053 835 720 681 611

　　70～74歳 1,631 1,638 1,641 1,625 1,574 1,529 1,217 997 792 680 644

　　75～79歳 1,099 1,133 1,189 1,254 1,386 1,501 1,442 1,115 912 724 619

　　80～84歳 1,241 1,183 1,131 1,124 1,041 922 1,183 1,227 948 773 614

　　85～89歳 1,006 1,027 1,000 952 934 928 781 896 924 712 578

　　90歳以上 759 765 759 767 775 772 745 644 684 712 605

第2号被保険者 4,765 4,580 4,437 4,300 4,200 4,055 3,571 3,009 2,474 1,940 1,477

総数 12,107 11,885 11,632 11,403 11,193 10,964 9,992 8,723 7,454 6,222 5,148

女

男

計
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（２）認定者数推計 

第９期計画期間の認定者数は 1,500 人台で推移すると推計されています。 

 

 

 

  

377 348 338 336 328 323 310 296 280 242 202 

228 205 203 201 200 196 190 181 171 149 123 

294 296 306 302 297 290 285 278 260 
231 

190 

198 
175 173 175 169 164 160 153 144 

127 
108 

133 
149 163 167 168 166 159 151 143 

128 
106 

244 
226 210 215 215 212 204 193 

185 
172 

143 

147 
167 152 155 156 152 143 140 

133 
122 

103 

1,621 1,566 1,545 1,551 1,533 1,503 1,451 1,392 
1,316 

1,171 

975 

0

1,000

令和

3年度

令和

4年度

令和

5年度

令和

6年度

令和

7年度

令和

8年度

令和

12年度

令和

17年度

令和

22年度

令和

27年度

令和

32年度

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

要支援・要介護認定者数（要介護度別）（※2号被保険者を含む）

（人） 第９期

令和
3年度

令和
4年度

令和
5年度

令和
6年度

令和
7年度

令和
8年度

令和
12年度

令和
17年度

令和
22年度

令和
27年度

令和
32年度

総数 1,621 1,566 1,545 1,551 1,533 1,503 1,451 1,392 1,316 1,171 975
要支援1 377 348 338 336 328 323 310 296 280 242 202
要支援2 228 205 203 201 200 196 190 181 171 149 123
要介護1 294 296 306 302 297 290 285 278 260 231 190
要介護2 198 175 173 175 169 164 160 153 144 127 108
要介護3 133 149 163 167 168 166 159 151 143 128 106
要介護4 244 226 210 215 215 212 204 193 185 172 143
要介護5 147 167 152 155 156 152 143 140 133 122 103

うち第1号被保険者数 1,610 1,553 1,532 1,538 1,520 1,490 1,438 1,383 1,307 1,167 971
要支援1 375 346 335 333 325 320 307 294 278 241 201
要支援2 223 202 200 198 197 193 187 179 169 148 122
要介護1 294 292 303 299 294 287 282 276 258 230 189
要介護2 195 173 170 172 166 161 157 151 142 126 107
要介護3 132 148 162 166 167 165 158 150 142 128 106
要介護4 244 225 210 215 215 212 204 193 185 172 143

要介護5 147 167 152 155 156 152 143 140 133 122 103



88 

３．各サービス利用者数及び利用回数 

これまでの各サービスの利用実績、現在の施設サービスの利用者数及び要介護（要支援）

認定者数の推計値から、各サービスの利用者数及び利用回数の推計を行いました。 

 

（１）介護予防サービス利用者数及び利用回の見込量 

 

 

 

  

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

（１）介護予防サービス
給付費（千円） 0 18 0 0 0 0
回数（回） 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0 0 0 0
給付費（千円） 15,675 14,547 18,873 17,752 17,436 16,864
回数（回） 274.0 308.0 409.0 380.6 373.9 361.2
人数（人） 35 36 42 38 37 36
給付費（千円） 1,708 3,398 4,703 4,068 4,073 3,844
回数（回） 50.7 104.8 146.1 124.6 124.6 117.4
人数（人） 7 11 15 13 13 12
給付費（千円） 593 622 502 627 628 628
人数（人） 4 5 4 5 5 5
給付費（千円） 54,625 44,185 46,671 47,179 47,239 46,432
人数（人） 130 118 119 122 122 120
給付費（千円） 3,299 1,715 2,414 1,799 1,801 1,801
日数（日） 65.2 27.8 43.2 31.8 31.8 31.8
人数（人） 4 4 6 4 4 4
給付費（千円） 99 97 0 0 0 0
日数（日） 1.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0 0 0 0
給付費（千円） 145 123 0 0 0 0
日数（日） 2.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0 0 0 0
給付費（千円） 0 0 0 0 0 0
日数（日） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0 0 0 0
給付費（千円） 10,673 11,991 11,679 13,347 13,217 13,002
人数（人） 154 164 157 179 177 174
給付費（千円） 917 841 1,284 1,284 1,284 1,284
人数（人） 3 3 4 4 4 4

介護予防住宅改修 給付費（千円） 2,817 4,737 4,492 3,740 3,740 3,740
人数（人） 4 5 6 5 5 5
給付費（千円） 342 0 0 0 0 0
人数（人） 0 0 0 0 0 0

（２）地域密着型介護予防サービス
給付費（千円） 0 0 0 0 0 0
回数（回） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0 0 0 0
給付費（千円） 0 0 0 0 0 0
人数（人） 0 0 0 0 0 0
給付費（千円） 4,433 4,302 0 0 0 0
人数（人） 2 1 0 0 0 0

（３）介護予防支援 給付費（千円） 14,377 14,425 14,180 15,481 15,280 15,059
人数（人） 265 265 260 280 276 272

合計 給付費（千円） 109,704 101,001 104,799 105,277 104,698 102,654

特定介護予防福祉用具購入費

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護（老健）

介護予防短期入所療養介護（病院等）

介護予防短期入所療養介護(介護医療院)

介護予防福祉用具貸与

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導
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（２）介護サービス利用者数及び利用回数の見込量 

 

  

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

（１）居宅サービス
給付費（千円） 65,607 90,707 88,920 98,503 100,206 93,766
回数（回） 1,747.8 2,381.3 2,296.5 2,511.1 2,551.7 2,386.8
人数（人） 89 95 96 103 103 98
給付費（千円） 3,529 2,557 2,777 2,221 2,223 2,223
回数（回） 25 18 19 15.3 15.3 15.3
人数（人） 7 6 7 7 7 7
給付費（千円） 63,140 69,775 67,025 81,658 82,596 77,892
回数（回） 949.2 1,118.6 1,089.1 1,295.6 1,308.1 1,235.3
人数（人） 87 100 96 111 111 106
給付費（千円） 5,735 4,859 5,464 4,987 4,993 4,479
回数（回） 172.8 148.2 162.4 146.3 146.3 132.7
人数（人） 17 14 17 16 16 14
給付費（千円） 5,590 6,624 7,548 6,775 6,544 6,544
人数（人） 47 54 65 58 56 56
給付費（千円） 190,163 180,454 156,218 188,325 186,647 180,001
回数（回） 2,077 1,997 1,773 2,074.5 2,052.1 1,979.6
人数（人） 199 193 175 199 197 190
給付費（千円） 158,139 149,255 159,923 170,764 168,696 160,733
回数（回） 1,367.7 1,306.2 1,358.5 1,449.5 1,429.2 1,363.9
人数（人） 142 147 146 156 154 147
給付費（千円） 70,728 72,454 70,930 76,027 76,123 76,163
日数（日） 707.8 742.1 771.3 771.8 771.8 774.2
人数（人） 55 53 55 57 57 57
給付費（千円） 19,846 21,117 21,248 23,333 23,363 22,010
日数（日） 161.3 169.3 167.1 181.3 181.3 172.2
人数（人） 15 17 16 19 19 18
給付費（千円） 3,184 3,482 10,286 907 908 908
日数（日） 33.2 37.3 102.6 9.8 9.8 9.8
人数（人） 3 4 5 4 4 3
給付費（千円） 0 0 0 0 0 0
日数（日） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0 0 0 0
給付費（千円） 43,779 44,563 40,046 47,662 47,595 45,758
人数（人） 276 285 261 306 305 295
給付費（千円） 1,604 1,407 1,865 2,333 2,333 1,865
人数（人） 5 5 4 5 5 4
給付費（千円） 4,191 1,969 871 3,069 3,069 3,069
人数（人） 5 3 1 3 3 3
給付費（千円） 8,314 11,723 5,606 5,685 5,693 5,693
人数（人） 4 5 2 2 2 2

（２）地域密着型サービス
給付費（千円） 0 873 0 0 0 0
人数（人） 0 0 0 0 0 0
給付費（千円） 0 0 0 0 0 0
人数（人） 0 0 0 0 0 0
給付費（千円） 49,045 42,302 31,552 46,187 46,100 45,036
回数（回） 503.9 442.8 335.8 490.1 487.3 474.9
人数（人） 46 42 29 43 43 42
給付費（千円） 0 0 0 0 0 0
回数（回） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0 0 0 0
給付費（千円） 0 0 0 17,694 17,717 17,717
人数（人） 0 0 0 7 7 7
給付費（千円） 264,042 243,645 276,481 267,210 267,549 267,549
人数（人） 84 77 86 82 82 82
給付費（千円） 66,541 65,892 79,719 78,539 78,638 78,638
人数（人） 28 27 33 32 32 32
給付費（千円） 5,075 1,301 0 0 0 0
人数（人） 2 0 0 0 0 0
給付費（千円） 0 0 0 0 0 0
人数（人） 0 0 0 0 0 0
給付費（千円） 0 0 0
人数（人） 0 0 0

（３）施設サービス
給付費（千円） 494,572 472,700 485,164 492,013 492,636 492,636
人数（人） 150 150 154 154 154 154
給付費（千円） 318,982 321,709 334,121 338,837 339,266 339,266
人数（人） 96 98 102 102 102 102

介護医療院 給付費（千円） 31,720 36,070 61,510 106,574 106,708 106,708
人数（人） 8 9 15 26 26 26
給付費（千円） 40,957 37,916 35,206
人数（人） 13 13 11

（４）居宅介護支援 給付費（千円） 79,147 80,921 74,634 86,287 85,910 83,021
人数（人） 459 463 427 485 481 465

合計 給付費（千円） 1,993,630 1,964,272 2,017,111 2,145,590 2,145,513 2,111,675

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

看護小規模多機能型居宅介護

複合型サービス（新設）

住宅改修費

特定施設入居者生活介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

短期入所生活介護

短期入所療養介護（老健）

短期入所療養介護（病院等）

短期入所療養介護(介護医療院)

福祉用具貸与

特定福祉用具購入費

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護

通所リハビリテーション

訪問介護
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（３）地域支援事業の見込量 

 

 

  

１．介護予防・日常生活支援総合事業

サービス種別・項目 R3 R4 R5 R6 R7 R8
訪問介護相当サービス 14,967,031 15,254,912 14,742,459 14,504,790 14,359,542 14,179,293

(利用者数：人) (109 ) (101 ) (98 ) (97 ) (97 ) (96 )
訪問型サービスA 0 117,000 372,000 388,001 341,673 338,394

(利用者数：人) (0 ) (2 ) (4 ) (4 ) (4 ) (4 )
訪問型サービスB 0 0 0 0 0 0
訪問型サービスC 0 0 0 3,000 4,500 6,000
訪問型サービスD 0 0 0 0 0 0
訪問型サービス(その他) 0 0 0 0 0 0
通所介護相当サービス 42,009,488 39,189,500 36,742,050 36,282,516 35,883,750 35,217,324

(利用者数：人) (214 ) (206 ) (203 ) (201 ) (200 ) (197 )
通所型サービスA 802,000 808,000 1,827,000 1,822,671 1,798,380 1,747,746

(利用者数：人) (13 ) (12 ) (13 ) (13 ) (13 ) (12 )
通所型サービスB 0 0 0 0 0 0
通所型サービスC 0 0 0 30,000 45,000 60,000
通所型サービス(その他) 0 0 0 0 0 0
栄養改善や見守りを目的とした配食 9,223,600 10,251,800 14,948,100 15,014,064 15,156,985 15,109,345
定期的な安否確認、緊急時の対応、住民ボランティア等の見守り 0 0 0 0 0 0
その他、訪問型サービス・通所型サービスの一体的提供等 0 0 0 0 0 0
介護予防ケアマネジメント 7,579,855 6,532,950 6,500,000 6,528,684 6,590,831 6,570,115
介護予防把握事業 0 0 0 0 0 0
介護予防普及啓発事業 0 0 0 0 0 0
地域介護予防活動支援事業 11,545,957 12,859,082 13,333,333 13,392,171 13,519,653 13,477,159
一般介護予防事業評価事業 0 0 0 0 0 0
地域リハビリテーション活動支援事業 0 0 0 0 0 0
上記以外の介護予防・日常生活総合事業 0 0 0 0 0 0

２．包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業

サービス種別・項目 R3 R4 R5 R6 R7 R8
包括的支援事業(地域包括支援センターの運営) 30,141,439 28,321,950 31,000,000 30,603,614 30,129,673 29,767,755
任意事業 4,402,185 6,262,278 8,000,000 7,897,707 7,775,400 7,682,001

３．包括的支援事業（社会保障充実分）

サービス種別・項目 R3 R4 R5 R6 R7 R8
在宅医療・介護連携推進事業 2,313,000 2,200,000 3,014,000 3,014,000 3,014,000 3,014,000
生活支援体制整備事業 3,977,000 6,184,000 8,880,000 8,880,000 8,880,000 8,880,000
認知症初期集中支援推進事業 12,844,100 13,980,000 6,840,000 6,840,000 6,840,000 6,840,000
認知症地域支援・ケア向上事業 0 0 6,840,000 6,840,000 6,840,000 6,840,000
認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業 0 0 0 0 0 0
地域ケア会議推進事業 0 0 0 0 0 0

４．地域支援事業費計

R3 R4 R5 R6 R7 R8
介護予防・日常生活支援総合事業費 86,127,931 85,013,244 88,464,942 87,965,897 87,700,314 86,705,376
包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業費 34,543,624 34,584,228 39,000,000 38,501,321 37,905,073 37,449,756
包括的支援事業（社会保障充実分） 19,134,100 22,364,000 25,574,000 25,574,000 25,574,000 25,574,000
地域支援事業費 139,805,655 141,961,472 153,038,942 152,041,218 151,179,387 149,729,132

（単位：円） 
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４．介護サービス給付額等推計 

 

 

 

 

 

 

  

【利用者数】 【給付費】

介護医療院 26人

認知症対応型共同生活介護等 82人
令和８年度

介護老人福祉施設等 154人

合　計

1,290,490千円介護老人保健施設 102人
令和８年度

特定施設入居者生活介護等 34人

398人

介護医療院 26人

合　計 398人

令和７年度
認知症対応型共同生活介護等

介護老人福祉施設等 154人

1,290,490千円
令和７年度

特定施設入居者生活介護等 34人

82人

介護老人保健施設 102人

介護老人保健施設 102人

介護医療院 26人

合　計 398人

特定施設入居者生活介護等 34人
令和６年度

認知症対応型共同生活介護等 82人

令和６年度
介護老人福祉施設等 154人

1,288,858千円

施設・居住系サービス

【給付費】

令和６年度

【要介護度区分別　対象者数・給付費】
853,432千円

要支援 要介護

対象者数

令和７年度

851,722千円

令和７年度 528人 85,678千円 607人 766,044千円

給付費 対象者数 給付費

令和６年度 537人 86,056千円 616人 767,376千円

818,950千円

令和８年度 519人 83,855千円 586人 735,095千円
令和８年度

在宅サービス

住宅改修費 20,427千円

居宅介護支援費 255,218千円

介護予防支援費 45,820千円

その他の介護サービス費

高額医療合算介護サー
ビス費等給付額

2,733千円

算定対象審査支払手数
料

6,433千円

特定入所者介護サービ
ス費等給付額

217,373千円

高額介護サービス費等
給付額

139,872千円

その他の費用
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５．第１号被保険者の負担額 

（１）第１号被保険者の介護保険料基準額 
 

 
 

   

施設・居住系サービス

令和６年度 1,288,858千円

令和７年度 1,290,490千円

令和８年度 1,290,490千円

在宅サービス

令和６年度 86,056千円

令和７年度 85,678千円

令和８年度 83,855千円

令和６年度 767,376千円

令和７年度 766,044千円

令和８年度 735,095千円

その他の介護サービス費用

住宅改修費

居宅介護支援費

介護予防支援費

その他の費用

特定入所者介護サービス費等給付額

高額介護サービス費等給付額

高額医療合算介護サービス費等給付額

算定対象審査支払手数料

標準給付費
見込額3,869,838千円

7,081,818千円

要支援
255,589千円

要介護
2,268,515千円

255,218千円

45,820千円

217,373千円

139,872千円

2,733千円

6,433千円

20,427千円

標準給付費見込額 7,081,818,115 円

＋) 地域支援事業費 452,949,737 円

（うち、介護予防・日常生活支援総合事業費） 262,371,587 円

×) 第１号被保険者負担割合（※次ページ参照） 23 ％

＝） 第１号被保険者負担分相当額 1,732,996,606 円

＋) 調整交付金相当額 367,209,485 円

－) 調整交付金見込額 691,675,000 円

＋) 財政安定化基金拠出金見込額 0 円

＋) 財政安定化基金償還金 0 円

－) 準備基金取崩額 251,132,000 円

＋) 市町村特別給付費等 0 円

－) 市町村相互財政安定化事業負担額 0 円

－) 保険者機能強化推進交付金等の交付見込額 11,000,000 円

＝） 保険料収納必要額 1,146,399,091 円

÷) 予定保険料収納率 99.00 ％

÷) 所得段階別加入割合補正後第１号被保険者数 19,334 人

≒） 年額保険料 59,900 円

÷) 月額に変換

≒） 第１号被保険者介護保険料基準額 4,991 円

１２か月
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（２）第１号被保険者の負担割合 

①介護保険の財源構成 

介護保険事業費の財源は、第１号被保険者の保険料、第２号被保険者の保険料、国、県、市

町村の負担金によって賄われています。 

第１号被保険者と第２号被保険者の負担割合は、計画期間ごとに全国の人口比率で定められ

ており、第９期計画期間中の第１号被保険者の負担割合は 23％、第２号被保険者の負担割合

は 27％となっています。 

 

 

■標準給付費 

居宅サービス 施設サービス 

  

 

■地域支援事業費 

介護予防・日常生活支援総合事業 包括的支援事業・任意事業等 

  

 

  

国(調整交付金)

5.0%

国

20.0%

県

12.5%

市町村

12.5%

第２号被保険者

27.0%

第１号被保険者

23.0%
国(調整交付金)

5.0%

国

15.0%

県

17.5%

市町村

12.5%

第２号被保険者

27.0%

第１号被保険者

23.0%

国(調整交付金)

5.0%

国

20.0%

県

12.5%

市町村

12.5%

第２号被保険者

27.0%

第１号被保険者

23.0%

国

38.5%

県

19.25%

市町村

19.25%

第１号被保険者

23.0%
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②所得段階別保険料率 

第１号被保険者介護保険料基準額を基準（第５段階 保険料率 1.0）とし、被保険者の負担

能力に応じて 13 段階の所得段階を設定することで、低所得者層の負担軽減を図ります。 

 

区分 対象者 
基準額に対する 

保険料率 

第１段階 

生活保護被保護者 

世帯全員が町民税非課税の老齢福祉年金受給者 

世帯全員が町民税非課税で、合計所得金額＋課税年金収入の合計額が 80

万円以下 

基準額×0.455 

第２段階 
世帯全員が町民税非課税で、合計所得金額＋課税年金収入の合計が 80 万

円超、120 万円以下 
基準額×0.685 

第３段階 
世帯全員が町民税非課税で、合計所得金額＋課税年金収入の合計が 120万

円超 
基準額×0.69 

第４段階 本人が町民税非課税で、合計所得金額＋課税年金収入の合計が 80 万円以下 基準額×0.9 

第５段階 本人が町民税非課税で、合計所得金額＋課税年金収入の合計が 80 万円超 基準額×1.0 

第６段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が 120 万円未満 基準額×1.2 

第７段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が 120 万円以上、210 万円未満 基準額×1.3 

第８段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が 210 万円以上、320 万円未満 基準額×1.5 

第９段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が 320 万円以上、420 万円未満 基準額×1.7 

第 10 段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が 420 万円以上、520 万円未満 基準額×1.9 

第 11 段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が 520 万円以上、620 万円未満 基準額×2.1 

第 12 段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が 620 万円以上、720 万円未満  基準額×2.3 

第 13 段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が 720 万円以上 基準額×2.4 

※合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額（収入の種類により計算方法が異なる）を

控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除等の所得控除をする前の金額。 

課税年金収入額とは、国民年金、厚生年金等（遺族年金・障害年金は除く）の町民税の課税対象とな

る年金収入額。 

 

■所得段階別被保険者数推計 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和１２年度 令和１７年度 令和２２年度 令和２７年度 令和３２年度

第1段階 1,235 1,215 1,200 1,116 993 865 744 638
第2段階 935 921 910 845 752 656 564 483
第3段階 781 769 760 707 628 548 471 404
第4段階 741 730 721 670 596 520 447 383
第5段階 1,215 1,196 1,182 1,098 978 852 733 628
第6段階 1,142 1,124 1,111 1,032 919 800 689 590
第7段階 619 610 602 560 498 434 373 320
第8段階 232 228 226 210 187 163 140 120
第9段階 93 92 90 84 75 65 56 48
第10段階 47 46 46 42 38 33 28 24
第11段階 20 20 19 18 16 14 12 10
第12段階 9 9 9 8 7 6 5 5
第13段階 34 33 33 31 27 24 20 18

総数 7,103 6,993 6,909 6,421 5,714 4,980 4,282 3,671
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③所得段階別保険料基準額 

基準額に対する保険料率に、公費の投入により低所得者層（第１段階～第３段階）の介護保

険料の軽減を図ります。 

最終的な所得段階別の保険料は以下のとおりです。 

 

 

区分 対象者 

基準額 
に対する 
保険料率 

公費投入 
による 

保険料率 
月額保険料 年額保険料 

第１段階 

生活保護被保護者 

世帯全員が町民税非課税の老齢福祉

年金受給者 

世帯全員が町民税非課税で、合計所得

金額＋課税年金収入の合計額が 80 万

円以下 

基準額×

0.455 
0.285 1,423 円 17,100 円 

第２段階 

世帯全員が町民税非課税で、合計所得

金額＋課税年金収入の合計が 80 万円

超、120 万円以下 

基準額×

0.685 
0.485 2,421 円 29,000 円 

第３段階 

世帯全員が町民税非課税で、合計所得

金額＋課税年金収入の合計が 120 万

円超 
基準額×0.69 0.685 3,419 円 41,000 円 

第４段階 
本人が町民税非課税で、合計所得金額

＋課税年金収入の合計が 80 万円以下 
基準額×0.9 0.9 4,492 円 53,900 円 

第５段階 
本人が町民税非課税で、合計所得金額

＋課税年金収入の合計が 80 万円超 
基準額×1.0 1.0 4,991円 59,900円 

第６段階 
本人が町民税課税で、合計所得金額が

120 万円未満 
基準額×1.2 1.2 5,990 円 71,900 円 

第７段階 
本人が町民税課税で、合計所得金額が

120 万円以上、210 万円未満 
基準額×1.3 1.3 6,489 円 77,900 円 

第８段階 
本人が町民税課税で、合計所得金額が

210 万円以上、320 万円未満 
基準額×1.5 1.5 7,487 円 89,800 円 

第９段階 
本人が町民税課税で、合計所得金額が

320 万円以上、420 万円未満 
基準額×1.7 1.7 8,485 円 101,800 円 

第 10 段階 
本人が町民税課税で、合計所得金額が

420 万円以上、520 万円未満 
基準額×1.9 1.9 9,483 円 113,800 円 

第 11 段階 
本人が町民税課税で、合計所得金額が

520 万円以上、620 万円未満 
基準額×2.1 2.1 10,482 円 125,800 円 

第 12 段階 
本人が町民税課税で、合計所得金額が

620 万円以上、720 万円未満  
基準額×2.3 2.3 11,480 円 137,800 円 

第 13 段階 
本人が町民税課税で、合計所得金額が

720 万円以上 
基準額×2.4 2.4 11,979 円 143,700 円 
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６．中長期的な保険料の見込 

令和 22 年度（2040 年度）前後には、全国的に生産年齢人口の減少が加速する中で、高齢者

人口がピークを迎えます。国はこの中長期的な動向については計画策定の基本指針において、

保険者ごとの人口構成や介護需要の変化については、地域によって異なることから、令和 22

年等の中長期を見据え介護サービス基盤を計画的に整備することが重要であるとしています。 

本町における令和 12 年度以降のサービス見込量及び保険料の中長期的な保険料の推計結果

は以下のとおりとなります。 

 

（１）中長期的なサービス見込量の推移 

 

 

  

令和12年度 令和17年度 令和22年度 令和27年度 令和32年度

（１）介護予防サービス
給付費（千円） 0 0 0 0 0
回数（回） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0 0 0
給付費（千円） 16,864 15,953 15,042 12,648 10,826
回数（回） 361.2 341.8 322.4 270.9 232.1
人数（人） 36 34 32 27 23
給付費（千円） 3,395 3,395 3,167 2,718 2,489
回数（回） 104.0 104.0 96.8 83.4 76.2
人数（人） 11 11 10 9 8
給付費（千円） 498 498 498 498 379
人数（人） 4 4 4 4 3
給付費（千円） 44,538 42,645 40,224 34,824 28,896
人数（人） 115 110 104 90 75
給付費（千円） 1,801 1,801 1,801 1,458 901
日数（日） 31.8 31.8 31.8 25.8 15.9
人数（人） 4 4 4 3 2
給付費（千円） 0 0 0 0 0
日数（日） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0 0 0
給付費（千円） 0 0 0 0 0
日数（日） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0 0 0
給付費（千円） 0 0 0 0 0
日数（日） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0 0 0
給付費（千円） 12,552 11,952 11,288 9,789 8,140
人数（人） 168 160 151 131 109
給付費（千円） 1,284 1,284 1,284 642 642
人数（人） 4 4 4 2 2

介護予防住宅改修 給付費（千円） 3,740 3,740 3,740 2,243 2,243
人数（人） 5 5 5 3 3
給付費（千円） 0 0 0 0 0
人数（人） 0 0 0 0 0

（２）地域密着型介護予防サービス
給付費（千円） 0 0 0 0 0
回数（回） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0 0 0
給付費（千円） 0 0 0 0 0
人数（人） 0 0 0 0 0
給付費（千円） 0 0 0 0 0
人数（人） 0 0 0 0 0

（３）介護予防支援 給付費（千円） 14,506 13,841 13,066 11,350 9,412
人数（人） 262 250 236 205 170

合計 給付費（千円） 99,178 95,109 90,110 76,170 63,928

特定介護予防福祉用具購入費

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護（老健）

介護予防短期入所療養介護（病院等）

介護予防短期入所療養介護(介護医療院)

介護予防福祉用具貸与

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導
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令和12年度 令和17年度 令和22年度 令和27年度 令和32年度

（１）居宅サービス
給付費（千円） 91,247 86,994 83,326 76,701 47,017
回数（回） 2,323.1 2,214.4 2,121.5 1,952.6 1,195.5
人数（人） 95 91 87 79 56
給付費（千円） 1,787 1,787 1,787 1,787 887
回数（回） 12.3 12.3 12.3 12.3 6.1
人数（人） 6 6 6 5 2
給付費（千円） 75,370 71,504 68,496 62,422 41,898
回数（回） 1,198.0 1,136.6 1,086.2 988.5 672.9
人数（人） 103 98 93 84 61
給付費（千円） 4,092 3,776 3,776 3,776 2,675
回数（回） 121.0 111.6 111.6 111.6 78.9
人数（人） 13 12 12 12 8
給付費（千円） 6,193 5,963 5,724 5,132 3,752
人数（人） 53 51 49 44 32
給付費（千円） 176,066 169,435 159,001 142,749 107,026
回数（回） 1,938.1 1,866.3 1,750.1 1,572.4 1,192.1
人数（人） 186 179 168 151 114
給付費（千円） 155,741 150,698 140,755 127,871 96,353
回数（回） 1,324.6 1,280.8 1,196.3 1,085.4 824.9
人数（人） 143 138 129 117 89
給付費（千円） 73,411 68,487 66,339 60,249 41,131
日数（日） 745.3 701.9 676.5 610.9 428.3
人数（人） 55 52 50 45 32
給付費（千円） 22,010 20,010 20,010 18,255 13,147
日数（日） 172.2 156.3 156.3 142.2 103.1
人数（人） 18 17 17 15 11
給付費（千円） 908 908 908 454 454
日数（日） 9.8 9.8 9.8 4.9 4.9
人数（人） 3 3 3 2 2
給付費（千円） 0 0 0 0 0
日数（日） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0 0 0
給付費（千円） 44,038 42,297 39,920 36,288 25,787
人数（人） 286 275 259 234 175
給付費（千円） 1,865 1,865 1,865 1,865 1,865
人数（人） 4 4 4 4 4
給付費（千円） 3,069 3,069 3,069 2,527 871
人数（人） 3 3 3 2 1
給付費（千円） 5,693 5,693 5,693 5,693 2,846
人数（人） 2 2 2 2 1

（２）地域密着型サービス
給付費（千円） 0 0 0 0 0
人数（人） 0 0 0 0 0
給付費（千円） 0 0 0 0 0
人数（人） 0 0 0 0 0
給付費（千円） 42,973 40,764 38,634 34,362 26,817
回数（回） 458.6 434.8 410.0 365.2 288.9
人数（人） 40 38 36 32 25
給付費（千円） 0 0 0 0 0
回数（回） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0 0 0
給付費（千円） 0 0 0 0 0
人数（人） 0 0 0 0 0
給付費（千円） 257,642 251,182 238,251 208,613 172,867
人数（人） 79 77 73 64 53
給付費（千円） 76,089 73,347 68,729 61,803 54,442
人数（人） 31 30 28 25 22
給付費（千円） 0 0 0 0 0
人数（人） 0 0 0 0 0
給付費（千円） 0 0 0 0 0
人数（人） 0 0 0 0 0
給付費（千円） 0 0 0 0 0
人数（人） 0 0 0 0 0

（３）施設サービス
給付費（千円） 466,792 451,378 428,915 393,501 393,501
人数（人） 146 141 134 123 123
給付費（千円） 325,617 309,015 295,366 266,744 266,744
人数（人） 98 93 89 80 80

介護医療院 給付費（千円） 102,374 98,468 94,133 85,893 85,893
人数（人） 25 24 23 21 21
給付費（千円）

人数（人）

（４）居宅介護支援 給付費（千円） 80,425 77,553 72,952 65,559 49,021
人数（人） 451 435 409 367 278

合計 給付費（千円） 2,013,402 1,934,193 1,837,649 1,662,244 1,434,994

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

看護小規模多機能型居宅介護

複合型サービス（新設）

住宅改修費

特定施設入居者生活介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

短期入所生活介護

短期入所療養介護（老健）

短期入所療養介護（病院等）

短期入所療養介護(介護医療院)

福祉用具貸与

特定福祉用具購入費

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護

通所リハビリテーション

訪問介護
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（２）中長期的な保険料必要額の推移 

 

 

 

 

  

保険料基準額の指標
令和12年度 令和17年度 令和22年度 令和27年度 令和32年度

保険料基準額（月額） 6,993 7,771 7,674 8,000 8,654
準備基金取崩額の影響額 0 0 0 0 0

準備基金の残高（前年度末の見込額） 0 0 0 0 0
準備基金取崩額 0 0 0 0 0
準備基金取崩割合 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

財政安定化基金拠出金見込額の影響額 0 0 0 0 0
財政安定化基金拠出金見込額 0 0 0 0 0
財政安定化基金拠出率 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

財政安定化基金償還金の影響額 0 0 0 0 0
財政安定化基金償還金 0 0 0 0 0

保険料基準額の伸び率（％） （対８期保険料） 40.1% 55.7% 53.8% 60.3% 73.4%

保険料収納必要額関係

標準給付費見込額（A） 2,229,399,547 2,141,371,503 2,033,709,777 1,832,690,875 1,577,418,932
総給付費（財政影響額調整後） 2,112,580,000 2,029,302,000 1,927,759,000 1,738,414,000 1,498,922,000

総給付費 2,112,580,000 2,029,302,000 1,927,759,000 1,738,414,000 1,498,922,000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

68,790,774 65,993,630 62,390,530 55,516,193 46,223,986
特定入所者介護サービス費等給付額 68,790,774 65,993,630 62,390,530 55,516,193 46,223,986
制度改正に伴う財政影響額 0 0 0 0 0

高額介護サービス費等給付額（財政影響額調整後） 45,129,375 43,294,343 40,930,571 36,420,744 30,324,701
高額介護サービス費等給付額 45,129,375 43,294,343 40,930,571 36,420,744 30,324,701
高額介護サービス費等の利用者負担の見直し等に伴う財政影響額 0 0 0 0 0

高額医療合算介護サービス費等給付額 864,538 829,385 784,102 697,708 580,927
算定対象審査支払手数料 2,034,860 1,952,145 1,845,574 1,642,230 1,367,318

審査支払手数料一件あたり単価 71 71 71 71 71
審査支払手数料支払件数 28,660 27,495 25,994 23,130 19,258
審査支払手数料差引額（K） 0 0 0 0 0

地域支援事業費（B) 145,053,431 137,935,344 128,602,712 114,493,332 99,953,739
介護予防・日常生活支援総合事業費 84,674,845 81,389,002 76,034,966 65,709,047 54,481,338
包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業費 34,804,586 30,972,342 26,993,746 23,210,285 19,898,401
包括的支援事業（社会保障充実分） 25,574,000 25,574,000 25,574,000 25,574,000 25,574,000

第1号被保険者負担分相当額（D） 569,868,715 569,826,712 562,201,247 525,739,736 469,664,348
調整交付金相当額（E） 115,703,720 111,138,025 105,487,237 94,919,996 81,595,014
調整交付金見込額（I） 194,614,000 195,381,000 249,794,000 246,222,000 203,824,000

調整率 1.000000000 1.000000000 1.000000000 1.000000000 1.000000000
特別調整交付金の交付見込額 0 0 0 0 0

調整交付金見込交付割合（H） 8.41% 8.79% 11.84% 12.97% 12.49%
後期高齢者加入割合補正係数（F） 0.9308 0.9203 0.7995 0.7646 0.7947

所得段階別加入割合補正係数（G） 0.9219 0.9219 0.9219 0.9219 0.9219
市町村特別給付費等 0 0 0 0 0
市町村相互財政安定化事業負担額 0 0 0 0 0
保険者機能強化推進交付金等の交付見込額 0 0 0 0 0
保険料収納必要額（L) 490,958,434 485,583,737 417,894,484 374,437,732 347,435,361
予定保険料収納率 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%

令和32年度

利用者負担の見直し等に伴う財政影響額

令和12年度 令和17年度 令和22年度 令和27年度

特定入所者介護サービス費等給付額（財政影響額調整後）
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第６章 計画の推進と進行管理 

１．計画推進の体制 

（１）庁内の体制 

基本指針において、本計画は、地域包括ケアシステム構築を推進するにあたり重要な過程

であることから、庁内一丸となって取り組むよう努めることが望ましいとされています。 

芦北町においては、福祉課を中心に、まちづくり、防災等の関係各課と連携し、地域と高齢

者福祉に関する問題意識を共有し、協力して必要な施策に取り組みます。 

 

（２）芦北町老人保健福祉計画・介護保険事業計画運営調整委員会 

芦北町老人保健福祉計画・介護保険事業計画の策定及び、適切な運営または、基盤整備の進

捗状況を点検するため、芦北町老人保健福祉計画・介護保険事業計画運営調整委員会を平成

17 年から設置しています。 

本委員会において、第９期芦北町老人保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に係る内容

検討・審議を行うとともに、実施運営状況の報告及び評価を行います。 

 

（３）芦北町地域密着型サービス運営委員会 

日常生活圏域内でサービスの利用及び提供を行う地域密着型サービスの適正な運営を確保

するため、芦北町地域密着型サービス運営委員会を第８期に引き続き設置します。 

運営委員会においては、地域密着型サービスの指定、指定基準及び介護報酬の設定、質の確

保を図るための評価、適正な運営の確保と必要と認められる事項について審議します。 

 

（４）芦北町地域包括支援センター運営協議会 

地域包括支援センターの適切な運営、公正・中立性の確保その他の円滑かつ適正な運営を

図るために、平成 18 年度から芦北町地域包括支援センター運営協議会を設置しています。 

運営協議会は、地域包括支援センターの設置、運営、職員の確保や地域包括ケア等に関する

事項を調査審議します。 
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２．計画の進行管理 

（１）取組の評価手法 

介護保険事業計画は、介護保険法第 117 条第８項において、介護予防の取組や介護給付の

適正化に関する取組の評価を行うものと定められています。 

本町では、取組の評価及びそれに基づく計画の進行管理について以下のとおりＰＤＣＡサ

イクルによる評価・管理を行います。 

計画に定める事業推進方針の進捗状況や活動指標等の把握を行い、「芦北町老人保健福祉計

画・介護保険事業計画運営調整委員会」において、指標等の達成状況及び介護保険事業の実施

状況の報告を行い、検証・評価し、次期計画に向けた取組の方向性の再検討、改善につなげま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■評価に関する法的根拠 

【介護保険法 （令和五年法律第三十一号による改正 令和６年４月１日より施行）】 

第百十七条 ２ 三 被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となること

の予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関

し、市町村が取り組むべき施策に関する事項 

同四 前号に掲げる事項の目標に関する事項 

８ 市町村は、第二項第三号に規定する施策の実施状況及び同項第四号に規定する目標の達成状況

に関する調査及び分析を行い、市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行うものとする。 

  

 

 
ＰＬＡＮ 

計画 

ＤＯ 

実行 

ＡＣＴ 

改善 

ＣＨＥＣＫ 

検証・評価 

ＰＤＣＡ 

サイクル 
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（２）目標の設定と重点的取組 

前段「（１）取組の評価手法」にあるとおり、介護保険法第 117 条第８項において、市町村

は「被保険者の自立支援、介護予防又は重度化防止」及び「介護給付費の適正化」に関して本

計画期間中に取り組むべき事項及びその目標値を定めることとされています。 

併せて、「第４章 施策の展開」において定めた各種取組の中で、「県内でも上位となる高齢

者世帯割合」、「今後増加すると見込まれる後期高齢者数」といった本町の抱える課題に基づ

き、特に重点的に取り組むべき事項とその優先順位及び目標値について以下のとおり定めま

す。 

 

（ア）被保険者の自立支援、介護予防又は重度化防止に関する事項 （優先順位１） 

【「第４章 施策の展開」での関連ページ】 

Ｐ50～Ｐ58 

 

 
実績 計画値 

R３ R4 R5(見込） R6 R7 R8 

介護予防教室の実施回数（回） 446 749 1,354 1,560 1,620 1,680 

通いの場の箇所数（箇所） 10 7 8 9 10 13 

特定健診の受診率（％） 35.8 41.6 40.0 50.0 50.0 55.0 

後期高齢者健診の受診率（％） 13.6 13.2 19.7 15.1 15.1 15.1 

 

(イ）認知症施策の推進 （優先順位２） 

【「第４章 施策の展開」での関連ページ】 

P67～P71 

 

 
実績 計画値 

R３ R4 R5(見込） R6 R7 R8 

認知症サポーター養成数 

（延べ人数） 
3,227 3,244 3,272 3,320 3,450 3,600 

認知症サポーターフォローア

ップ研修実施回数(回) 
0 0 0 1 1 1 

チームオレンジ(チーム数) 0 0 0 0 1 1 

認知症カフェの開催箇所数 

（箇所） 
1 1 1 1 1 1 

出張カフェの開催回数（回） 0 0 0 1 1 1 

認知症カフェの参加者数 

（年間延べ人数） 
34 83 100 130 160 200 

認知症に関する相談窓口の認

知度（％） 

令和４年度日常生活圏域ニーズ調査 

30.6％ 

令和 7 年度日常生活圏域ニーズ調査 

40.0％   
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（ウ）介護給付費の適正化に関する事項 （優先順位３） 

【「第４章 施策の展開」での関連ページ】 

Ｐ81～Ｐ83 
 

 
実績 計画値 

R３ R4 R5(見込） R6 R7 R8 

認定調査結果の点検(実施時期) 12 月 12 月 12 月 12 月 12 月 12 月 

ケアプランの点検件数(件) 83 77 74 75 75 75 

住宅改修点検の実施率(%) 100 100 100 100 100 100 

福祉用具購入・貸与調査の実

施率(%) 
100 100 100 100 100 100 

縦覧点検・医療情報との突合

の実施(実施時期) 
12 月 12 月 12 月 12 月 12 月 12 月 
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資料編 
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１．介護（予防）サービスの種類 

居宅介護サービス 

訪問介護 

利用者の居宅にホームヘルパーが訪問し、食事や入浴、排せつの介助

などの身体介護や、買い物、洗濯、掃除などの生活援助を行うもので、

居宅介護における中心的なサービスとして位置づけられています。 

訪問入浴介護・介護予防訪問入浴

介護 

利用者の居宅に移動入浴車などの入浴設備を持ち込み、入浴・洗髪の

介助や心身機能の維持・確認を行うものです。 

訪問看護・介護予防訪問看護 
利用者の居宅に看護師などが訪問し、主治医の指示のもと、健康状態

の管理や処置などを行います。 

訪問リハビリテーション・介護予

防訪問リハビリテーション 

利用者の居宅に理学療法士や作業療法士などが訪問し、日常生活を送

るために必要な心身の機能の維持回復を図ることを目的としたサービス

です。 

居宅療養管理指導・介護予防居宅

療養管理指導 

利用者の居宅に医師・歯科医師・薬剤師などが訪問し、療養上の管理

指導を行うものです。 

通所介護 

 

利用者が通所介護事業所（デイサービスセンターなど）に通所し、食

事や入浴などの日常生活上の世話を受けるほか、機能訓練や社会交流に

よる日常生活能力の維持（認知症予防）を図ることを目的としたサービ

スです。 

通所リハビリテーション・介護予

防通所リハビリテーション 

 

利用者が病院や介護老人保健施設などに通所し、心身機能の維持回復

を目的に、理学療法士や作業療法士の指導のもとで専門的なリハビリテ

ーションを受け、送迎・入浴・食事などのサービスも受けられるサービ

スです。 

短期入所生活介護・介護予防短期

入所生活介護 

 

介護者の事情などにより居宅での介護が困難になった際に、施設に一

定期間入所し、入浴・食事・排せつなどの介護や日常生活の世話、機能

訓練などを受けるもので、特別養護老人ホームに入所する場合、短期入

所生活介護となります。 

短期入所療養介護（老健）・介護

予防短期入所療養介護（老健） 

短期入所のうち、介護老人保健施設に入所する場合、短期入所療養介

護となります。 

短期入所療養介護（病院など）・

介護予防短期入所療養介護（病院

など） 

短期入所のうち、病院などに入所する場合、短期入所療養介護となり

ます。 

 

特定施設入居者生活介護・介護予

防特定施設入居者生活介護 

特定施設としての指定を受けた有料老人ホーム、ケアハウスなどに入

居している利用者に対して、介護サービス計画（ケアプラン）に基づい

て入浴、食事などの介護、機能訓練などを行うものです。 

福祉用具貸与・介護予防福祉用具

貸与 

利用者が日常生活を営むために、心身の状況や環境などに応じて自立

を助ける適切な福祉用具の選定・貸与を行うものです。 

特定福祉用具購入費・特定介護予

防福祉用具購入費 

居宅での介護を円滑に行うことができるように、５種目の特定福祉用

具の購入費に対して年間 10万円を上限として支給するサービスです。 
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住宅改修・介護予防住宅改修 

在宅生活に支障がないように行う住宅の改修（段差解消、手すり取付

けなど）に対し、20 万円を上限として費用の支給を行うものです。 

また、住宅改修費の支給申請の際に介護支援専門員が行う理由書作成

に対して、居宅介護支援事業所などへ費用を助成する「住宅改修支援事

業」を行います。 

居宅介護支援・介護予防支援 

居宅介護支援事業は、利用者の意向をもとにした介護支援専門員（ケ

アマネジャー）によるケアプランの作成やサービス提供事業者などとの

連絡調整など居宅サービス利用にかかわる総合調整を行うものです。 

施設サービス 

介護老人福祉施設 
身体上又は精神上著しい障がいがあるため常時介護を必要とし、自宅

において介護を受けることが困難な高齢者に対して、入浴・排せつ・食

事などの介護、その他日常生活の世話を行う入所施設です。 

介護老人保健施設 在宅復帰を目的として、リハビリテーションを含む看護・医療サービ

スを提供するとともに、入浴・排せつ・食事などの介護、その他日常生活

上の世話を行う入所施設です。 

介護医療院 

 

慢性期の医療・介護ニーズに対応するため、日常的な医学管理が必要

な要介護者の受入れや看取り・ターミナルなどの機能と、生活施設とし

ての機能を兼ね備え、「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話（介

護）」を一体的に提供する入所施設です。 

地域密着型サービス 

認知症対応型共同生活介護・介護

予防認知症対応型共同生活介護 

認知症の要介護認定者に対して、共同生活を行う住居において、入浴・

排せつ・食事などの介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行

うものです。 

小規模多機能型居宅介護・介護予

防小規模多機能型居宅介護 

居宅若しくは省令で定めるサービス拠点に通わせ、又は短期間宿泊さ

せ、入浴・排せつ・食事などの介護、その他日常生活上の世話、機能訓練

などを行うものです。 

定期巡回・随時対応型訪問介護看

護 

重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜

間を通じて、訪問介護と訪問看護を一体的に又はそれぞれが密接に連携

しながら、定期巡回訪問と随時の対応を行うサービスです。 

認知症対応型通所介護・介護予防

認知症対応型通所介護 

認知症の要介護者・要支援者が居宅で自立した生活を営むことができ

るよう、デイサービスセンターなどにおいて、通所により入浴、排せつ、

食事などの介護、日常生活上の世話や機能訓練を受けられるサービスで

す。 

地域密着型特定施設入居者生活

介護 

地域密着型特定施設での入浴・排せつ・食事などの介護など、日常生

活上の世話や機能訓練を行うサービスです。 

地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護 

定員 29人以下の小規模な介護老人福祉施設で、入浴・排せつ・食事な

どの介護など日常生活上の世話や機能訓練を行うサービスです。 

看護小規模多機能型居宅介護 居宅若しくは省令で定めるサービス拠点に通わせ、又は短期間宿泊さ

せ、入浴・排せつ・食事などの介護、その他日常生活上の世話、機能訓練

などを行うものに加え、看護師などによる「訪問看護」を組み合わせる

ことができます。 
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地域密着型通所介護 制度改正により、定員 18人以下の小規模通所介護事業所は、市町村が

指定・監督を行う地域密着型サービスに位置付けられています。 

 

２．用語解説 

あ行 

ＩＡＤＬ 

（アイ・エー・ディー・エル） 

「Instrumental activities of daily living（手段的日常生活動作）」の

略で、家事動作や管理能力、交通機関の利用など、生活の中の応用的な

動作群のこと。 

ＩＣＴ（アイ・シー・ティー） 
「Information and Communication Technology（情報通信技術）」

の略で、通信技術を活用したコミュニケーションのこと。 

アセスメント 

事前評価、初期評価。一般的には環境分野において使用される用語で

あるが、介護分野においては、介護サービス利用者が直面している問題

や状況の本質、原因、経過、予測を理解するために、援助活動に先立っ

て行われる一連の手続きをいう。 

ｅ-ラーニング 

「Electronic learning」の略。主にインターネットや情報機器を用い

た学習方法。講義動画や学習プログラムの配信など多様な形態や手法で

提供されており、学習者が任意の場所から自分の進度に合わせて学習で

きるなど、柔軟な学習が可能となる。 

インフォーマル 
フォーマルは、制度や法律等で定められた公的なもの。インフォーマ

ルは、民間や地域住民、ボランティア等が行う非公的なもの。 

ＮＰＯ（エヌ・ピー・オー） 

英語の Non Profit Organization の略であり、「民間非営利組織」とし

て利益配分をしない組織（団体）のこと。商業を目的としない公益活動

に取り組み、官と民の間で「民間の手による公益活動の分野」を創造す

る。その活動分野としては保健福祉の増進、社会教育の推進、まちづく

り、文化・芸術・スポーツの振興、環境保全、人権擁護、国際協力等の

多方面にわたる。 

ＡＣＰ（エー・シー・ピー） 

「Advance Care Planning」の略で、「人生会議」と呼ばれる場合も

ある。将来の変化に備え、将来の医療及びケアについて本人や家族、医

療・ケアチームなどが話し合い、本人による意思決定を支援する取組の

こと。主に状態の急変時や人生の最終段階における医療の提供に備えて

行われる。医療・ケアの方針について①可能な限り本人の意思を確認し、

②医療・ケアチーム等との話し合いを、③本人の意思は変化しうるもの

であることから繰り返し行い、④話し合った内容はその都度文書として

まとめるという手順からなる。 

ＡＤＬ（エー・ディー・エル） 

「Activity of daily living（日常生活動作）」の略で、人間が毎日の生

活を送るための基本的動作群のこと。具体的には、①身の回り動作（食

事、更衣、整容、トイレ、入浴の各動作）、②移動動作、③その他（睡眠、

コミュニケーション等）がある。 
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か行 

介護給付 

要介護認定により要介護と判定された被保険者に対する保険給付。居

宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護福祉用具購入

費、居宅介護住宅改修費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス

費等について、保険給付が行われる。 

介護支援専門員 

（ケアマネジャー） 

要支援者・要介護者からの相談に応じ、サービス利用にあたりその心

身の状況に合わせて適切なサービスを利用できるよう、介護サービス計

画を作成し、サービス提供者や施設等との連絡・調整を行う人材。 

介護予防ケアマネジメント 

要介護状態になることの予防と悪化防止を図るため、要支援認定者等

に対して、総合事業によるサービス等が適切に提供できるためのケアマ

ネジメントをさす。 

介護予防・ 

日常生活支援総合事業 

介護サービスの基盤強化のため地域支援事業の中に創設され、市町村

の主体性を重視し、多様なマンパワーや社会資源の活用等を図りなが

ら、要支援者等に対して介護予防や生活支援サービス等を市町村の判

断・創意工夫により、総合的に提供できる事業。 

基本チェックリスト 

65 歳以上の高齢者で、介護の原因となりやすい生活機能低下の可能

性について、運動、口腔、栄養、物忘れ、うつ症状、閉じこもり等の全

25 項目について「はい」「いいえ」で記入していただく質問票のこと。 

キャラバン・メイト 

認知症サポーターを養成する「認知症サポーター養成講座」を開催し、

講師役を務めていただく人のこと。キャラバン・メイトになるためには

所定のキャラバン・メイト研修を受講し登録する必要がある。 

ケアプラン 

要支援者・要介護者がサービスを適切に利用するため、その希望をと

り入れて作成されるサービス計画。サービスが効率的・計画的に提供さ

れるよう目標設定や利用するサービスの種類、提供内容を具体的に決定

し、それに基づいてサービスが提供される。計画は利用者の状態の変化

に応じ、適宜変更される。 

ケアマネジメント 

要支援者・要介護者が適切なサービスを受けられるようにケアプラン

を作成し、必要なサービスの提供を確保する一連の管理・運用のこと。

ケアが必要な人が、常に最適なサービスが受けられるよう、さまざまな

社会資源を組み合わせて調整を行う。 

ＫＤＢ（ケイ・ディー・ビー） 

国保連合会が保険者の委託を受けて行う各種業務を通じて管理する

「特定健診・特定保健指導」、「医療（後期高齢者医療含む）」、「介護保険」

等の情報を活用し、統計情報や「個人の健康に関する情報」を提供し、

保険者の効率的かつ効果的な保健事業の実施をサポートすることを目

的として構築されたシステム。 

権利擁護 
自らの意思を表示することが困難な知的障害者や認知症高齢者等に代わ

って、援助者等が代理としてその権利やニーズの獲得を行うこと。 

高額介護サービス費 
所得に応じて一定額を超えた分の自己負担があった場合に、その超え

た分を申請することにより高額介護サービス費として支給される制度。 
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さ行 

サロン活動 
誰もが参加できる交流の場として、様々な世代の人たちが集まり、共

同で企画を行い運営していく仲間づくり、居場所づくりをする活動。 

サービス付き高齢者住宅 

平成 23 年 5 月の「高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住

まい法）」の改正により創設された高齢者単身・夫婦世帯が居住できる賃

貸等の住まい。 

生活支援コーディネーター 

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくこと

を目的とし、地域において、生活支援・介護予防サービスの提供体制の

構築に向けたコーディネート機能（主に資源開発やネットワーク構築の

機能）を果たす人材。 

生活習慣病 

「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進

行に関与する疾患群」と定義され、代表的な病気としては、虫歯、歯周

病、骨そしょう症、アルコール性肝疾患、肥満症、痛風（高尿酸血症）、

高血圧症、糖尿病、高脂血症、心臓病、脳卒中、がんなどがある。 

成年後見制度 

認知症、知的障がい、精神障がい等によって判断能力が十分でない人

について、権利を守る援助者（家庭裁判所より選任された成年後見人等）

を選ぶことで、法律的に支援する制度。 

た行 

団塊の世代 

昭和 22年から昭和 24 年までの３年間にわたる第一次ベビーブームに

出生した人々をさす。この世代の人が高齢者になる時期を迎え、様々な

社会的影響が予測される。 

団塊ジュニア世代 

昭和 46 年から昭和 49 年までに生まれた世代をさす。最多は昭和 48

年出生の 210 万人で、団塊の世代の最多である昭和 24 年出生の 270 万

人より少し少ない。第二次ベビーブーム世代とも呼ばれる。 

地域ケア会議 

地域包括ケアシステムの実現に向け多職種協働で高齢者個人に対する

支援の充実とそれを支える社会基盤の整備を同時に図っていくための手

法又は協議体。 

地域支援事業 

高齢者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態に

なった場合においても可能な限り地域において自立した日常生活を営む

ことができるよう支援する事業。 

地域資源 
地域住民を支えるための関係機関や専門職、あるいは地域のボランテ

ィア等、人的・物的な様々な資源。 

地域包括ケアシステム 

高齢者や障がい者等、何らかの支援を必要とする人が、身近な地域で

生涯を安心して暮らしていけるよう、保健・医療・福祉・介護等の社会資

源やマンパワー（人材活力）を広く活用し、支援を要する人を地域社会

全体で支える仕組み。 

地域包括支援センター 

保健師又は経験のある看護師、主任ケアマネジャー及び社会福祉士を

置き、介護予防ケアマネジメント、総合相談・支援、権利擁護事業、包括

的・継続的ケアマネジメント等を業務として介護保険法に規定された機

関。地域包括支援センターは、生活圏域を踏まえて設置され、市町村又

は市町村が委託した法人が運営する。 

調整交付金 

介護保険財政において、第１号被保険者のうち 75 歳以上である者の

割合（後期高齢者加入割合）及び所得段階別被保険者割合の全国平均と

の格差により生じる保険料基準額の格差調整のために国から交付される

もの。 



109 

チームオレンジ 
近隣の認知症サポーターがチームを組み、認知症の人や家族に対する

生活面の早期からの支援等を行う取組。 

な行 

２０２５年問題 

昭和 22 年から昭和 24 年までに出生したいわゆる「団塊の世代」が後

期高齢者（75 歳）の年齢に達し、医療や介護などの社会保障費の急増が

懸念される問題のこと。 

２０４０年問題 

昭和 46 年から昭和 49 年までに出生したいわゆる「団塊ジュニア世

代」が 65 歳に達し、65 歳以上の高齢者の人口がピークになることで起

こりうる労働力不足や年金・医療費などの社会保障費が増大することが

懸念される問題のこと。 

認知症ケアパス 
認知症の進行状況に合わせて提供される医療や介護のサービスの標準

的な流れを示したもの。 

認知症サポーター 

認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守る応援者とし

て日常生活の中での支援をする人のこと。何かを特別に行うというもの

ではなく、友人や家族にその知識を伝え、隣人として、あるいは商店街、

交通機関等、まちで働く人として活動を行う。 

認知症初期集中支援チーム 

家族等の訴えにより、医療・介護の専門職が複数で認知症が疑われる

人や認知症の人及びその家族を訪問し、初期の支援を包括的・集中的（概

ね６か月）に行い、自立した生活のサポートを行うチーム。 

は行 

被保険者 

介護保険に加入している本人をいう。介護保険制度においては、①市

町村の区域内に住所を有する 65 歳以上の人（第１号被保険者）、②市町

村の区域内に住所を有する 40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入者（第２

号被保険者）を被保険者としている。 

フレイル 

高齢期に病気や老化などによる影響を受けて、心身の活力（筋力や認

知機能など）を含む生活機能が低下し、将来要介護状態となる危険性が

高い状態のこと。 

保険者 

介護保険の運営を行う主体をいう。介護保険の保険者は、市町村と規

定されている。保険者としての役割は、被保険者の管理、要介護認定、保

険給付の支払事務、サービス基盤整備を推進するための市区町村介護保

険事業計画の策定、介護保険特別会計の設置・運営、普通徴収による保

険料の徴収などがある。 

保険者機能強化推進交付金 

保険者努力支援交付金 

自治体への財政的インセンティブとして、市町村や都道府県の様々な

取組の達成状況を評価できるよう客観的な指標を設定し、市町村や都道

府県の高齢者の自立支援、重度化防止等に関する取組を支援する交付金。 

包摂的な社会 

社会的に弱い立場にある人々も含め住民一人一人、排除や摩擦、孤独

や孤立から援護し、社会（地域社会）の一員として取り込み、支え合う社

会のこと。 

や行 

有料老人ホーム 
食事提供などの日常生活上必要なサービスを提供する高齢者向けの賃

貸住宅。 

予防給付 

要介護認定により要支援と判定された被保険者に対する保険給付。介

護給付と比べると、訪問介護（ホームヘルプ）、通所介護（デイサービス）、

施設サービス、一部の地域密着型サービスなどが給付対象にならない点

で異なる。 
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○芦北町老人保健福祉計画・介護保険事業計画運営調整委員会要綱 

平成１７年１月１日 

告示第３２号 

（設置） 

第１条 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の８に基づく老人保健福祉

計画及び介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１７条に基づく介護保険事業計

画の策定及び適切な運営又は基盤整備の進捗状況を点検するため芦北町老人保健福祉

計画・介護保険事業計画運営調整委員会（以下「調整委員会」という。）を設置す

る。 

（構成） 

第２条 調整委員会は、委員１７人以内で構成する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が選任する。 

(１) 学識経験者 

(２) 社会福祉関係者 

(３) 保健又は医療関係者 

(４) 町職員 

(５) その他町長が必要があると認める者 

（委員の任期） 

第３条 委員の任期は、３年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 調整委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選によりこれを

選任し、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。 

２ 調整委員会の会議は、委員長が総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 調整委員会は、必要に応じ委員長が召集する。 

２ 調整委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

（庶務） 

第６条 調整委員会の庶務は、福祉課の職員がこれに当たるものとする。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、委員長が

調整委員会に諮って定める。 

附 則 

この要綱は、平成１７年１月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月３１日告示第１８号） 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月８日告示第２３号） 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。  
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番

号 
団体等 氏 名 備 考 

１ 教育委員代表 澁谷 百錬  

２ 身体障害者福祉連合会代表 岡部 惠美子  

３ 議会文教厚生常任委員会代表 林田 燿宏  

４ 医師会代表 井上 吉弘  

５ 社会福祉協議会代表 内山 忠美  

６ 老人福祉施設代表 早川 純一  

７ 地域密着型施設代表 田中  誓  

８ 民生児童委員協議会代表 江島 茂松  

９ 老人福祉施設代表 髙山 久子  

10 あしきた農業協同組合代表 白坂 主税  

11 区長会代表 光永 新治  

12 老人クラブ連合会代表 窪   一  

13 行政代表（総務課長） 松本 俊造  

14 行政代表（健康増進課長） 田中 公広  

※ 任期：令和３年６月１日から令和６年５月31日まで 
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